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決 算 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日   令和７年１０月７日（火） 

２ 開 会 場 所   第１会議室 

３ 出 席 者   委 員 長 中 澤 史 夫    副委員長 髙 森 喜美子 

  （１７人）   委  員 大 浦 美 鈴    委  員 拝 野   健 

          委  員 弓 矢   潤    委  員 中 村 謙治郎 

          委  員 吉 岡 誠 司    委  員 鈴 木   昇 

          委  員 岡 田 勇一郎    委  員 田 中 宏 篤 

          委  員 本 目 さ よ    委  員 木 村 佐知子 

          委  員 風 澤 純 子    委  員 伊 藤 延 子 

          委  員 小 坂 義 久    委  員 青 柳 雅 之 

          議  長 石 川 義 弘 

 

４ 欠 席 者    

  （０人） 

 

５ 委員外議員 

  （０人） 

 

６ 出席理事者   区  長                  服 部 征 夫 

          副 区 長                  野 村 武 治 

          副 区 長                  梶   靖 彦 

          教 育 長                  佐 藤 徳 久 

          企画財政部長                関 井 隆 人 

          企画課長                  川 田 崇 彰 

          経営改革担当課長              三 谷 洋 介 

          臨時特別給付金担当課長      （経営改革担当課長 兼務） 

          財政課長                  髙 橋 由 佳 

          情報政策課長                小野田   登 

          情報システム課長              廣 瀬 幸 裕 

          用地・施設活用担当部長           越 智 浩 史 

          用地・施設活用課長             坂 本 一 成 

          清川二丁目プロジェクト推進課長       伊 藤   慶 

          総務部長                  小 川 信 彦 
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          区長室長                  浦 里 健太郎 

          総務課長                  福 田 健 一 

          人事課長                  飯 田 辰 徳 

          人材育成担当課長             （人事課長 兼務） 

          広報課長                  吉 田 美弥子 

          経理課長                  田 渕 俊 樹 

          施設課長                  五 條 俊 明 

          人権・多様性推進課長            落 合   亨 

          危機・災害対策課長             小 池 雄 太 

          国際・都市交流推進室長          （総務部長 兼務） 

          都市交流課長                木 村   裕 

          区民部長                  前 田 幹 生 

          子育て・若者支援課長            河 野 友 和 

          （仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当課長  海 野 和 也 

          子ども家庭支援センター長          田 畑 俊 典 

          区民部副参事（児童相談所準備担当） 

                       （子ども家庭支援センター長 兼務） 

          区民部副参事           （保健サービス課長 兼務） 

          文化産業観光部長              上 野 守 代 

          文化振興課長                川 口 卓 志 

          大河ドラマ活用推進担当課長      （文化振興課長 兼務） 

          観光課長                  横 倉   亨 

          産業振興担当部長         （文化産業観光部長 兼務） 

          福祉部長                  三 瓶 共 洋 

          福祉課長                  古 屋 和 世 

          高齢福祉課長                大 塚 美奈子 

          介護予防担当課長              田 中 裕 子 

          介護保険課長                浦 田   賢 

          障害福祉課長                井 上   健 

          松が谷福祉会館長              江 口 尚 宏 

          保護課長                  久木田 太 郎 

          自立支援担当課長             （保護課長 兼務） 

          健康部長                  水 田 渉 子 

          台東保健所長               （健康部長 兼務） 

          健康部参事                 尾 本 由美子 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－3－ 

          健康課長                  大 網 紀 恵 

          国民健康保険課長              松 上 研 治 

          生活衛生課長                福 田 兼 一 

          保健予防課長            （健康部参事 事務取扱） 

          保健サービス課長              塚 田 正 和 

          環境清掃部長                遠 藤 成 之 

          環境課長                  勝 海 朋 子 

          清掃リサイクル課長             曲 山 裕 通 

          台東清掃事務所長              渋 谷 謙 三 

          都市計画課長                反 町 英 典 

          建築課長                  松 﨑 晴 生 

          住宅課長                  浅 見   晃 

          都市づくり部副参事             小 河 真智子 

          交通対策課長                清 水 良 登 

          公園課長                  村 松 克 尚 

          会計管理室長                内 田   円 

          会計課長             （会計管理室長 事務取扱） 

          教育委員会事務局次長            佐々木 洋 人 

          教育委員会事務局教育施設担当課長      中 島 伸 也 

          教育委員会事務局児童保育課長        村 松 有 希 

          教育委員会事務局指導課長          宮 脇   隆 

          教育委員会事務局教育改革担当課長      増 嶋 広 曜 

          教育支援館長           （教育改革担当課長 兼務） 

          監査事務局長                山 本 光 洋 

          文化産業観光部参事（産業振興事業団） 

                           （産業振興担当部長 兼務） 

          文化産業観光部副参事（産業振興事業団・事務局次長） 

                                久 我 洋 介 

          文化産業観光部副参事（産業振興事業団・経営支援課長） 

                            （事務局次長 事務取扱） 

 

７ 議会事務局   事務局長      鈴 木 慎 也 

          事務局次長     櫻 井 敬 子 

          庶務係長      阿 部 良 則 

          議事調査係長    吉 田 裕 麻 
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          議会担当係長    女部田 孝 史 

          書  記      関 口 弘 一 

          書  記      塚 本 隆 二 

          書  記      遠 藤 花 菜 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－5－ 

          午前 ９時５９分開会 

○委員長（中澤史夫） ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、区長から挨拶があります。 

◎服部征夫 区長 おはようございます。よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 本日の傍聴について、おはかりいたします。 

 本日提出される傍聴願につきましては、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたします。 

 それでは、審議に入らせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、委員各位並びに理事者にお願いを申し上げます。 

 質問は、決算特別委員会の性格をお含みいただいた上で、重複を避け、趣旨を分かりやすく、

簡明にされるようお願いいたします。 

 また、理事者におかれましても、答弁は質問に対する結論を簡潔明瞭にお答えいただき、議

事運営にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第３款、民生費について、項ごとに審議いたします。 

 第１項、社会福祉費について、ご審議願います。 

 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 152ページの25、シニアクラブ活動支援についてお伺いいたします。 

 シニアクラブは、趣味、活動を通じて心身の健康を維持でき、外出や交流の機会が増えるこ

とでフレイルの予防にもつながるものであると考えています。現状休会、閉会しているところ

が多く見られるようになってきました。なぜ減っているのか、原因など考えられることがあっ

たら教えてください。 

○委員長 健康課長。 

◎大網紀恵 健康課長 お答えいたします。シニアクラブ数が減少している要因といたしまし

て、加入対象となる60歳以上の方々が定年延長や雇用継続制度の普及により、引き続き就労

されていることや、趣味、学習などの活動の場が多様化していること、さらに、マンションの

増加に伴う地域住民同士のつながりの希薄化などが上げられます。このため比較的若い世代の

高齢者の加入が進まず、会員の高齢化が進行し、活動参加者や運営を担う人材の減少につなが

っているものでございます。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 分かりました。なかなか若い世代、60代とかいうのが就労とか他の活動
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で忙しいということなんですね。中心で動いていらっしゃる方も高齢化が進んでいるんだと思

うんですけれども、実際、クラブ助成金の申請がもう本当に煩雑化していて、苦労していると

いう声を多く聞いています。何か対策はありますでしょうか。 

○委員長 健康課長。 

◎大網紀恵 健康課長 助成金の申請手続が複雑で分かりにくいというご意見を会員の皆様か

らもいただいているところでございます。区では、令和４年３月より、ご要望のあったクラブ

に対して申請書類の作成をサポートする体制を整えております。また、助成金は東京都の補助

金を活用しているという観点からも、申請手続の簡素化に向けて、区からも都に働きかけを行

うとともに、台東区シニアクラブ連合会からも働きかけていただき、連携しながら改善に向け

て進めてまいりたいと考えております。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 分かりました。 

 このシニアクラブ、伝統文化や行事の継承に欠かせない存在でもあると思うんです。地域を

支える担い手として、大切なチームと捉えて、活発な活動の支援と存続がかないますように、

どうぞご協力をこれからもよろしくお願いいたします。以上です。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 シニアクラブ関連なんですけれども、ちょっと１つ、私の認識が違ったらお

教えください。シニアクラブの継続的な活動を支えていくのには、やはり継続的なその助成と

いうのは必要だと思うんですけれども、新たに町会に絡まないようなクラブとかが立ち上げる、

もしくはそういう活動をしている人たちへの支援とか、何かあるんでしたっけ。 

○委員長 健康課長。 

◎大網紀恵 健康課長 台東区の現在なんですけれども、そういったクラブは今現在ないとこ

ろではございますが、ただ、そういった人数が確保されて、こういった同好会的なところで立

ち上がった場合等は、助成は可能でございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 立ち上がったときですよね。ぜひ、継続的に活動ができるような支援という

のは、これからいろいろメニューを考えていただきたいなと思います。以上です。 

○委員長 次、質問ある方どうぞ。 

 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 すみません。161ページです。あれ、ちょっと。すみません、32番の障

害福祉サービス人材確保のところなんですけれども、令和５年の決算特別委員会でも総括質問

でこの障害者、障害福祉サービス人材確保について、事業者を区としてしっかりサポートして

いくべきだということで質問させていただきました。 
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 この決算年度、障害福祉サービス人材確保について、新たな取組をされていると思うんです

けれども、どんな取組をしてきたのか、まず教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 お答えいたします。令和６年度は、前年度までの移動支援や同行援

護、重度訪問介護の従事者養成研修に加えまして、障害福祉サービス等の従事者の国家資格取

得費用の助成、障害福祉サービス等従事者養成研修のメニューの拡充や、求人サイトへの掲載

や採用ホームページの作成に必要な費用の助成、家賃借り上げ支援を新たに実施いたしました。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 ありがとうございます。令和６年度の事業評価シートを見てみると、研

修や説明会の開催について一定の取組が進んでいる中、研修費用とか資格助成件数というのは、

目標がちょっと高くて、71件に対して実績が15件、また、採用活動助成を見てみても、目標

の事業者数が13件に対して実績が８件と、ちょっと下回っていて、低い評価にとどまってい

ますが、実際の就労やその人材定着に十分結びついていないのではと、数字を見てしまうと感

じてしまうんですが、その辺の実績はどういうふうに分析されているのかを聞かせてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 人材確保の各種研修費用助成等につきましてですけれども、先ほど

ご答弁申し上げましたとおり、令和６年度はメニューを増やしているところではございますけ

れども、現状といたしましては、残念ながら目標に対して実績は未達成という状況になってお

ります。 

 これにつきましては、介護職員の初任者研修や実務者研修など、申請の見込みに対してなか

なか実績が伸びなかったというところや、国家資格の取得費用助成につきましては、対象者を

東京都が実施する事業による助成の交付決定を受けている法人と限定して実施しているという

ような中で、ちょっと申請のやり方が複雑だったのかなというような、そういったところも含

めて、なかなかちょっと伸びなかったのかなというふうに考えております。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 人材の確保と定着というのは喫緊の課題となっている中で、国では、令

和６年度改定された福祉・介護職員等処遇改善加算、これまで存在していたこの３つの加算の

制度と、これがばらばらに存在していたわけですけれども、それを統合し、制度を簡素化して

整理し直したものですけれども、この制度改正自体は、障害福祉人材の定着・確保に貢献する

可能性というのはあると思いますけれども、この効果をしっかり発揮させるためには、新制度

を理解して、上手に使いこなす事業者が増えることが重要だというふうに思っています。 

 また、東京都も昨年の６年度から労働時間が週20時間以上の常勤及び非常勤職員を対象に、

月額１万円の移住支援手当の制度運用を開始しました。これは、東京都のホームページにも明

示されていますけれども、国の抜本的改正が行われるまでのつなぎ的な措置として位置づけら

れていて、恒久的な制度ではないんだなというふうに認識しています。あくまでもこれらの支
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援というのは、いい方向への手だてではありますけれども、ほかの処遇改善策との相乗効果に

よってこそ実効性がある支援になると思っています。 

 それで、今後、区はフロム千束の増床だったり小島ビルの建て替え後のグループホームの開

設だったり、北上野二丁目福祉施設など、相次いで整備が予定されているわけですけれども、

今後、当然人材の需要というのは一層高まってきます。そこで必要となってくるのは、採用の

間口を広げる施策とともに働き続けられるという環境、職場環境を整えることだと思っている

んですけれども、その障害福祉サービスの持続性を左右するこの人材確保、この課題について、

今あるこの国や東京都の制度だけではなかなか区では乗り切っていくの、大変だと思っている

んですけれども、区として今後どのように展開していくのか、展望も含めて伺います。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 人材確保につきましては、区としても非常に大きな課題だというふ

うに認識しております。それで、令和７年度からにつきましては、今年度から実施しておりま

す人材採用活動経費の助成事業につきまして、これまで４つのメニューを上限補助額をそれぞ

れ40万円としていたところを、申請上限金額で有効な採用活動を促進するために、対象経費

ごとの上限にするのではなくて、人材採用の活動経費全体の限度額を160万円といたしまして、

事業所がさらにこの事業を利用しやすいように見直しを図っているところです。 

 また、先ほどちょっとなかなか申込みが少ないというところで使いにくかったのかなという

国家資格の助成についても、申請のやり方だとか、そういったところをちょっと見直しも考え

ていきたいと思っております。 

 区のほうでは、定期的に事業者と情報共有する場というものを設けておりますので、現在実

施しています事業を進めながら、先ほどお話にありました国や都の制度など、そういったもの

をご案内も含めまして、今後区としてどういった政策を実施するのが有効か、事業者の皆さん

のご意見等を伺ってまいりたいと思います。 

○委員長 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 どの現場でも同じですけれども、やはりその支援制度のメニューの豊富

さ、これは大切ですけれども、それよりもやはり重要なのは、その使いやすさのほうが重要だ

と思っていますので、事業者の皆さんともいろいろと話をしながら、よりよい制度の構築に引

き続きご尽力いただければと思います。以上です。 

○委員長 ほかに。大丈夫ですか。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 質問は６点ほどございます。まずは142ページ、11番、福祉のまちづくり推

進について伺います。 

 こちらは、ちょっと内容をいろいろ調べましたら、こちらにあるように体験学習が行われて

おりますが、この実施は小学校と中学校で行われておりまして、高齢者・障害者疑似体験は小

学校で19回で、これＶＲのほうが中学校で３回というふうになっておりますが、こちらのＶ
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Ｒについて、内容など教えていただけますでしょうか。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 お答えいたします。ＶＲを活用した発達障害者の体験でございますが、

こちらのほうは、実際障害者の視点を再現したシナリオをＶＲで体験できるものになります。

体験の前には講師の先生から発達障害に関する講義を受講した上でＶＲの体験をしていただく、

その後に４人１組でディスカッションなどをやっていただき、それぞれの生徒さんが発達障害

についてどのように感じたのか、当事者への接し方や考え方を共有する、そのような体験の場

となっております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 詳細ありがとうございます。 

 今のお話の中で、発達障害の視点でのＶＲ体験というふうにありましたが、何か具体的に、

それってどういうふうに体験できるものなのか、ちょっと教えていただけますでしょうか。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 具体的には、例えば、その教室の中に障害を抱えたお子さんがいらっ

しゃって、例えば、外で大きな音がすると、ほかの生徒さんは前に集中をすることができてい

ても、そのお子さんはどうしても外のほうに気持ちがそれていってしまう場面であったり、例

えば、何か書かれている書物を読もうとしても、字がゆがんで見えたりして、それがうまく見

えないであったりだとか、そういう場面をそれぞれその区切って体験をできる。実際そのお子

さん、障害を抱えた、困り事を抱えたお子さんの立場の視点、あとは周りにいる、それ以外の

お子さんたちの視点、両方をそのＶＲの中で体験することができるといったものになります。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 詳細ありがとうございます。 

 ちなみに、それは取り組んだ後に、これ中学校なので、生徒さんですね、生徒さんの感想な

ど、共有していただいたところとかありましたら紹介してください。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 ＶＲの体験の後に生徒の皆様、また教員の方にもアンケートを取らせ

ていただいております。まず、生徒の皆様からは、ＶＲで分かりやすく体験することができ、

共感できることが多かった。あと、当事者の方の見え方や感覚を理解でき、支えたいというふ

うに感じた。あとは、外から見たら分からないことが多いため、困った方がいらっしゃったら

誰でも助けようと思った。あと、周りの方の視線が非常に痛々しく感じたというような、そう

いった意見を子供たちからは、生徒さんからはいただいております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 すごいこれはすばらしい取組だなと思いました。これは本当に、私は今、し

つこくどういう取組ですかというのをちょっと確認をさせていただいたんですが、これって本

当に自分で体験しなければ分からないと思うんですよ。その当事者の方が今これだけ苦しんで
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いるとか、そもそもこの苦しみを自覚できないということもあると思うんです、もともとその

ようなのが当然だと思っていたりするので。それを、周りの人が体験することによって、こん

なに感覚が違うんだとか、こういうときは彼、困っているんじゃないかなというふうに、そう

いうふうに思いをはせれるようになる取組なので、これは本当に進めていただきたいなと思い

ます。 

 この上の高齢者・障害者疑似体験は、私も何度もやったことあるんですけれど、例えば、ゴ

ーグルで視界を狭くして見えづらくするとか、あと関節を曲げれないようにするとか、重いも

のを持つとか、いろいろできるので、何となく大変だろうなというのは思っていたんですけれ

ど、実際自分でやってみたら、こんなに、歩くことですらこんなに大変なんだというふうに思

うようになれたので、特にこの発達障害とか、分からない、理解したくてもできないという生

徒さんも多くいらっしゃると思いますので、この体験は、現状３校ではあるんですけれど、も

っともっと広げていただきたいなというふうに思っております。以上です。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 今、ＶＲの説明がありましたけれど、前からＶＲを使った取組とい

うのは、非常に体験的で効果があるので、なるべくこうした新しい機器を使った取組は進めて

いただきたいということは申し上げていました。今、弓矢委員からもそうした要望があったと

思うんですが、もう一つ、ほかのところでもＶＲを使っているところがありますよね、そちら

のほうは、例えば認知症、ＶＲ認知症体験というのが載っていますけれども、これについては

いかがでしょうか。 

○委員長 介護予防担当課長。 

◎田中裕子 介護予防担当課長 認知症ＶＲ体験についてご回答させていただきます。 

 こちらのほうは平成30年度から実施させていただいておりまして、私も実際受講させてい

ただいたんですけれども、認知症の方の見えている世界というのが、先ほどの発達障害と同じ

ように、詳しくよく分かるようになっておりまして、私も実は、膝から崩れ落ちるぐらい驚い

たＶＲ体験だったんですけれども、受講された方につきましても、満足度は皆さん100％満足

ということで回答いただいておりまして、認知症の理解は本当に進んだということで、とても

高い評価を得ております。 

 これまでは区役所のみで実施をさせていただいておりましたけれども、今年度より竜泉福祉

センターでも実施させていただくようにいたしまして、なるべく理解を深めていただけるよう

に、本事業については継続して実施していきたいというふうに考えております。 

○委員長 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 この年度は１回だけの実施だというので、残念だなと感じた次第で

ございます。これから認知症の方は明らかに増えていくという、そうした統計も出ておりまし
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て、この対策をいかに進めていくかということは、区の課題の中でも大きなものになっていく

と思います。これは、今後５年間が勝負です。５年間のうちにどういうふうに高齢者の施策を

進めていくかというところの大切な認知症対策ということにつながっていきますので、より多

くの方に認知症というものを認識していただくためには、どんどん回数を増やしていただく。 

 人が足りないのか、お金が足りないのか、課題は何なんでしょうか。 

○委員長 介護予防担当課長。 

◎田中裕子 介護予防担当課長 これにつきましては、ＶＲ体験をするための、ある一定程度

の広さのやはりスペース確保が必要ですので、会議室の確保ですとか、あと、こちらにつきま

しては１回大体約30万円ほどお金がかかるということもございまして、なかなか進んでいな

いというところの取組でございました。ただし、補助金なども活用させていただいております

ので、委員おっしゃるとおり、なるべく多くの回数を実施できるように、これから調整させて

いただきたいというふうに思っております。 

○委員長 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 よろしくお願いします。 

 ほかに松が谷でもＶＲ体験をやっていると思うんですが、松が谷のほうはいかがですか。 

○委員長 松が谷福祉会館長。 

◎江口尚宏 松が谷福祉会館長 お答えさせていただきます。松が谷福祉会館でも副委員長お

っしゃるとおり、発達障害の普及啓発を目的としまして、令和５年度から動画配信による講演

会に加えまして、発達障害のＶＲ体験を併せた講演会を実施しております。ＶＲ体験のアンケ

ート結果におきましては、講演会全体の満足度として、満足、やや満足という回答が大半を占

めている状況でございます。その結果、普及啓発に大変効果があったというふうに考えておる

ところです。また、動画配信の講演会につきましても、全ての回答者から満足、やや満足とい

う回答をいただいておりまして、都合に合わせて好きな時間に何度でも視聴できる点について

ご好評いただいたところでございます。 

 発達障害の普及啓発につきましては、単に参集の講演会を実施するのではなく、ＶＲの活用

や、あるいは動画配信といった開催の手法に工夫を凝らして、現在も実施しているところでご

ざいます。それぞれの手法によい面があると考えておりますので、今後ともアンケート結果を

踏まえながらＶＲの活用については検討してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 ＶＲも多分こういう、その新しい技術というのは発達していくんだ

ろうと思うんですよ、今後も。それで、そういうのをやはりいち早く導入していただいている

ので、これは活用しない手はないだろうと。特に今、発達障害に関しては、不安に思っていら

っしゃる方、あるいは発達障害ということがよく分からない方、自分の子供が発達障害なのか

そうでないのかすら分からないというのがその今の状況あろうかと思います。そういう意味で、

その普及啓発ということが一番大事なところで、それで子供のその次の発達につながっていく
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というふうになれば、子供にとっては幸せな道が開けていくんだろうと思っているんですけれ

ど、そう簡単ではないかもしれませんが。 

 いずれにしても、その発達障害が理解できなければ、もう次に進めないわけですので、なる

べくもう少し回数増やして、多くの方に知っていただきたいなと思うんですが、どうでしょう

か。 

○委員長 松が谷福祉会館長。 

◎江口尚宏 松が谷福祉会館長 副委員長のご意見踏まえまして、検討してまいります。 

○委員長 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 よろしくお願いします。以上です。 

○委員長 じゃあ、弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 では、次は、144ページの25番の自立支援センター関連業務についてお伺い

いたします。 

 こちらは、巡回したりするのがメインだと思って、保健福祉委員会でも５月の定例会でグラ

フで人数など出ておりましたが、ちょっともう少し知りたいところがありましたので、こちら

の巡回時間のもうちょっと詳細であったり、あとエリア、あとこの巡回者など教えていただけ

ますでしょうか。 

○委員長 保護課長。 

◎久木田太郎 保護課長 自立支援センターにおいて実施しております巡回相談につきまして

お答えさせていただきます。 

 時間帯につきましては、日中の昼の時間帯と夜間の時間帯と実施させていただいております。

日中は午前中、午後、双方実施させていただくことはございますが、夜間につきましては18

時以降の時間帯を中心に実施しているというところになってございます。また、区民からの苦

情や情報提供あった際にも、区職員のほうが訪問しまして、相談活動を実施した上でセンター

職員に情報提供などは行っているところになります。 

 あと、場所ということでございますが、こちら上野・浅草、区北部地域をはじめまして区内

各所を巡回しまして相談活動を実施させていただいているというところになってございます。 

 巡回する職員という、巡回する者がどういう者かということでございますが、自立支援セン

ター職員、こちらは社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持っている方が参りまして、それに

加えまして、医師や看護師、保健師の方が同行して路上生活の方に体調確認などを行っている

と、その際には区職員のほうも適宜同行させていただいているというところでございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 詳細を教えていただきありがとうございます。 

 以上で大丈夫です。 

○委員長 次、弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 次、151ページの19番の高齢者総合相談についてお伺いいたします。 
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 こちらは、こちらの成果説明書を見ますと、相談件数が１万6,879名と記載されております

が、これは相談は、窓口と電話ではどちらのほうが多いのか、また、相談内容で多いものがあ

りましたら教えていただけますでしょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 高齢者総合相談の相談件数につきましては、１万6,879件のう

ち、窓口での相談件数が１万4,150件となっており、直接来られて相談される方が多い状況で

ございます。 

 相談内容で特に多いのは、介護保険のサービスを利用したいがどうしたらいいか、また、介

護保険の利用に関する相談や高齢者向けの給付事業に関するご相談、あとは申請、主に在宅介

護相談に関するものが多くなっている状況でございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 了解、承知いたしました。 

 まず、その内容として特に多かったのが介護利用系ということだったんですけれど、その相

談のもうちょっと深い、何か内容などありますでしょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 主に介護保険申請をしたいというときに、どのような申請方法

があるかとか、あとは介護保険の利用サービスですね、どういったものを利用したいか、そう

いった、利用できるのかというようなご相談になります。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 承知いたしました。 

 あと、こちらのこの下の熱中症予防啓発物品購入ってありますが、こちらはどのようなもの

でしょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 熱中症予防啓発物品ということでよろしい。 

          （「はい」と呼ぶ者あり） 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 こちらは、毎年熱中症対策のためにどのような物品が効果的で

あるかなどを地域包括支援センターといろいろ相談しながら物品を決めております。主に６年

度に購入したものでございますが、飲料水だったり、あとは熱中症予防シート、冷感タオル、

塩タブレット、そういったものを購入して、啓発物品としてお配りをしております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 それらはどのように渡して、渡し方であったり、それ無料配布するかなど、

お願いします。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 啓発物品は、主に地域包括支援センターが高齢者の見守りを行

う際に、見守りを行った方のその状況に応じて、飲料水など啓発物品をお渡ししながら熱中症
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の注意喚起を行っております。こちらの啓発物品については、全て無料ということになってお

ります。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 承知いたしました。 

 相談に関しては、すごく大半が窓口だったということで、そもそもどういうふうにしたらい

いかという、その前提のところでお聞きいただいているからこそ、ここでこういうシーンがあ

りますよとか様々伝えれるので、非常に意味のある、意味のあるというか、非常に大事な機関

になっているなというふうに感じました。そういうところで相談していただければ、まだすご

くいいんですけれど、じゃあ行政のどこどこに電話しようとか、そういうふうにならずに困っ

てしまっている方もいらっしゃるかもしれないので、そういうところも、何ていうんですかね、

そういうところもありますので、しっかりとこの業務を続けて、丁寧にしていただきたいなと

思っております。以上です。 

          （「熱中症関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 熱中症、弓矢委員がおっしゃるように、本当に丁寧にやっていただきたいと

思います。 

 お伺いしたいのが、この熱中症予防啓発グッズを持って、包括支援センターの職員などが、

何件というのかな、何世帯というのかな、訪問したという数字は分かりますか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 すみません、今ちょっと、はい。 

          （「もう一つ」と呼ぶ者あり） 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 私、共産党区議団として、過去の委員会でその高齢者に対してのエアコン助

成を求めてきましたけれども、今は東京都が始めましたけれども、どのぐらいの世帯でエアコ

ンが適正に使われていない、もしくはついていないとかいうのは、こういう啓発グッズを持っ

て訪問したときに、チェック項目というのかな、あの調査項目の１行に加えれば、その件数と

いうのもあらかた出てくるかと思うんですけれど、その辺はどういうふうに取り組んできたか。

もし取り組んでいたら教えてください。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 地域包括支援センターのほうで見守りを行う中で、必ず中に入

って高齢者の方と接する際に、エアコンのほうを確認させていただいております。万が一エア

コンが暑い中でもついていなかったりとか、そういったところでは必ずつけるように促したり

とか、また扇風機をお持ちの方に対しても、扇風機だけでも回したらどうかとか、そういった

ところも丁寧に、訪問する中で接して注意喚起をしているところです。 

 件数につきましては、ちょっとそのところで件数取っているかとは思うのですが、すみませ
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ん、そこのところというのをチェック項目はしっかりとつけていきたいなというふうには思っ

ております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 本当に包括の職員さんも、真夏の暑いときも訪問されている様子を見たり、

たまたま出くわしたりというのもあるんですけれども、やはり、その基礎的なものをチェック

するというのは、なかなかもう大変です。チェック項目は１で、事業所に戻ってから、「一」

って正の字をどんどん入れて書き足していくというのも、それは作業としては大変なんですけ

れども、やはり区がやっていける、その基礎の調査にはなると思うので、ぜひ、今回は、今求

めているのは高齢者のというところではありますけれども、様々な過程であると思いますので、

ぜひそういうのをやっていただきたいなというふうに思っております。 

 件数は後ほどの報告で結構です。以上です。 

○委員長 弓矢委員、戻ります。 

◆弓矢潤 委員 続きまして、152ページ、30番、聞こえの改善機器購入費助成についてお伺

いいたします。こちらは、会派としても質問であったり要望などをさせていただいておりまし

たし、私も一般質問をさせていただいた件になります。 

 こちらが昨年の11月にスタートしましたので、間もなく１年になるかと思います。助成件

数は218件となっておりますが、これは助成、成立したのがこの数なんですが、申請をされた

方と助成決定された方、それぞれの件数を教えてください。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 お答えいたします。聞こえの改善機器購入助成ですけれども、

助成件数218件でございますが、実際に申請された件数は480件、助成決定の件数は346件とな

っております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 申請はしているが交付決定に至らない、至らなかった理由はどういうところ

でしたでしょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 申請後、助成決定をするには、医療機関を受診して、医師が補

聴器が必要であることを証明した医師意見書を区に提出していただく必要があります。そのた

め申請後、受診までに時間がかかっている場合や、また、受診をしたけれども、その結果、補

聴器が必要という状態ではなかった場合、そういったものが考えられます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 これは、結構私もこちらの件は、どういうふうに申請したらいいのって聞か

れることがあって、その都度確認しながらしているんですけれど、結構複雑だったりするなと

いうのを私も感じております。 

 こちらのこの業務においては、人材派遣委託もされていて、こちらにも書いてあります、記
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載されておりますが、主な業務内容をちょっと知りたいなと思っておりまして、これは交付か

ら助成金交付に至るまで、時間も要すると思いますが、手続で心がけていることなどもありま

したら教えてください。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 まず、人材派遣の方は、区民から問合せの対応や申請等の受付、

システムの入力作業等、事務全般の業務を補助していただいております。また、受付等で心が

けていることでございますが、本助成は申請から助成まで幾つかの手続が必要になります。高

齢者の方にもご理解いただけるように、手続の流れ、それを図でお見せしながら、ゆっくり分

かりやすくお話しするよう工夫をいたしまして、また、時間をかけて丁寧に説明を行っている

ところでございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 よく分かりました。結構、初めてのことだから説明も、もう１回繰り返しに

なったりとか、こちらの説明も繰り返しに、何回かこう言って理解していただくとか、話すの

も、先ほどあったように、ちょっと早いからゆっくり話すとかもありますので、１件１件丁寧

にするのは本当に大変な作業だと思うんですが、でも、これ本当に耳の聞こえのための制度な

ので、すごく大切なことなので、本当にこれからも根気強く丁寧にやっていただきたいなと思

っております。 

 すみません、もう１件、もう一つあるんですけれど…… 

          （発言する者あり） 

○委員長 大きな声で。 

          （「・・・の次でしょうか、それとも」と呼ぶ者あり） 

◆弓矢潤 委員 補聴器。 

          （「どうぞ、すみません」と呼ぶ者あり） 

◆弓矢潤 委員 こちらの助成対象となる機器について伺います。 

 これは、集音器は対象外であると認識しております。最近では軟骨伝導イヤホンなども普及

し始めておりまして、庁舎２階の高齢福祉課さんの窓口でも１か所、軟骨伝導イヤホンを設置

していただいております。以前会派でも聞き取り具合の確認をさせていただきましたが、かな

り鮮明に聞き取れます。すごく役に立っているなというふうに、役に立つのではないかなと思

っております。 

 このような軟骨伝導イヤホンのような、軟骨伝導系の新しい、比較的新しい機器も助成の対

象になっているのでしょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 高齢福祉課の窓口に設置している窓口用の軟骨伝導イヤホン、

こちらにつきましては、いわゆる軟骨伝導集音器というもので、軟骨伝導イヤホンに集音器が

ついているものになります。こちら集音器なので助成の対象外というふうになりますが、今、
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軟骨伝導補聴器というもので管理医療機器として認定されているもの、こちらのものであれば

助成の対象となります。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 そうですね、軟骨伝導イヤホンと補聴器では、確かに別だなと思います。例

えば、外耳道閉鎖の方とか中耳炎の方など、補聴器をはめる、つけるのがやはり難しい、また

できない方もいらっしゃるので、そういう方の場合、こちらの軟骨伝導補聴器が一番適してい

ると思います。ただ、やはり新しいものでありますし、これは知らないという方も多分いらっ

しゃると思うので、そういう方に知っていただけるような、こちらからのアプローチも今後か

けていただきたいなと思っております。これは要望させていただきます。以上です。 

          （「関連で」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連で。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 令和６年度からということで、今、実績も聞きましても申請が480件とい

うことですね。それで、実際には半年で218件ですよね、半年で……。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 こちらは昨年の11月からスタートいたしましたので、11月か

ら、今の件数は３月までの件数となります。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。やはり、本当に皆さんの要望が非常に強かった表れといい

ますか、これがこの結果につながっていて、今回この申請に対しての助成金を台東区としては

14万超えて出しているということで、確実に１台はきちんと購入できるような価格かなと思

うんですね。 

 ですけど、実際に、前回公明党さんも聞いてくださいましたけれども、具体的な価格ってい

いますか、両方につけてくださいというか、両方がいいんですよという勧められ方をしていて、

１台というより２台買っている方なども多いんじゃないかと思うんですね。この中で、いわゆ

る価格についてはどれぐらいの価格差というんですかね、範囲とかあるでしょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 補聴器によって価格というのはとても差がございます。実際に

助成金交付をされている中で、６万円台からあるものと、最高では120万円、そういったもの

の申請をされている方もいらっしゃいますので、それらを平均いたしますと、大体33万円ぐ

らいかなというふうに考えております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。やはり、片耳でも30万を超えている方、結構多いのかと

思うんですね。この中で、平均でも33万というと、非常にやはり高価だなというふうに思う

ところです。ですけれど、この台東区のやはり高額というか、そこはぜひとも引き続き支援し
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てほしいというふうに考えているところです。 

 そして、この具体的な、あれか、こちらが先ですね。助成を利用した、助成された方、やは

り先ほども言ったように、申請をします、そしてお医者さんに行きます、補聴器屋さんに行き

ますということで段階があると思うんですけれども、この段階段階のところでどういうところ

が困っているとか、または助かっているというか、やりやすいというか、具体的な利用者さん

の声というのはどのようにお聞きになっていますか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 実際に区の窓口で申請の受付をされた際とか、あと助成の申請

をされた際とか、窓口とか電話とかで声などはいろいろとお聞きしているところでございます。

その中では、やはり補聴器をつけてみて、すごく聞こえやすくなりましたなどのお声はいただ

いているところでございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 確かに私も本当に補聴器、聞こえてよかったって随分、何ですか、感謝の

気持ちとかもお受けしているということが多いです。 

 それで、今回の、やはり丁寧に補聴器が自分に合うということになりますと、何度も、具体

的には３か月なり半年なりというのを補聴器屋さんに行くことになるかと思うんですけれども、

この辺での補聴器屋さんに対する希望なども含めて、何かそこはありませんか、意見は聞いて

いないですか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 利用された方から補聴器の医療機関とか購入したお店の先とか、

そういったところに対してのお声というのは、特に聞いてございません。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 ぜひとも聞いていただきたいなと思うんですけれど。それぞれ結構丁寧に

やっているということですけれど、やはり聞こえないということが前提なもんですから、具体

的に言うと、向こうでは分かりましたって返事してくるらしいんですけれども、すごく早口だ

ったりなどで、分からないけれど返事してきちゃったという声なども聞いているので、一番最

初の案内のときにも、分からないときにはきちんと聞き直してくださいって、分からないのに

返事はしないでくださいというか、そういうことも含めてご案内していただけたらというふう

に思います。 

 その次、ぜひともお願いしたいことがあるんですけれども、今回やはり利用した方のアンケ

ートを取っていただけないかというのを私も一般質問などでも言っていますけれど、といいま

すのは、やはり高齢者のその聞こえ、認知症との関係、あとは社会の皆さんとの交流というこ

とで、大きな役割を果たすんじゃないかなというふうに思うんですね。そういうところで、こ

れらをやることで、補聴器をつけたということでの社会性が広がったりとか、そういう意味で

のやはり台東区としてのデータというんですか、そういう形で残していく、そういう形でこの
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検証するということ、そういうことは非常に大事だと思うんですね。その辺についてはどうで

しょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 この事業は昨年11月から実施をしております。受付やお問合

せなどで現在も丁寧にお声を聞き、対応してまいりました。先ほど委員おっしゃられたアンケ

ートを実施してほしいということもありましたけれども、改めて実施する予定はございません

が、今後とも利用者とやり取りする中で、何かご意見等があれば、しっかりと受け止めて、改

善の必要があったら対応していきたいというふうに考えております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 今のところの台東区の姿勢は、やらないということということですけれど、

高齢者全般のいろいろアンケートとか、そういう中では、一応念頭に入れたアンケート作成を

ぜひお願いしたいなというふうに思っております。これはお願いです。 

○委員長 要望でよろしいですか。 

◆伊藤延子 委員 要望です。 

 もう一つ大事なことがあります。これは、この助成は、この基金に対しての助成だというこ

とで、ここで診療を受けると診断書といいますか、先ほどの意見書ですか、これは文書料とい

う形で自費になってしまうということで、この自費のお金が5,500円だったり、医療機関によ

ってちょっとまちまちかなとは思うんですけれども、台東病院で5,500円なんですよ、区立病

院でね。やはりそれ高いでしょうということがあって、私、少なくともっていいますか、なか

なか困難な方、このこと自体が困難な方を中心にやっているわけですから、さらに生活保護の

方、生活保護の方はこれらをやはり出すの、大変かなとも思いますので、生活保護としては、

この文書料は出るのかどうか、そこをちょっとお聞きしたいんですけれど。 

○委員長 保護課長。 

◎久木田太郎 保護課長 お答えいたします。生活保護法による指定医療機関のほうで受診し

ていただければ、診断書料につきましては一定額まで扶助費として支払われるところでござい

ます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。 

 そうしましたら、保護の受けている方は、今から補聴器助成の申請をしますということを、

まず保護課に伝えて申請をしたほうがいいということでしょうか。 

○委員長 保護課長。 

◎久木田太郎 保護課長 一度ケースワーカーのほうにご連絡いただいて、手続していただく

のが望ましいところになります。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 ありがとうございます。 
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 今までの方で、そういうことで文書料をその対応したということはあるんですね、そうした

ら、今までのケース。 

○委員長 保護課長。 

◎久木田太郎 保護課長 申し訳ありませんが、その数値につきましては、ちょっと集計を取

らせていただいていないところになります。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。やはりその文書料の問題、あと、これ先ほどから言ってい

る、その30万ということで提示されたということなどで、やはりその保護を受けている方な

どが、せっかくのこういうこの機会を、何ですか、利用することができない方もいるというこ

ともお聞きしていますので、ぜひともここは広く周知していただきたいというふうに思います。 

 私としては以上です。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 すみません、先ほど鈴木委員からの認知症のご質問で、認知症

の啓発で、その件数でございますが、3,681件となっております。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

◆鈴木昇 委員 ありがとうございます。 

○委員長 じゃあ、弓矢委員、戻ります。 

◆弓矢潤 委員 続きまして、154ページの５番の地域生活支援の（２）の心身障害者日常生

活用具給付についてお伺いいたします。 

 こちら２年前の決算委員会の総括でちょっとさせていただきました、人工呼吸器の装着を必

要とするような、恒常的に医療的ケアが必要な医療的ケア児は、本区では何名ほどいらっしゃ

いますでしょうか。この３年ぐらいの人数を教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 お答えいたします。人工呼吸器に限った形ではありませんけれども、

医療的ケアが必要とされる医療的ケア児は、今年の５月時点で25名と把握しております。 

 すみません、医療的ケア児の今年は25名ですけれども、昨年度、その前の３か年について

は、ちょっとすみません、今ちょっと手元には資料はありませんけれども、大体同様の数で、

特に増減というのは、そう大きくはありません。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 承知しました。 

 こちらの事業では、今は人工呼吸でしたけれど、人工呼吸必要とする医療的ケア児への支援

として、停電等で人工呼吸器が使用できない際に、電力供給するための発電機等の給付を行っ

ているというものであって、しかしながら、同じ医療的ケア児であっても、たんの吸引器が必

要なケア児に対して、電気式のあのたん吸引器は対象外でした、２年前は。そこで質問もさせ

ていただきましたが、その後、給付対象に加えられているかなど教えていただけますでしょう
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か。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 発電機等の給付要件につきましてですけれども、その後いろいろと

お調べいたしまして、これまで人工呼吸器の装着を必要とする方を対象としていたところ、今

年度から吸引器または酸素吸入装置を使用している方も対象として、制度について拡充してい

るところでございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 今年度から対象にしていただき、ありがとうございます。 

 ホームページで対象となるかどうか、ちょっと調べたりしても、あれかなり何か要件が細分

化されているというか、条件であったり、すごく何か見て分かり、ちょっと私の理解力がなか

ったというのもあるかもしれないんですけれど、結構分かりづらかったなというのはあるので、

もしこの対象となる親御さんであっても、あれ、うちの子はどうなのかなというふうに思って

しまうこともあるかと思いますので、ぜひ、問合せなどありましたら、丁寧にしっかりと対応

していただきたいなと思います。以上です。 

 最後、159ページの27番、重傷心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労支援について伺い

ます。 

 こちらは、事務事業評価シートなどもちょっとしっかり見させていただいたんですが、たし

か利用時間が、今まで年144時間だったのが288時間に倍増しているというふうに認識してお

ります。それにもかかわらず、本区では、この３年間、令和４・５・６年で見たら、利用回数

が119、153と上がって、令和６年度が94に減っております。目標値はもっと高くしていたに

もかかわらず。その辺り、どのような状況で、状況というか原因であるかというふうに認識さ

れておりますでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 在宅レスパイトとこの本事業につきましては、今年度、東京都の制

度に合わせまして利用時間の拡充はしているところでございます。障害福祉サービスとそれ以

外のこういったサービスについて、目標値というところの設定というのがなかなか適正かどう

かというのはあるとは思うんですけれども、なかなかこういった制度を利用されるかされない

かというところで、その多い少ないというところは出てくるかと思います。 

 ですので、昨年度、その前年までに減ったというところで、その利用される方がいろいろご

都合で使われなかったのか、そういったところで、詳細の理由についてはちょっと把握してい

ないところでございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 確かにそうですね、利用時間が増えたから、じゃあ増えるかといったら、そ

れぞれのご都合であったり様々ありますので、そうとは限らないなというのは承知しました。 

 ちなみに、現場から何かお声など上がっておりますでしょうか。 
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○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 本事業につきましては、障害福祉課のほうで医療的ケア児コーディ

ネーターを配置しておりまして、保護者の方からご意見を聞く機会がございます。その中で、

一部看護師さんの派遣の調整がなかなかつかないというようなご意見もございます。こちらに

つきましては、対象者の対応については、利用中の訪問看護ステーションの看護師などでない

と対応が難しいなど、いろいろ問題があるのかなというところで、希望の時間での調整がつか

ないなど、そういったものによるかなと思われます。 

 多くの声ではありませんけれども、そのことが先ほどの利用者の減少だとか回数の減少とい

うところには、すぐにはつながるというところではないとは思いますけれども、今後そういっ

た声があるということも踏まえまして、現状の把握に努めたいと考えております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 確かに看護師、例えば看護師の数が増えたとしても、やはり自分の子供はこ

の看護師に見てもらいたいとか、様々なこともあると思いますので、一概に看護師の数が増え

れば増えるというわけでもないなとも思っております。承知いたしました。 

 ありがとうございます。以上です。 

○委員長 次、よろしいですか。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連ですか。 

 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 すみません、今のレスパイトの事業なんですけれども、６月の保健福祉委

員会で報告があったように、今年度から288時間に拡充している。でも、令和６年度までは

144時間が上限だったということなんですけれども、私、そのときに質問して、上限が144時

間までマックス使っている人はそもそもいなくて、もう２桁とかそんな感じでしか使っていな

いので、これ拡充しても、特に台東区においては、これが上限を拡充することで利用者が増え

るというのはちょっとあまり考えにくいのかなとかいうふうに思ったので、一応付け加えさせ

ていただきました。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

 次、質問。 

 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 144ページですね、144ページの21番、介護サービス人材確保です。 

 この件は一昨年の決算でも取り上げたんですけれど、その際に、民間会社はそもそもいろい

ろな人材抱えていて、外に紹介できるような状況にあるにもかかわらず、一生懸命区であった

り、区内事業者であっても人材確保するのがすごい大変な状況だよということをお伝えして、

民間の力を活用することとか民間のノウハウを吸収することを考えていただきたいって提案を

させていただいたんですね。その結果というか、それで人材採用活動経費等の助成を実施して
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いただいたということは、本当に事業に前向きに取り組んでいること、高く評価しています。 

 その際にお話ししたんですけれど、人口の多い世代が後期高齢者になり介護需要が高まるん

ですが、人材不足で需要が追いつかないというのが2025年を目途に問題化が表面化するだろ

うと言われていたんですが、今年ついにいよいよ突入したというところでありまして、相変わ

らず低賃金で重労働であることが介護人材の確保が難しい状況は全く変わらないんですけれど

も、憲法でも保障されている福祉という制度なんですが、国の制度でもあるので、一定のこの

介護報酬の中でなかなか賃金を上げられないという実情は、当然皆さんご存じの中、そのよう

な中で、台東区ではハローワークと協働して介護人材の就職フェアの開催や初任者研修、実務

者研修の費用の助成を行っていることは、就職意欲と定着率に対して寄与していると思ってい

ます。 

 そこで聞きたいんですけれども、先ほど中村委員が質問していましたが、これ障害のほうも

同じように人材採用活動経費等を助成していただいていますが、障害のほうは目標値を13件

で８件ということでしたけれども、介護のほうは特に目標値が事業シートのほうにも書かれて

いなくて、10件ありましたよというお話がありました。 

 これ、意外とここだけ、ここだけというか、ここで言うのもあれなんですが、意外と去年始

まって、すごいいい制度なんですよ、40万、40万、40万、40万で160万合計で支給していただ

けるということで、すごいいい制度だったんですけれど、３月末の段階で聞いたら、いや、あ

まり申請がないんですと。こんないい制度に何で申請しないんだろうと思っていたんですけれ

ども、なかなか多分周知ができていなかったのかなと思っています。 

 実際、私も介護事業をやっているので周りの事業者に聞いても、そんな事業あったのね。こ

れ継続してくれるんだったら、今年はやりたいなというような方もいらっしゃったので、そう

いう意味では、ぜひ今回、障害と同じく160万円の枠ということで、一つ一つのものが個別に

40万じゃなくなったという結果から見ると、もっともっと使い勝手のいい助成となると思い

ますので、その辺の何でしょう、啓発というか、告知をしっかりしていただくと、介護の事業

の継続性には、持続性にはすごく役に立つんじゃないかなと思っています。ここに関しては意

見だけです。 

 お尋ねしたいんですが、令和６年度の就職フェア、６回行って141名参加があったと確認で

きますけれども、その際の開催実績、例えば出展ブースですとか、就職につながった方の人数。

これ、実は介護と就職、同時にやっているじゃないですか、フェア。就職につながった方の人

数、実績について教えていただけますでしょうか。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 お答えさせていただきます。令和６年度就職フェアの実績につきま

しては、参加の事業者数が51者、内訳としまして、介護が32、障害が15、保育が４。参加者

数ですが、延べ141名。141名のうち、就職につながった人数としては16名となっております。 

○委員長 岡田委員。 
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◆岡田勇一郎 委員 16名の内訳で、介護と障害と保育の種別って分かりますか。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 後ほどお調べして答弁させていただきたいと思います。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 平均すると６回で141名って、23.5人しか来ていないんですよ、１回。

しかも51者ブース出していただいていて、来場者が24人弱。前回私が２年前に質問したとき

は、実績は27人だったんですよ、１日平均が、増やしてまいりますというご答弁いただいて

いたんですけれども、これから減っているんですよ。 

 その中で、これらを増やす具体的な施策、どう捉えているかなというところを教えていただ

けますか。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 岡田委員のおっしゃるとおり、実績が少し減っているという状況で

ございまして、なかなかこれといってすぐに増えるような施策というのは、取組というのは難

しいところかなと思っているところなんですけれども、参加者の方のアンケートの中で、例え

ば土日のほうが参加しやすいといったお声、また事業者からも、日中だと事業所のその運営に

ちょっと影響が出てしまうので、事業所もちょっと参加を見合わせてしまうというようなお声

をいただきましたので、例えば土曜とか日曜の開催、または平日夜間の開催などについても今

後検討していきたいと思っております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 そうですね、本当に平日、というのも、この福祉関係全部そうなんです

けれど、結構人員要件が決められているので、その要件から余剰の人員がいないとそういうフ

ェアにも出られないんですよ。そうなんですよ、だからね、そのとおりだと思うんですよ。だ

から、やはり時間帯とか曜日というのはすごく気になるところだと思いますし、例えば、どこ

かの地方とか違うところから転職、福祉系にやはり特化して就職したいという方って、結構一

つのまとまりになっていると思うんですけれど、地方から来て福祉に就職したいという方でも、

やはり平日働いているから土日とか夜じゃないと出れないとか、いろいろな要因があると思い

ますので、ぜひ工夫していただいて、次回質問するときには平均が上がっていることを楽しみ

にしております。福祉は行政の責務だと思いますので、引き続きご注力いただきたいと思いま

す。以上です。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連、大項目で同じ質問で。 

          （「大項目じゃないんだけれど」と呼ぶ者あり） 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 岡田委員から専門的な見地から深い質問があった次でちょっとあれなんで

すけれど、先ほど人材採用活動経費等の助成について、やはり、あまり申請がないとかいうよ
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うな形でお話ありました。やはり、しっかり告知・啓発したほうがいいというようなお話が、

要望があったんですけれど、私のほうは、内容が分からないのでちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

 一応この助成について、10法人から助成があって、助成件数として10件と計上されている

とのことですが、その内訳についてちょっと教えていただきたいです。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 お答えいたします。助成の件数につきまして、令和６年度において

は４分類を助成の項目でありまして、１つが求人広告サイトへの掲載費用助成、２つ目が就職

説明会の出展費用助成、３つ目が採用ホームページ作成に係る費用助成、４つ目が採用パンフ

レット作成に係る費用助成と４分類ございまして、広告サイトへの費用が９事業者から、就職

説明会等への出展費用が２事業者から、採用ホームページに係る費用助成については６事業者

から、パンフレット作成に係る費用助成について５事業者から来ておりまして、重複する部分

もございますので、延べで10法人というところで10件と計上させていただいております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 先ほど岡田委員が言ってくれたんで、４つの分類をなくして、今後、各経

費の合算、上限160万円助成するというふうなことみたいなんですが、同じくこの人材採用活

動経費の助成の「等」ですね、「等」というのはどういった内容なのかお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 こちらについては、介護職員向けの、例えばヘルパーですとか、介

護福祉士の資格を取得するために必要な研修の受講経費を助成しているもので、初任者研修、

実務者研修のそれぞれの受講費用の助成を行っているのがこちらに当たります。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 分かりました。 

 最後に、この人材確保の事業の方向性といたしまして、介護事業所の経営に関する相談、介

護従事者のメンタルヘルスに関する相談、これを令和８年度から実施というふうにありますけ

れど、これまでこうした相談事業というのは実施していなかったんでしょうか。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 お答えさせていただきます。これまで類似の事業といたしましては、

介護人材採用力の強化セミナーというセミナーがございまして、そのセミナー終了後に希望す

る参加者の方に個別の相談という業務を実施しておりました。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 じゃあ、今後はしっかりとこのような形で実施をしていくというような方

向性だと思うんですが、本当にやはりこの人材どう取り組むかということは、本当に大変本区

にとっても重要な課題ですので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。要望です。 
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○委員長 関連。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 ここでお聞きしていいのかと思うんですけれども、東京都のほうでは宿舎

借り上げということをやって、要するに家賃補助的なというんですか、そういうことで人材の

確保というのを支援をされている、されるというか、そういう方法を取ったかなと思うんです

けれども、これらが昨年、一昨年かな、聞いたときには、東京都の事業としては確認できてい

ないというような状況で、後ほどに１件入ったかなという状況などを伺いましたけれども、今

年はどんな状況でしょうか、そこの具体的なあれをお教え、成果といいますか、実績を教えて

いただけますか。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 伊藤委員、ちょっとご確認させていただければと思うんですけれど

も、台東区での助成の件数、または東京都の助成の件数というのもあると思うんですけれども、

どちらになるのか。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 前回、台東区の事業所が東京都のこの助成事業をどれだけ受けているかと

いうことをご質問したんですね。そのときにまだないような状況があったわけですけれど、今

年度はそこはどうかということですね。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 お答えさせていただきます。台東区内の事業者において、東京都で

実施している宿舎の借り上げの支援助成を受けている事業者につきましては、事業所数として

７、実際に借り上げている部屋の数としまして55となっております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 これは、随分と今までの経過からいいますと、やはり55人というのが随

分画期的といいますか、多いかなと思うんですよ、随分貢献されるというのかな。 

 ですけれど、これらが個人ではなくて、いわゆる事業所に対する支援というかだということ

ですけれども、これらが個人ではなく法人ですというところの、何ですか、内容をお聞かせい

ただけますか。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 お答えさせていただきます。東京都の助成事業の要件としまして、

法人での借り上げが要件となっております。法人で借りることへのメリットがあるかと考えて

おりまして、例えば、従業員の初期費用、敷金、礼金などを法人が負担することで事業従事者

の経済的負担が軽減されること、また、法人で介護職員の居住状況等は確認できますので、個

人と違って補助金の目的外利用などが防止できるものではないかというふうに考えております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 そうしますと、この法人としてやりますけれど、法人は、その１件から借
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りることができるということでよろしいんですか。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 １件から借りれます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 それ非常に大事かなというふうに思うところですけれど、この取組につい

ては、やはり、その事業所との協力なしにはできないというか、事業所がやりますよって、こ

こまでやりますよということであればできるかと思うんです。 

 これも、先ほどの４事業と同じというかですけれど、どれぐらいの周知状況でしょうか。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 本事業の周知につきましては、台東区のホームページ、また事業者

に対しては、メーリングリストですとか団体の集まりの場で周知のほうはさせていただいてい

る状況でございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。 

 そういうことでは、ぜひ多くの活用をしていただきたいと思うんですけれども、このような

中身を区として、要するに、その地域密着型なども含めると、区としてやっているところもあ

るのかと思うんですけれど、この辺はいかがですか。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 東京都ではなくて区においても、東京都で補完できない事業者向け

の宿舎の借り上げ事業というのを実施しているような状況です。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 台東区としては、どれぐらいの事業所が。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 令和６年度からの事業となりますが、令和６年度の実績はゼロ件で

す。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 ぜひとも台東区としてもこの事業を広げていただきたいというふうに思い

ます。この要件が、何か10キロ以内とか、いろいろな要件があるということですけれども、

この辺についても周知をしていただきながら広げていただくということで人材確保に向けてい

ただけたらと思うんです。 

 そして、やはり岡田委員も言いましたように、この人材確保については、賃金が、もともと

のこの賃金、一般との格差が大きいということで、それぞれこういう形でやったり、またはそ

の各事業所がやっても、この10万円の格差を縮めていくというには、やはり診療改定ですか、

そこのところでしっかり上げていくこととかが大事だと思いますので、そこについてはぜひこ

の自治体として、台東区として、都とか区とか国のほうへの要望ですね、それらもきっちりし
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ていただきたいというふうに、これは要望しておきます。 

○委員長 よろしいですか。 

◆伊藤延子 委員 はい。 

○委員長 じゃあ、岡田委員、戻ります。 

◆岡田勇一郎 委員 続きまして、161ページの33番、障害者支援のデジタル化推進、お聞き

いたします。 

 障害者の支援のデジタル化推進で、アプリが導入されて、令和６年度予算の中での一つのト

ピックスだと思います。令和７年の３月に障害者支援アプリ「ささえ～る」がリリースされた

と思うんです。その後の運用について、普及状況、それから利用状況などを教えていただけま

すか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 お答えいたします。障害者支援アプリにつきましてですが、今年の

９月末現在でダウンロード数が491件となっております。また、対象者を限定をしております

お知らせのための会員登録、こちら任意での登録になりますけれども、登録者数は219件とな

っております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 この数が、その障害をお持ちの方に対してどれぐらいの割合なのかとい

うのは分からないですよね。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 障害者の方、身体障害の方だったり知的障害の方、あと難病の方だ

とか精神の方だとか精神障害のある方だとか、皆さん、大体で区内で１万2,000名程度いらっ

しゃる中での会員、ダウンロード数でいくと491件という形になります。ちょっと割合がすぐ

計算できないんであれなんですけれども。ただ、障害者の方だけが対象ではなくて、支援者の

方だったり、そういった方、また事業者も対象という形になっていますので、まだまだ普及が

必要かなという、そういう状況でございます。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 始まったばかりですので、そんなにすぐ普及するとは思っていなくて、

主な機能で、今、属性に応じてお知らせがあるよって、任意の登録でというのがあったりとか、

障害者の手引とか区内の事業者の検索、それから空き状況、バリアフリーマップとか台東防災

アプリの連携などを主な機能でやっていると思うんですけれど、実際このダウンロードされた

のが491で、結構使われている数というんですか、アクティブユーザーというんですかがどれ

ぐらいいらっしゃっているか。 

 そして、あとプッシュ通知、219件の方が必要に応じた配信をされていると思うんですけれ

ど、それの開封率、多分見れると思うんですよ。 

 あと、事業所の検索の利用件数とか空き情報の閲覧件数とかは、そういったものを目標値と

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－29－ 

してまず掲げているのかどうかと、いつから、もし掲げているとすれば、それいつから把握し

て、どういう周期で見ているのかなというのを教えていただけるとありがたいです。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 まず、アプリのプッシュ通知の実績ですけれども、今年の直近でい

きますと、９月に７件、８月に７件、７月に10件、アプリを使いましていろいろな周知をさ

せていただいているところです。 

 どれぐらい使われているかというところですけれども、事業者の検索の件数だったり、あと

は、ちょっとこの空き状況の検索の閲覧の件数、こちらについては、現在ちょっと集計の項目

に入っていないので、ちょっと把握はしていないところです。 

 事業所の空き状況については事業所のほうから入力していただくような形になっております

けれども、こちらについては区のほうで、更新のルールにつきまして、分かりやすいマニュア

ルを作成した上で各事業所周知させていただいております。掲載情報に更新があったときだと

か、事業所に更新をしていただくように、こちらからも併せて依頼をしているところでござい

ます。特にそれに関して、それ以上のところの機能というのは今、ついていないところなんで

すけれども、今現在、アプリ通じましてアンケート調査など実施したり、今、岡田委員からお

話があったようなご意見踏まえまして、いろいろと、まだちょっと始まったばかりというとこ

ろもありますので、改善していきたいと考えております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 本当に改善改善の繰り返しだと思うんで、本当に最初はすごい産みの苦

しみなのかなと思っています。事業所一覧とか空き情報というのが、多分、一番精度と鮮度が

利用価値のこの核心だと思っているので、その空き情報の入力を事業所が行ってくださってい

るのは当然しようがないんですけれども、それに対して、未更新時に警告が出るとか、あとは、

その更新頻度の目安みたいなルールとか、そういったものとか、あとユーザーの誤認識防止、

要は古いデータを見てしまってというような誤認識防止みたいなところをどう考えているのか

なというのと、あとは事業所側のその更新の負担を下げる仕組みみたいなのができるといいん

じゃないかなと思うんですけれど、その辺いかがですか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 今、ご指摘ありましたご意見の機能は、特には現状実装はしていな

いところなんですけれども、そういったご意見あるということで、やはりこういったアプリ、

いかにユーザーさんのほう、また事業者さんのほうで使いやすいようにするかというところが

大事かなと思いますので、そういったところを踏まえて今後の運用を検討していきたいと思い

ます。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 区内の既存のデジタル政策との相乗効果ってすごい重要だなと思ってい

て、台東防災アプリが連携されていることとかバリアフリーマップが連携されているというの
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はすごくありがたいなと思うんですけれど、今後、障害者向けのそのデジタル手帳のミライロ

ＩＤとか、他部門のデジタル基盤との連携・拡張みたいなところは検討されていますか。例え

ばミライロなどだと、前回どなたかが委員会で質問していて、その先行自治体の導入状況みた

いなのを確認しながらというところだったんですけれど、先行自治体の導入状況も含めて、そ

の現状どうなっているか教えていただけるとありがたいです。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 今、岡田委員おっしゃられたように、本アプリにつきましては、バ

リアフリーマップや防災アプリとのリンク自体は行っております。今後、その他部署との何か

連携可能なものにつきましては、ちょっといろいろお調べして、必要なものについては協力を

依頼するなど、考えていきたいと思います。 

 ミライロＩＤにつきましては、そうですね、今、確認しているところで、アプリとセットで

展開しているところは、２つの自治体があると確認しているところでございます。台東区にお

いて、このミライロＩＤにつきましてですけれども、このミライロＩＤ自体は、その手帳を所

持していることを証明して、対応が可能な交通機関や施設等の障害者割引などに主に使えると

いうようなものでございます。区のアプリとの連携ということ自体は、現在ちょっと予定はし

ていないんですけれども、今後、そのミライロＩＤ自体をインストールしていただいた方を区

有施設等に利用すること、そういったことについては関係所管と協議していきたいと思ってお

ります。 

○委員長 ぜひ、本当に今、産んでいる最中というか、産みの苦しみだと思うので、ぜひ使い

やすいものにしていただきたいなと思っております。以上です。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。私もちょっと通告していたので、今、岡田委員が

聞いてくれていたこととほぼ一緒のところはもちろん省くんですけれども、この３月から始め

て２か月以上たったときに、障害当事者の方がやはりこのアプリを知らなかったということで、

ご紹介して使ってもらっているんですけれども、やはり今、・・・・ができたばかりなので仕

方ないなと思うんですけれども、先ほどから委員が言っていたような施設の空き情報だとか、

いろいろなサービス事業が分かるので、とてもいいなと思いつつも、でも、当事者の方にとっ

ては、自分が果たしてこれを使えるのかどうかというのがちょっと分かりにくいということで、

メニューのほうへ行くと障害者別になっていて、等級別にさらになっていてというのはあるん

ですけれども、自分が使えるのは果たしてどれなのかというのがちょっと分かりにくくて、結

局問い合わせないといけないとか調べなければいけないというふうになっているということを

お聞きしております。ちょうど今、アンケートも実施中ということなので、そういった当事者

の声をぜひ聞いていただけたらと思います。以上です。 
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○委員長 よろしいですか。 

◆風澤純子 委員 以上です。 

○委員長 終わっていますか。 

          （「アプリ」と呼ぶ者あり） 

○委員長 アプリ。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 アプリ、プチ関連でね。 

 実は、このささえ～る、台東区議会もお世話になっているんですね。この間の広報委員会、

委員の方はご存じと思いますが、実は、ここにお知らせ機能というのがあって、台東区議会の

ほうの声の区議会だよりデイジー版、それと手話通訳を配置して傍聴ができますよと、このお

知らせをこれから定例会ごとに発信をさせていただくこととなりました。スタートはこの第３

回定例会で、何でしたっけ、この広報委員会で了承後に速やかに実施するということになって

いますので、これ１回目はもう発信されたんだよね、まだ。 

○委員長 次長、答えられますでしょうか。 

 議会事務局事務局次長。 

◎櫻井敬子 議会事務局事務局次長 配信されます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 配信されたね。ということで、これからはこのささえ～ると議会もしっか

り連携をさせていただきまして、こうした情報、あるいはこうした、特に予算とか決算で障害

者の皆さんについての審議がされるようなときなども、ぜひ興味を持ってご覧になっていただ

きたいなということも併せてお願い申し上げまして、ささえ～る、活発な利用者が増えて、い

いアプリになりますように期待しています。以上です。 

○委員長 ほかに関連、じゃないですか。もう岡田委員、終わりましたか。 

◆岡田勇一郎 委員 私は終わりました。 

○委員長 じゃあ、新たに。 

 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 まず、社会福祉総務費ですね。141ページの６番、原爆被爆者見舞金支給

ということで、今、支給人数が21名になっていますけれども、原爆被爆者、区内に何名ぐら

いいらっしゃいますでしょうか。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 お答えいたします。現在、原爆被爆者見舞金支給の対象となって支給

させていただいている方は、令和７年中は、令和６年度実績ですと21名となっております。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 支給人数は21名なんだけれども、原爆被爆者認定されている方は何名い

らっしゃるか。 
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○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 失礼いたしました。支給対象者は、６年度時点30人となっておりま

す。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。３分の２ほどが支給を受けているということで、

これは、多分周知はされていると思うので、受けないということを選択はされていると思うの

で、その辺については特に問うことはないんですけれども、今、ちょっと東京大空襲のほうの

被害者についてなんですが、東京に限らず大空襲の被害者についての見舞金を出している自治

体も幾つかあると思うんですけれども、台東区はそういった方々は対象には、今後検討とかは

されていないでしょうか。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 ご質問の件ですけれども、現在、国のほうでも救済法案について議論

をされているものでありますので、国の動向を確認しつつ、今後台東区としての対応を考えて

いくものとしております。そのため、現時点について、具体的な取組は、まだ検討はしており

ません。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 分かりました。なかなか政府のほうの動きがちょっとあまりよくなくて、

空襲のほうはなかなか認定されないような動きになっているのかなというふうには思っている

ので、被害者の方ももう高齢化されていますので、ぜひとも、台東区は特に被害を受けた地域

でもありますので、今後検討していっていただきたいと思います。 

 ちなみに、一番高い金額、ちょっと調べたところだと、名古屋が年10万円とか、あと最近

だと世田谷区が３万円の見舞金を支給するということで決定されたみたいなので、ぜひともち

ょっと、国が本当はやるべきだとは思うんですけれども、そういった自治体のこともいろいろ

見ていただいて、台東区も検討していただければと思います。 

 じゃあ、次行きます。151ページ、高齢者虐待等防止のところですね。 

 こちら令和６年度、在宅が18件、施設が１件となっているんですけれども、この施設１件

のところがどういった内容か、報告ができればお願いしたいのと、在宅についても、どういっ

た内容ですね、傾向があるのかというのが分かれば教えてください。 

○委員長 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 お答えいたします。施設における虐待認定１件の内容につきまして

は、施設の管理者のほうから介護職員による身体的虐待に当たる行為があった旨の報告が区に

ございまして、区の職員にて当該施設へのヒアリング調査などを行いまして、調査の結果、身

体的拘束に当たる行為があったため、身体的虐待１件として認定したものとなります。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 分かりました。ちょうど令和６年度が高齢者虐待防止の推進というのが義
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務化されていて、介護サービス事業者へというのが義務化されているというのもあるので、そ

の取組について、ちょっとなかなか小さい施設だと難しいと思うんですけれども、委員会の設

置だとか、指針を整備するとか、いろいろそういった取組を義務化されているというのがあり

ますので、施設での虐待防止に向けて、さらにちょっと区も支援していただきたいと思います。 

 あと、在宅のほうも大体虐待の種類、５つぐらいあると思うんですが、そちらももう今、高

齢者増えて、認知症の方も増えてということで、たくさん老老介護だったり、働きながら介護

しているとか、いろいろなケースが見受けられると思いますので、その辺、引き続きにはなる

かもしれないんですが、取り組んでいただきたいと思っています。 

 その22番の老人保護のほうについても続けてお伺いいたします。 

 こちら、老人保護というのは、環境とか経済的理由で、やむを得ない理由で保護されている

方と認識しているんですけれども、令和６年度の新規入所の方、どのような理由というか要件

で入っていたかというの分かりますでしょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 老人保護の状況でございますけれども、６年度保護されたおお

むねの傾向なんですが、在宅でセルフネグレクトの状態で発見された方、また在宅で支援者、

同居人の方が亡くなった状態で発見された方、また認知症等により身元不明の高齢者として警

察などに保護された方、そういった方が主になります。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。そういった方々が115名。新規はもうちょっと

……新規としては何名ぐらいいらっしゃるんですか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 件数として、６年度保護をされた方は９名でございます。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。もしかしたら区内にもっと実はそういった理由で

今も、現在している人がいるかもしれないので、本当に、先ほども包括支援センターの方とか

も訪問事業とかもされていると思うんですけれども、ちゃんと保護されるべき方が保護される

ようにお願いしたいのと、そういった方というのは、やはりこういったホームから退所すると

いうのはなかなか難しいというか、最後はちょっとお亡くなりになって退所するのがほとんど

なのかなと思うんですが、やはりそんな感じですか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 基本的に保護をされた方、保護をした方の経緯もあるので、こ

ちらから退所させるということはございません。 

 なお、支援者がいない場合などで、成年後見制度を利用して後見人をつけて、後見人と契約

に移行した場合、後見人との契約に移行した場合は、同じ施設であっても後見人による契約入

所となりますので、その場合は老人保護としての手続では退所ということになります。 
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○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 分かりました。これからこういったケース、ちょっと増えてくるかなと思

いますので、引き続き、ちょっと力を入れていっていただけたらと思います。この件、以上で

す。 

 関連なければ、次、行きます。 

○委員長 風澤委員。 

 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 先ほど風澤委員の高齢者虐待防止の在宅での虐待認定件数、

18件のうち、どのような傾向ですかというようなご質問があったかと思います。そちらにつ

きましては、身体的虐待が12件、介護・世話の放棄・放任が５件、心理的虐待が４件、経済

的虐待が２件、性的虐待はゼロ件ということでございます。傾向としては身体的虐待が一番多

く、介護・世話放棄の放任、心理的虐待と続く状況は、傾向としてはございます。 

 なお、今申し上げた件数なんですけれども、１つのケースについて通報が何件かありますの

で、ちょっとそこの数値は異なっております。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

◆風澤純子 委員 分かりました。ありがとうございます。 

○委員長 次、質問。 

 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 続けます。154ページ。 

          （「関連です」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。じゃあ、大きな声で言ってください。関連。 

          （「はい、関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 21番の虐待防止のところ、虐待など防止ですよね。そこのところで、今、

具体的な身体拘束などいろいろ出されましたけれど、いわゆる診断といいますか、認知症との

関係とか、その方、虐待された方たちの精神状況、身体状況的なところでの認知症的な状況な

どは分かるんでしょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 虐待を被虐待者、受ける側のほうで、やはり認知症になってい

た方で、養護する方がそれに気づかずとか、そういったもので虐待に発展するというケースも

多々ございます。 

 ただ、そういったところで正しい認知症の対応とか、そういったところがある程度理解いた

だければ、そこのところは防げるのかなというふうに感じております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 これは非常に大事なことといいますか、環境を見る上で。逆に、今度虐待
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した側が認知症的な、よくご夫婦でありますよね。何ていうかな、認知があるために、もうで

きないと虐待してしまう。そういうケースは、逆はどうですか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 お互いが認知症になっていて、ある程度、虐待がどうかという

判定になりますけれども、こちらは、虐待をしようとして虐待をしているわけではない状況で

すので、虐待の判定としては、虐待に至らないというふうな形になります。 

 ただ、お互い夫婦で共に認知症をちょっと患っていて、そこのところでケアが必要になった

場合は、そうですね、包括支援センターのほうが介入をしたりとか、また区職員のほうで訪問

したりとか、そういったところで地域包括支援センターと連携・協力しながら、必要な支援と

いうのを行っているところでございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。本当にこの非常に大事というか、大切なところだと思いま

すので、この虐待の通報や何かがあったりとかのときの環境を十分に調べたりというか、客観

的に見ていったりとか、そういうことは大事なのかなということと、あとは、やはり地域の皆

さんで、地域で一緒に住んでいたりとか、地域の方の支援というのが非常に大事なのかなとい

うふうに思います。 

 あと、例えば、独り暮らしの方がそういう意味で、同居者ではないですけれど、そういうと

ころからの虐待というか、そういうのを受けるケースというのは、在宅の場合はあるんでしょ

うか、介護者とかも含めて、はない。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 独り暮らしの方が在宅で虐待を受けているかというご質問でよ

ろしいでしょうか。 

          （「はい、そうです」と呼ぶ者あり） 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 こちらについては、特に事例は把握してはございません。虐待

という形では、把握してはございません。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。そうですね、客観的に虐待というのは見えにくいという状

況ありますけれども、本当に地域の方々の力で独り暮らしの方たちのそういう認知的なことと

か、あと、よく道路で座っていたら蹴っぽられた、蹴られたとかいう、そういう状況なども実

はお聞きしたりしたことがあるんですよね。ですから、そういうこともぜひみんなで守ってい

くということで地域を見守っていただきたいというふうに思います。 

○委員長 よろしいですか。 

◆伊藤延子 委員 はい。 

○委員長 風澤委員、よろしいですか。 
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◆風澤純子 委員 いいです。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 先ほど私の答弁で、認知症同士の方、ご夫婦で、その場合は虐

待に至らないというふうな発言をさせていただきましたが、それは、言い切ることはできない

ということでございます。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

 じゃあ、風澤委員、戻します。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。154ページの５番の地域生活支援の（３）の障害

者移動支援についてお伺いいたします。 

 ちょうど令和６年度は対象が拡充されて、Ｂ型事業所とか通学にも使えるようになったりと

か、あと精神の方も使えるようになったと思うんですけれども、利用者数の前年度、前々年度

ぐらいからの推移を教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 お答えいたします。まず、通学支援につきましては、以前から通学

支援として利用できるものとなっております。 

 それで、移動支援の実績になりますけれども、令和４年度につきましては、移動支援を活用

される方が186名、通学支援の方が22名。令和５年度は、移動支援の方が208名になっており

ます。令和６年度は、こちら記載のとおりで226名となっております。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。人数について、分かりました。 

 こちら自治体の裁量で幾つかそういった要件だとかって決められるものだと思うんですけれ

ども、何か今の移動支援について、何だろう、何か要望とか、そういうのってお聞きしたりと

かってしていますでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 そうですね、いろいろご意見はありまして、やはり、使う時間帯に

よってなかなか対応できる方がつかまりにくいだとか、あとはその運用の仕方ですね。基本的

に今、自宅から出発というところを基本としているんですけれど、そういった運用とか柔軟に

できないかみたいな、そういったご意見をいただいております。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。これちょっと２年前の委員会のときにもお聞きし

たときに、日曜日の余暇活動に使う方が多くて、日曜日ってやはりヘルパーさんも少なくてと

いうことをお聞きしていたんですけれど、今回ちょっとお聞きしたところは、やはりちょっと

Ｂ型とか学校とか精神の方も使えるようになりまして、時間がやはりかぶる、今、課長もおっ

しゃっていただいたように時間がかぶるということで、やはり通学とか出勤の時間帯にちょっ

と利用者が、やはり利用したいって方が増えているんだけれども、なかなか対応できる人がい
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なくてということをお伺いしております。 

 基本的に台東区だと１対１の事業だと思うんですけれども、ほかの自治体を見ますと、何て

いうのかな、グループ支援というんですか、目的地が一緒だったら２人、３人とかご一緒させ

て移動をするということにも使えたりしているというふうな感じで、自治体の裁量が可能なと

ころなので、こういった、ちょっともう少し柔軟性があると使いやすいなというふうにも考え

るんですが、いかがでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 今、風澤委員のほうからありましたとおり、台東区のほうでは移動

支援事業につきましては個別支援型ということで、利用者お一人に対してはヘルパーお一人と

いう形のマンツーマンによる支援を行っています。これも先ほどお話があったとおりで、グル

ープ支援型を認めている区というのは、確かに幾つかあることは承知しておりますが、やはり

１人のヘルパーで複数人の方を同時に対応するということは、安全性の確保、そういったとこ

ろが課題になるかなと思いますので、こういった運用についてはいろいろ他区の状況だとかを

見てみたいと思います。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。私も最初、グループ支援をしているという自治体

を聞いて、安全性の面とかプライバシーの面とかもろもろ、できるんだというふうに思ったん

ですけれども、でも、法律上は障害者総合支援法の中には個別支援型とグループ支援型という

のは認められてはいるので、そういった安全性が確保できる状況であれば、同じところに行く

んであれば、ＡさんとＢさんを乗せていくとかいうのにもちょっと対応できるようにというか、

考えていっていただけたら、もっと利用できる人が増えるのではないかというふうには思って

おります。 

 あと、ちょっと区の事業ではないんですけれども、厚労省の告示523号についてもちょっと

述べておきたいと思うんですけれども、これ通勤とか経済活動には使えないとか、通年におい

て長期にわたる外出は使えないとかいう告示があるんですけれども、一応自治体の任意として

は、何ていうのかな、通学とか就労にも使っていいですよみたいな、その後厚労省も出してい

るんですけれども、なかなか元の告示があるので、そういったことを使える制度を創設したけ

れども、煩雑でもあるし、十分広がっていないというところがありますので、もし何かの機会

があれば、厚労省の告示523号についても撤廃のほうを区からも要望していただけたらなとい

うふうに思っております。 

 あとは、次に行きます。 

          （「すみません、・・・・の関連です。ほとんどダブってしまいまし

た」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 伊藤委員。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－38－ 

◆伊藤延子 委員 障害者移動支援のところでの関連でよろしいでしょうか。 

○委員長 はい。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 今回障害者移動支援の、いわゆる支援者というんですかが非常に不足して

いるという、同じ時間にかぶったりとかいうこともということで、台東区としてこの支援者の

養成を行っているということですけれども、それらの具体的な内容と、あと、それでどれぐら

いの方に、方というんですか、充足率ですか、その辺を教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 台東区のほうでは、移動支援の事業者の養成研修、こちら毎年３回

実施しております。それを実施して移動支援に従事する方の養成に努めているところです。年

間で三、四十名程度の方が受講されておりますが、その中で、実際のヘルパーとしてどれぐら

いの方が事業所に登録されてというところまでは、すみません、今、把握はしていないところ

でございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 ここに、具体的な研修に参加して、実施というかな、自分も社会貢献です

か、やっているという人がいるんですけれど、やはりスキルアップ研修というのか、発達障害

の方などあると、そういう方たちの対応の仕方とか、そういうことも研修をさせていただいて

いるので、自分自身も非常に、先ほど障害者を理解するとか、そういうところでも、何ですか、

自分が生き生きとというかになっているということもその方おっしゃっていましたので、ぜひ

ともこういう形で支援者を増やしていただけたらというふうに思います。 

○委員長 よろしいですか。 

◆伊藤延子 委員 はい。 

○委員長 終わり。 

 じゃあ、風澤委員、戻ります。 

◆風澤純子 委員 159ページの24番、障害者相談支援・虐待防止のところなんですけれども、

ちょっとここでいいのか分からないんですが、相談支援のことでお伺いいたします。 

 障害者の計画については、セルフプランと支援員による、相談員による計画があると思うん

ですけれども、区のその障害者と障害児のセルフプランの率を教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 令和７年３月末時点という形になりますけれども、障害福祉サービ

スの受給者の方でセルフプランの割合が約20％で、児童通所支援の受給者の方で約80％とな

っております。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 全国でいうと、セルフプラン率というのが、成人の障害者のほう15.8％

で障害児のほうが30.7％ということで、特に障害児のセルフプラン率が、台東区ちょっと高
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いなというふうに思っています。 

 これは、やはりセルフプランだと、受けられるサービスが、やはりモニタリングだとか支援

だとかで大分ちょっとマイナスになってしまいますので、国のほうもセルフプランはなるべく

解消したほうがいいということで言われております。つい最近も10月１日、厚労省の社会保

障審議会が開催されて、そこでも、本意じゃなくてやむを得ずセルフプランを選んでいるケー

スを解消に向けて自治体でも把握してくださいみたいな取組を促していくというような審議も

されていましたので、こちらはなかなか相談支援員さんも少なくて大変だとは承知はしている

んですけれども、セルフプランをなるべく少なくしていくような取組をしていただきたいなと

思っております。 

 私も障害児の保護者さんに聞いたところ、もともとそんな相談支援員さんがやるということ

をそもそも知らなくて、自分でつくっていたという人が結構多くて、何ていうのかな、やはり

自分の子供さんが障害を抱えているというのを分かった時点で結構ちょっと混乱しちゃったり

とかいうときに説明を受けていたかもしれないんですが、そういったときにやはり自分でやら

なければいけないんだと思い込んでしまったりとか、支援員さんはやれるものなんだというの

を知らなかったりというまま子供さん大きくなっていって、後でほかの区の方とお話をしてい

く中で、何それみたいな感じのこともお聞きしています。 

 近隣の荒川区とか墨田区とかだったか、その辺ちょっとあれなんですけれど、セルフプラン

率がゼロというところも近くにございますので、ぜひともそういった、なるべく解消に向けて

取り組んでいっていただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 委員ご指摘のとおりで、セルフプラン率の高さというところにつき

ましては、区としても一つの課題としては認識しております。 

 障害児の方の相談支援については、そうですね、ホームページのほうで障害児の支援事業の

利用の手引の中で相談支援についてご説明しているのとともに、サービス利用計画の作成を障

害児通所支援事業所に依頼するようご案内しています。しかしながら、特に障害児の方につき

まして、主に松が谷福祉会館で計画相談請け負っているところではございますけれども、なか

なかそれ以外の民間事業所で対応が今、困難な状態となっております。 

 また、計画相談が入ることで、定期的なモニタリングだったり計画の立案のための面会の確

保、こういったところが必要だというところで、その時間がなかなか確保できないということ

から、逆に、計画を望まないという方も一定数いらっしゃるというところもございます。しか

し、区としては、サービスを利用するためには計画相談、こちら入ることを、これは望ましい

と考えておりますので、なかなか計画相談員足らないというような状況もございますけれども、

相談支援員の確保と計画相談の必要性、こういったところをさらに周知していきたいと考えて

おります。 

○委員長 風澤委員。 
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◆風澤純子 委員 ありがとうございます。望んでセルフプランしているんだったらいいんで

すけれども、そうではないケースもあるということで、よろしくお願いいたします。 

 次が、同じく159ページの26番の身体障害者の医療的ケア支援なんですけれども、リニエプ

ラッツ台東さんですね、昨年の実績だと、昨年じゃない、令和５年度の実績だと４名だったと

いうことで、今回12名まで利用者さんが増えています。令和５年度のときには、やはり運転

手さんが特に足りなくてということで、人材不足によってなかなか受入れを希望、利用したい

人はいるんだけれども、なかなか受入れができなくて、増やすことができないんだみたいなこ

とをお聞きしていたんですけれども、今回12名に上がったということで、この辺の人材確保

とかができたのかなというふうに思うんですけれども、運営でお聞きしていることとか、何か

ありますでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 リニエプラッツの利用者の増につきましては、前回の決算のときは、

こちらの事業所自体が令和６年の３月にオープンしたというところでしたので、１か月程度の

実績に対して、令和６年度は１年間の実績ということで、そういったところで数字が違うのか

なというところがあります。 

 人員のところにつきましては、以前、風澤委員がおっしゃられるように、運転手不足という

ようなお話は区としても聞いておりましたけれども、その後法人に確認したところ、運転手や

保育士につきましては充足しているというようなことを聞いております。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 分かりました。確保できてよかったと思います。 

 続けてですけれども、あと、ちょっとページ数が該当しないのでお聞きしたいんですけれど

も、カームダウンスペースなんですが、感覚過敏の方ですね、音とか光りとか人混みだとか、

そういった方がちょっとパニックになったときとかに落ち着ける場所としてカームダウンスペ

ースというのがありまして、近くだと国立博物館に設置されている。あとは、東京都美術館で

も１日、キッズデーのときに合わせてそういうスペースをつくったというようなこともありま

す。 

 あとは国で、国というか、あと国内でいうと、空港とかに設置されていたりとか、あとは自

治体だと川崎市役所と、あと小学校で１校、今年ちょっとカームダウンスペースをつくったと

いうところもあるんですけれども、やはり、特にパニックになってしまうようなお子様を抱え

ていると、どこかに出かけることがすごくできなくなってしまうという、やはり保護者さんの

訴えがありまして、そういう混乱になったときとかに感情を落ち着かせるスペースがあればこ

ういった博物館とか美術館に行けるとか、そういう社会参加ができるんだよというところと、

あとは、普通の学校とかにもそういうのがあると、一人になれる場所があると普通の学級でも

いられるのになというような訴えとかもあるんですけれども、そういったスペースの確保とか

いうのは何か考えられそうなことで今後ありますでしょうか。 
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○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 カームダウン・クールダウンスペースにつきましては、今、委員が

おっしゃられたとおりに、そういった感覚が過敏な方のクールダウンになるような場所という

ところで、いろいろなところで設置されているというところは確認しております。 

 こういったスペースをつくるということ自体は、そのユニバーサルデザインを推進するもの

でございますし、いわゆる合理的配慮の推進というところ、合理的配慮の提供の一つというふ

うにも考えられます。障害福祉課としては、こういった状況の方がこういったスペースをつく

ることで、一つ安心できる場所になるというような、そういった考えにつきまして、いろいろ

な庁内のほうで施設管理所管だとかにもそういった考えについては共有させていただいて、設

置できるかどうかにつきましては、ほかの自治体、先行されているところもありますので、そ

ういった状況とか見ながら研究してまいりたいと思います。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 了解いたしました。ありがとうございます。 

○委員長 よろしいですか。終わりましたか。 

◆風澤純子 委員 はい。あれですよね、社会福祉費ですよね。 

○委員長 はい。 

◆風澤純子 委員 大丈夫です。 

○委員長 いいですか。 

◆風澤純子 委員 はい。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 では、昼食時となりましたので、ここで休憩いたしたいと思います。午後は１時か

ら、１時に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

          午前１１時５９分休憩 

          午後 ０時５９分再開 

○委員長 ただいまから、決算特別委員会を再開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、介護保険課長から発言を求められておりますので、ご聴取願います。 

 介護保険課長。 

◎浦田賢 介護保険課長 先ほど岡田委員のほうからご質問がありました就職フェアの就職者

数16名の内訳、答弁保留させていただきましたのでお答えさせていただきます。 

 内訳としまして、介護が13、障害が３、合計で16名となっております。よろしくお願いい

たします。 

○委員長 ただいまの発言については、ご了承願います。 

 引き続き、第１項、社会福祉費について、ご審議願います。 

 小坂委員。 
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◆小坂義久 委員 じゃあ、委員長おっしゃるように、テンポよくいきたいと思います。 

 151ページ、認知症高齢者支援の推進です。 

 これ午前中、髙森副委員長からも認知症の件、ちょっと若干ＶＲの件で触れていただきまし

たが、私も本当に今、この超高齢社会にあって、この認知症対策、高齢者の支援をどう行って

いくかって、これは非常に大切な課題でございます。そういう意味で、本当にしっかりと、ま

たこれについては質問させていただきたいというふうに思っております。 

 この決算年度の事業内容を見ても、本当に多岐にわたって様々事業を行っております。そう

いう意味でおきますと、この認知症対策について、大変力を入れているということについては、

評価をしたいと思います。 

 ただ、その事業内容は非常に多岐にわたっておりますので、周知啓発を含め、多くの方に認

知症への理解を深めてもらうよう取り組んでいく必要があると思われます。この認知症当事者

はもちろんですが、地域住民の理解を深めるよう取り組むべきと考えております。今後の展開

について、課長の所見を伺います。 

○委員長 介護予防担当課長。 

◎田中裕子 介護予防担当課長 区民の方に認知症の理解を深めるために行っている事業につ

きましてご説明をさしあげたいと思います。 

 地域の方に認知症の理解を深めていくための取組といたしましては、先ほど午前中にもご答

弁さしあげましたＶＲ認知症体験会やその他講演会、また、現在庁舎の１階でも実施しており

ます認知症の月間でありますパネル展を各地域包括支援センターと共に毎年実施しております。

また、短時間で気軽に認知症への理解と関心を深めていただけるよう、出張型ミニ講座を各地

域で実施しておりまして、６年度末におきましては1,218名の方が受講していただきました。

また、昨年度は竜泉福祉センターのオープン記念事業といたしまして、俳優の安藤和津氏によ

る、認知症のお母様を介護した経験についてお話しいただくという講演会も実施いたしました。 

 今後もより多くの方に認知症に対する正しい知識を深めていただけるよう、様々な機会を捉

えて事業を展開したいと考えております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 ちょっと確認したいのが、講座の申込みに際し、電子申請を取り入れ、講

座終了後のアンケートや相談内容などＡＩ、先ほど出ましたけれどＯＣＲ活用するなど、業務

の適正運用を行っているとありますが、この件について、業務内容を教えていただきたいと思

います。 

○委員長 介護予防担当課長。 

◎田中裕子 介護予防担当課長 今、委員おっしゃられたとおり、各種講座の申込みにつきま

して、ホームページですとか事業案内のチラシにおきましては二次元コードを電子申請で読み

取れるようにさせていただいております。現状におきまして、窓口や電話、その他申込みいろ

いろございますけれども、全ての申込みの方法の半分以上が既に電子申請経由というふうにな
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っております。このため、利用者の利便向上も図られているのではないかと感じております。 

 また、講座終了後につきましては、アンケートは手書きでございますけれども、ＡＩ－ＯＣ

Ｒを活用いたしまして、それをスキャンで読み込ませた上、集計を行って、参加者の属性、講

座の内容の満足度、今後取り上げてもらいたい内容や意見の分析行うことにおきまして、業務

の効率化を図らせていただいているというふうに考えております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 昨年１月、認知症基本法策定されました。これら基本法に則した形で今後

の本区のお考えとか取組について、総括で行っていきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 次、162ページ、青少年問題協議会運営の民間遊び場維持管理等運営経費について確認をさ

せていただきます。 

 遊び場対策推進事業として、上野桜木子供の遊び場とか、あと弁天山下公園ですか、など活

用しておりますが、遊具等の保守点検、公園内の清掃など、どのようなサイクルで行って、こ

の年度、決算年度行ってきたのか。また、幼児からこれ中学生まで参加対象となっていますが、

このいわゆる参加状況について伺いたいと思います。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 弁天山下の児童公園につきましては、遊具の補修とかは

区のほうで行いまして、日頃の見回りとかはこちらの民間の団体のほうにやっていただいてい

る状況です。上野桜木子供の遊び場につきましては、区のほうで巡回警備を依頼して見ていた

だいているところで、利用状況につきましては、特に利用人数というのは把握していないんで

すけれども、上野桜木子供の遊び場に関しては、主に小・中学生とか未就学児の親子などが放

課後の時間帯ですとか日曜日の日中、それから春休みなどの学校の長期休業日などを中心に利

用されておりますし、弁天山下児童公園につきましては、日中の時間帯、小さな子中心に遊ん

でいただいているというふうに認識してございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 ということは、この決算額は、主にあれですか、上野桜木子供の遊び場の、

いわゆる寛永寺さんからお借りしている金額ということでよろしいんですか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 特にお借りするときに賃料とかは発生しておりませんの

で、巡回警備の金額ですとか、あとは弁天山下児童公園とかの遊具の改修工事とか、そういっ

たことに使っている費用でございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 それは、じゃあこれは、やはり巡回の見回りの形ということですか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 そうですね、巡回警備とか、そういったことの経費にな

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－44－ 

ってございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 すみません、ちょっと私の認識が。ということは、これ寛永寺さんからお

借りしていますけれど、これは金銭は発生していないということでよろしいですか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 無償で貸与していただいています。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 すみません、それは私の認識不足でした。 

 じゃあ、ちょっとこの遊び場というか、この件に関しては、対策推進事業として、上野桜木

子供の遊び場とか活用されているというのはよく分かりました。 

 ただ、この上野桜木子供の遊び場、これ、ふだんちょっと私も幾つか・・あの辺の地域よく

通るんですけれど、あまり何か活用されていないなと私自身は感じるんですけれど、その辺に

ついてはどうお考えですか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 現在は子供の遊び場ということで、子供対象になってお

るんですけれども、現在、地元町会からもご要望をいただいておりまして、多世代の方が利用

できるように、利用者の拡充を検討しているところです。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 承知しました。そういう意味でいうんであれば、しっかりその辺のところ

は取り組んでいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 本目委員。 

          （「いや、まだ」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ごめんなさい、失礼しました。 

 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 まあいいか。項目ないから、いい、やめた。 

○委員長 分かりました。 

 次、本目委員。 

◆本目さよ 委員 142ページ、社会福祉協議会ですね。これ実際には社会福祉協議会が実施

している子育て家庭家事援助利用券という仕組みがあるんですけれども、これ、実は社協の自

主財源事業として行われているのは承知しているんですけれども、議会で社協の件って報告が

委員会とかにもないので、件数、参考までに、もし分かれば教えてもらえますか。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 お答えします。令和６年度の子育て家庭家事援助利用券の実績ですけ

れども、延べ利用者数が19名、利用時間が152時間、利用助成額は15万2,000円となっており
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ます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 そうですね、そんなに多くないなという印象ではありますが、こちら、例

えば突然の病気や親の病気、子供の病気とかで家事援助の券を、割引チケットをもらえるよう

なイメージなんですが、例えば、何か双子とか障害児の家庭では、一番支援が必要なのに枚数

が足りなかったりとか、あと突然介護、親が倒れた、おじいちゃんおばあちゃんが倒れた、だ

から介護必要だよね。子供の世話までは何とかなっても家事が回らないとかいうときに、本当

は必要だけれども、でも、おじいちゃん・おばあちゃんが倒れただと多分使えないんですよね。 

 でも、これってすごく必要なところに、かゆいところに手が届く制度だというふうに思って

いて、すごく高く評価しているんですけれども、でも、これ社協の自主財源事業なので、私が

ここで何を言っても改善されるものでもないし、区が改善できますというものでもないことは

重々承知なんですが。 

 これ、そもそも、でも、社協にいざというときの家事支援みたいなところを任せっきりでい

いんですかね。家庭支援という意味では、多分何か困ったっていったときには、子供預かりま

すよ、ショートステイありますというのはあるけれども、でも、子供とは一緒にいたいけれど、

でも、例えば、親の片方乳がんで入院します、もしくは通院します、闘病しますっていったと

きに、じゃあパパが看病もしつつ、看護もしつつ、子供の育児もしつつ、家事もしつつ、役割

が物すごく増えるんですよね。そのときに、子供のケアを自分ではしたいけれども、でも家事

が回らないとか、そういったところのサポートみたいなところって、区では本来何かそういっ

た、いざというときのサポートって、区が整える仕組みな気がするんですけれど、その辺どう

区として考えていますか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 子育て・若者支援課では、独り親家庭の育児や家事を手

助けするひとり親家庭ホームヘルプサービスを実施しておりますが、緊急時の利用は想定して

おりません。また、子ども家庭支援センターでは養育支援ヘルパーを実施しておりますが、対

象者は、保護者の養育を支援することが特に必要な要支援家庭となっております。委員ご提案

の緊急支援の仕組みにつきましては、他自治体の状況を確認する等、研究してまいります。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 さらに、ついでに言っておくと、社協の家事援助事業、すごくいいのに、

申請、オンラインではできないんですよね。オンライン化してねっていろいろ言っているけれ

ども、自主事業までは手が回らないのかなと思いつつ、そういったところも含めて、区の支援

は必要、ＩＣＴ化という意味ですね、ＩＣＴ化という意味で必要だと思うんで、そこもぜひお

願いをしたいと思います。 

 次、行きます。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 
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○委員長 関連。 

 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 すみません、社会福祉協議会の関連で質問をさせていただきます。 

 社会福祉協議会は、ボランティアの育成ということで、ボランティア関係の仕事もしていた

だいているのは承知しております。社会福祉協議会が、万が一災害が起きたときの、これボラ

ンティアセンターを開設するという業務が必ずございます。これは万が一のときですので、災

害の内容にもよるし、またいつ起こるか分からないということで、常日頃からこれにどう備え

ておくのかと、どういう体制をつくっておくのかということを社会福祉協議会の中でちゃんと

体制を整えておいていただかないと、万が一のとき右往左往するだけだということになってし

まいます。 

 そこでお伺いしたいのは、そうしたボランティアセンターの開設などに向けて、何か具体的

にやっていることがあれば教えてください。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 お答えいたします。社会福祉協議会は、台東区で災害が起きたときの

ボランティアセンターを立ち上げる重要な役割がございます。実際、被災地の社会福祉協議会

に台東区の社会福祉協議会の職員が行って、現地で共に活動を経験してくるという貴重な経験

も行っております。また、日頃より地域の住民の災害ボランティアの育成ということで、講座

等の実施もさせていただいているところになります。 

 また、あと発災時にボランティアセンターを立ち上げた後、いろいろな物資が届いたりだと

か、あとはそのボランティアで手を挙げられた方を必要なところに配置をする、そういう重要

な役割も担っております。 

 そういった中では、社協の職員だけで行っていくというのは非常に難しいところがあるとい

うふうに思っております。台東区の社会福祉協議会として、具体的に支援を受ける、どこかの

団体と協定を結んでいるというものではございませんが、災害時に円滑に連携ができるよう、

日頃から関係構築を目的に、一緒に事業を行っているという団体があるというふうに、私ども

のほうでは聞いております。 

○委員長 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 災害地に社協の職員が派遣されたのは、どういったときだったのか、

何回ぐらい派遣されたのか分かりますか。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 東日本大震災や平成30年７月の西日本での豪雨、令和元年度、台風

19号が発生したとき、あとは能登半島地震への派遣を行っているというふうに聞いておりま

す。 

○委員長 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 そうしたところで体験をしてくるということは、大変重要なことだ
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と思っております。 

 その中で、私たち保健福祉委員会で人吉市に視察に行ったんですね。そのときに、その人吉

市の社会福祉協議会が大変いろいろなサジェスチョンをしていただきまして、特に災害のとき

に災害に特化したボランティアのそうしたグループがあって、そうした方々がいち早く来てい

ただいて、そして、しょっちゅうそういう方々はいろいろなところの災害現場に行ってそうし

たボランティア活動をしているので、職員よりも熟知していると、何をどうしたらいいかを。

そうした方々によって、かなり効率的に仕事が進んだというようなお話を聞いてまいりました。 

 そこで感じたことは、日頃からそうしたそのＮＰＯである方々との連携だったり、基本提携

だったり、何らかの何かあったときに来ていただけるような、そうしたその取組をしておかな

いと、いざというときに、じゃあどこのＮＰＯに頼みましょうかじゃあ間に合わないんじゃな

いかなという危惧をしております。 

 なので、そうした災害の現場に行っている職員の方もいらっしゃるようでしたら、そうした

ＮＰＯとの連携ということも頭に置いて、それでそうした現場を見てきていただきたいと思う

んですが、そのようなＮＰＯとの連携に関しては、何かお考えがありますか。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 日頃よりＮＰＯの方との関係を保ち、いざというときに顔が見える関

係を築いておくというのは非常に重要なことだと社会福祉協議会は認識しているというふうに

聞いております。 

 発災時のときにご協力をいただけたりするためにも、日頃近隣４区と社協が定例の打合せを

やっていく中で、台東社協とその民間の団体さんが一緒に会議に参加をしたりだとか、また台

東社協が行う講座の講師にそのＮＰＯの方に来ていただいたり、そういった形で連携を深め、

いざというときにスムーズに協力をいただけるような関係構築を今築いているというところで

お話は聞いているところでございます。 

○委員長 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 ありがとうございます。そうした活動をしていただいているという

ことは心強いことで、今、線状降水帯というのが発生すると、いつ何どき豪雨に見舞われ、そ

うした水害が起こらないとも限らないという危機感を持っております。これは、地震もいつ起

きるか分からないんですが、こうした水害の対策というのもやはり万が一のときには大事なの

で、ぜひそうしたボランティアの方を集めて、そして資機材なども必要でしょうから、どんな

ものを用意しておかなければいけないのかというところまで含めてぜひ検討を進めていって、

そうしたボランティア、ＮＰＯ、皆さんが協力していただけるような体制を構築していただけ

ればありがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。 

○委員長 本目委員に戻します。 

◆本目さよ 委員 153ページ、心身障害者福祉費、放課後等デイサービスと160ページの児

童福祉費、松が谷福祉会館運営、療育事業、この辺りちょっと一体になって聞きたいと思いま
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す。 

 まず、令和６年度の放課後等デイサービスの利用人数と保護者の負担している利用費の内訳

について教えてください。幾らぐらい払っている人が何人ぐらいいるのかなというところです

ね。あと、ついでに月額の最大料金も併せて教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 お答えいたします。 

 放課後等デイサービスの実際の利用者につきましては、ちょっと請求月ベースという形にな

りますが、令和６年度で357人ということとなっております。 

 自己負担につきましてですけれども、自己負担の月額の上限につきましては、保護者の属す

る住民票の世帯の区民税の所得割によって異なります。自己負担額の月額の上限が３万7,200

円の世帯と、あと月額の上限が4,600円の世帯、また自己負担額のなしの世帯というふうに分

かれております。自己負担額上限額が３万7,200円となる方につきましては104名、4,600円に

なる方が196名、自己負担のない方が37名という形で把握しております。 

 自己負担額の割合というところです、月額で大体どれぐらいお支払いされているかというと

ころですけれども、例えば３万7,200円の世帯の方で、お一人当たり大体月平均で8,000円程

度というふうになっております。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 今おっしゃっていたように上限が３万7,200円ということで、ただ、平均

すると8,000円ぐらいということでしたけれども、平均なので、もっと使っている人は金額か

かるし、もっと使っていない人はもしかしたら安いかもしれないということなんですが、もし

かするとこれ以上使ってしまうと費用がかかるから、本当は子供のために療育受けさせたほう

がいいけれども、ちょっと家計的に苦しいかもしれないというご家庭がいるんじゃないかとい

うふうにちょっと懸念しているんですね。ある一定の年収以上だというのは承知しているんで

すけれども、でも恐らく共働きで500万、500万、パートナー２人で稼いだら、もしかしたら

超えてしまうかもしれない、その上限を。その中で、例えば学童と併用したらこの３万7,200

円プラス学童料金がさらにかかるんですよね。そういった中で、保育料とか給食費とか学用品

が無償化されていく中で、より困難を抱える障害児家庭の放課後支援に高い上限が残る現状に

は、疑問の声もいただいています。何か健常児の人たちにはたくさん補助出ていますけれども、

私たち忘れられているんでしょうかって声いただいたんですね。 

 行政の本分は福祉であって、まず最も支援を必要とする家庭に手を差し伸べる、サポートす

るということが必要なんじゃないかと思うんですけれども、千代田区では、児童福祉法に基づ

く自発、自発はね、台東区も無料になりました、放デイと、あと補装具、日常生活用具の費用

を所得制限なしで無償化しているんですけれども、台東区としてもあまねく全ての人への支援

の前に、より困っている人への優先的支援を強化するべきじゃないかと思うんですが、その辺

のお考えいかがでしょうか。 
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○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 昨年度の決算特別委員会の総括質問でも障害児を育てる保護者の負

担の軽減についてご質問いただいておりまして、福祉部長のほうで答弁させていただいており

ますけれども、先ほど本目委員のおっしゃるように、近年ほかの自治体で、様々な形で利用者

の負担軽減策を講じているということは把握しております。経済面における支援の拡充につき

ましては、障害児の利用できる事業が多岐にわたるというところもございます。対象とする事

業の範囲や区内外の事業所との調整等、こういったところに関しまして引き続き他の自治体の

状況を確認しながら、引き続き今現在検討しているところでございます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ぜひそこはスピード感を持ってやっていただきたいなというふうに、これ

は強く要望しておきます。 

 さらに、放デイに上がる、上がるというか放デイを利用する前に自発を利用している、就学

前だと自発を利用している人も多いと思うんですけれども、その辺のつなぎ目ってすごく重要

だと思っていて、まず先ほどちょっと医療的ケアのコーディネーターの話とかもありましたけ

れど、生まれて、じゃあ障害があるって分かったときに、医ケア児だったらコーディネーター

につながれるけれども、ほかの障害だと多分つながれないと思うんですね。じゃあそこから手

探りでどうすればいいんだろう、セルフケアプラン率の話も出ましたけれども、じゃあ自分で

どういうふうにやっていけばいいかみたいなところを手探りで探らなければいけない、不安も

たくさんあると思うんです。そういったところからの療育につながって、じゃあそこから、自

発から放デイに行くときに、何か療育に通うご家庭から、就学時には受給者証の更新の案内が

来ないか、あとは放課後デイサービス申請には医師の診断書が、この場合は発達障害の方だっ

たんですけれども、医師の診断書が必要だというふうに言われたとお声がいただいたんですね。

確かに自発と放デイって別の制度なんですけれども、続けて使う人も多くいて、続けるために

はこれが必要なんですよみたいな案内はあってもいいんじゃないですかねというふうに思って

います。文京区では案内が来るそうなんですよね。 

 さらに年度末とか、特に就学に当たっては就学時健診とか入学準備とか手続の負担が大きい

時期でもあるので、働いている保護者の場合、学童への申込みもありますし、そもそも療育に

通っていたりすると松が谷でＷＩＳＣなどの心理検査を受けているお子さんも多くて、その結

果を生かして申請ができれば家庭の負担が大きく減るんですけれども、その辺の就学時の案内

とか申請方法の改善、心理検査結果の活用についてどのようにお考えでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 今、本目委員のおっしゃるとおりで、障害福祉に関するサービスを

利用する場合、サービスごとに申請をいただいているという状況でございます。それぞれのサ

ービス自体は申請方法は区の公式ホームページ等でご案内しているところでございます。 

 児童発達支援の利用者の方が放課後等デイサービスを利用することは、更新ではなくて新た
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なサービスを利用するということで、特に区のほうから個々に案内を出すとかいうことは現時

点ではやっておりませんが、松が谷福祉会館において年長児の児童発達支援の申請時に併せて

放課後等デイサービスについてご説明しているというような運用自体はしているところです。 

 ただ、今ご指摘がありましたとおり、児童発達支援を利用する方の多くがその後、放課後等

デイサービスを利用されるという現状は確かにあるということは確認しておりますので、年長

児のクラスの児童発達支援利用者に対して放課後等デイサービス今後利用を考えている場合に

おいての申請が必要という案内については、保護者の方に分かりやすい案内方法、そういった

ところはちょっと工夫したいと考えております。 

 また、放課後等デイサービスを申請する際に医師の診断書、こちらを求めているところにつ

きましてですが、本区において医師の診断書を求めることにつきましては、療育が必要という

第三者の専門的な判断が必要であることや、放課後等デイサービスが療育を目的としているサ

ービスであることから、子供の育ちを長期間にわたり支援していくために、なるべく早い段階

から発達に関する専門的な判断ができる医療につながることが望ましいと、このように考えて

いるからでございます。 

 ただ一方で、委員ご指摘のとおり、就学時における手続等が非常に多いというところで、保

護者の方のご負担が多いというところも確かにあるのかなと思います。なので、現状、なるべ

く早い段階で医療にかかると、接触するというのが必要だというところのタイミングとして小

学校に上がるタイミングで区としては提出をお願いしているところですけれども、このタイミ

ングが必ずしもこのときじゃなければ駄目なのかというところも今のご指摘のお話で考えると

ころもありますので、児童が就学のタイミングで放課後等デイサービスを利用する申請する場

合の対応ですね、そこにつきましては、関係所管と協議しながら、何か柔軟な対応ができるか

どうか、その辺りは検討したいと思います。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ぜひその辺、でも医療機関となるべく早くつながっておいてほしいという

思いがあるということは初めて知りましたので、保護者の方もそういったことを知らないんで

すよね。知ると、実際に医療機関とつながる、確かにこれつながっておいたほうがいいわみた

いなのはあるようなので、そういう意味で丁寧な説明もしていただきたいなというふうに思い

ます。 

 あともう一つ、今答弁の中で、放デイの申請方法についてはホームページに記載していると

いうふうに言われたんですけれど、ホームページ検索してもぱっと出てこないんですよ。自発

と放デイと一覧は出てくるんですけれど、じゃあ利用方法どこって頑張って探すんですけれど

も出てこなくて、その辺も含めて何か分かりやすいホームページの記載ですね、自発もそうな

んですけれども、どういうルートで利用ができるのか、いまいち素人には分からない。でも、

保護者の方みんな素人なんですよね。その人たちがぱっと、必要かもしれないと思ったときに、

まずこういうふうにフローをしていけばいいんだ、していけばいいんだみたいな、じゃあ私の
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場合こうだからこうだねとかいうフロー図とかがあったりとか、そういったところがより分か

りやすいようにぜひしていただきたいとこれは思うんですが、それいかがでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 確かにいろいろなサービスがある中で、利用される方がなかなか理

解しづらいというような状況というのは是正する必要があるかなと思いますので、ホームペー

ジの在り方だとかホームページの表示の仕方とか手続の方法とか、ちょっと改めて今どういう

状況か確認して、改善できるところは改善したいと思います。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ぜひ、先ほどの移動支援に関しても、ついでにオンライン申請についても

できるように、多分障害福祉系、とてもオンライン申請進んでいない、手書きみたいなところ

もあったような気がしているので、そこもぜひしておいていただきたいと思います。 

 最後、障害のほうで最後なんですけれども、ぜひ就学前から、就学してからも本当は松が谷

にちょっとずつでもつながっていたいんですってお声いただいています。小学校の支援学級に

入ったからじゃあおしまいとか別に思っているわけじゃないと思うんですけれど、まずは就学

前というふうに力を入れているんだとは思いますが、ただ、幼児のときのことを知っている方

に月一とか学期に１回だけでもつながれたら、成長を親も子も確認できてアドバイスももらえ

て、とても心の支えになるという話もいただいていまして、区が目指す姿って、北上野で目指

す姿ってそういうところなんじゃないかなというふうに思っているので、難易度高いというの

はすごい重々承知しているんですけれども、切れ目をなくして、最も困っている家庭から先に

安心を届けるというところで、台東区の福祉の進化を発揮していただきたいと思います。 

 この社会福祉費最後、162ページの青少年フェスティバルです。とてもこの青少年フェステ

ィバル、地域の力を感じるすてきな場なんですけれども、近年の暑さ、暑かったですよね、皆

さん、参加された皆さん。子供たちがステージで輝かせるんじゃなくて、何か熱で倒れてしま

うみたいなことがあっては本末転倒だと思っていて、気候変動が進む中で開催時期や時間帯の

見直しなど安全面の工夫をお願いしたいと思いますけれども、昔からこの時期にやっているか

らといって、台東区ね、秋のイベントも多いので、なかなか秋にずらせないとか、あと、じゃ

あ朝一いけるのかとか夜いけるのかといったら、なかなか子供のイベントだと難しいというこ

とも分かるんですけれど、でも、子供の健康と命が第一なんじゃないかと思うんですけれど、

その辺いかがでしょうか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 暑さの和らぐ11月への開催時期変更について、区内全

11地区の青少年育成地区委員会のリーダーの方たちと協議をしましたが、先ほど委員おっし

ゃるように各地区でもそれぞれイベントを行っておりまして、全地区及び学校が参加できるよ

うな日程が11月だとちょっと設定できないような状況です。 

 そのため、今後も熱中症対策を行いながら、本イベントはこれまでの時期で継続して実施し
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ていきたいと考えてございます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 来年参加できないというのはそうかもしれない。じゃあ、再来年どうする

のとか、じゃあ、もし秋とか春とかにできないとしたら、本当にそのイベントたちって、区が

やるイベントとかも含めてどこが優先順位が高いのかというのは、多分そろそろ精査しなけれ

ばいけないんじゃないですかね。夏の暑さで外使えないんだったら中でやるしかないか、もし

くは時期をずらすしかない。枠は限られているとなったら、優先順位つけるしかないと思うん

ですよ。そこ、何か、しかも子供のイベントで暑さ、真夏よりちょっとましだったとはいえ、

結構な暑さだったと思うんですよね。本当にやりますか。倒れてからでは、倒れた子いると思

うんですけれど、何か重症になったりとか後遺症残ったりしたら遅いんですよね、子供の未来。

ちょっとそこ。 

○委員長 議長。 

◆石川義弘 議長 ゲートボールも実は大変なんですよ。これ順番つけるの非常に難しいと思

うんですけれど。気持ちは分かるんですが、いろいろなところで相当厳しいと思っていますん

で、その辺もよろしくお願いします。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 高齢者もね、より、高齢者は子供、多分、より体が暑さに慣れていないと

いうところで危ないと思うんですけれども、じゃあ本当にどうしていったらいいのかというの

は、今後の大きな検討課題の一つではあると思うんですよね。無理でしたというんじゃなくて、

そこ、病人、けが人が、重大な事故が起きる前にぜひ。これから夏涼しくなるんですかね。多

分なんないですよね。そう考えたときに、そこはちょっと本気で調整、どうやっていくのかと

いうのを検討課題の一つにぜひ全庁的にしていってください。 

○委員長 いいですか。 

 次、よろしいでしょうか。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 私先でいいですか。今の熱中症対策の話ですけれども、土木工事とかそち

らのほうは一定の気温を超えたら中止ですよ。それは国のほうから通達が出ているぐらいです

から。スポーツもそうですよね。それを考えると、子供参加する行事を日程優先でやりますっ

て言い切るのはちょっと実態をよくご存じないのかなというふうに思いますので、区長ね、ち

ょっと一緒にまた考えていただければと思いますので、よろしくお願いします。ゲートボール

もね、当然。土木の屈強な職人の人たちがこれやめているんですよ、工事。それを考えたらち

ょっとあり得ない発言でした。 

 ということで、私のほうはまずは福祉施設の維持管理ということで、148ページになるのか

な。ここにまず特養関連があります。次のページにはケアハウスがあります。私、今回のテー

マは、いろいろ緑とかお花とか、台東区の植物をやはり大事にしなければいけないなというこ
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とで、前回の区民文教でも、これが教育的効果にも若干リンクしているんだよという話と、そ

れに加えて台東区の施設の緑がやはりあまり適切に管理されていないところもあるんじゃない

かということで質問させていただきます。 

 今回、特に竜泉ですね、竜泉の施設はいきいきてらす、そして竜泉の特養ともに新しく建て

たんですけれど、早速のように周りの植栽が枯れてしまっているんですよ。今、施設のところ

に貼り紙がしてありまして、近隣の方からもご心配の声があったんですね。ご心配をおかけし

ても申し訳ございません、今後以下の日程で対応する予定ですということで、８月には枯れた

植栽を剪定をし、そして10月には撤去、そして来年の１月に再度点検をした上で、来年の５

月から６月にまた新たに植え直すというんですね。こういう状態になっています。 

 確かに今年の夏の暑さもありましたが、実はいきいきてらすがオープンした、あれは３月だ

ったかな、その段階で引渡しのときにもう既に何本か木枯れていましたよね。ですので、これ

は暑さだけではなくて、ちょっと構造的な問題もあるのかなと。誰かがビッグモーターやった

わけじゃないと思うんですよ。恐らくもともと土を入れる量が少なかったとか、ちょっと、何

ですか、専門な方から聞くと、深さ、土などを入れる深さをきちんとスペース取っていないん

じゃないかとか、そういう話がありますので、そこの辺りですね。 

 それで、私その後、いろいろなところのあれを見に行って、逆に谷中の特養、ボランティア

が行ったときは、あそこは施設長、社協の職員の方ですから施設長さんが自らペットボトルに

水を入れて、あのお庭の植木とかいろいろなところにお水をあげて、きちんと管理をされてい

るんですね。特に桜の木は後ろのほうからはみ出しちゃっていて、それを切らなければいけな

いという話までされて、残念だと。でもいいんじゃないのと言ったら、これ後ろ側は文京区側

になっていて、文京区から注意が来ちゃったんですって。それを切らなければいけない。これ

は施設側が切るのか、それとも区が切るのかと言うと、はっきりしていないんですけれど、何

か指定管理のほうの費用でやらなければいけないみたいなことで、すごい悲しそうな顔してい

たので、そこまでの愛情を持って植物を育てているようなところもあります。 

 逆にうちの近所にあるケアハウスなどは、以前は本当にアジサイも生えていて、この時期に

なるとキンモクセイも匂っていてってあったんですが、ここ数年、急に何か管理が悪くなって

いて、アジサイは大分枯れてしまい、キンモクセイも先日カットされましたが、大分ほかの植

物にツタで巻かれちゃって元気がない。中には一面枯れちゃっているようなゾーンもあって、

やはり施設の管理、中の実際の高齢者の部分というのはいろいろやられているんでしょうけれ

ど、施設によってここまで違いが出ちゃっているというのはちょっと課題があるんじゃないか

と思っています。 

 その点も含めて、施設の管理として、周りの植栽とか緑とかお花とかいうのはどういう基準

でやっているのか教えてください。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 まず、特養竜泉の植栽についてなんですけれども、委員おっし
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ゃるとおり、施設を建てたときに成木を植え込んで、それがうまく根づかなかったというとこ

ろが要因になっているというふうに伺っております。 

 現在、関係者と対策について協議、打合せをしているところなんですけれども、委員おっし

ゃるとおり、先ほどのスケジュールでしっかりといい時期に植え替えをして、手続をして対策

を取ってまいりたいと考えております。 

 その上で、特養等の施設の周りの植栽なんですけれども、特養等につきましては指定管理と

いうのを導入しておりまして、その指定管理の中、事業の実施のほかに施設の管理、維持を行

う業務、そういったのも担っております。指定管理事業者と業務基準書というのを交わしてお

りまして、その中で指定管理者は施設の良好な維持に努め、利用者が快適に施設を利用できる

ような環境を提供することというふうな記載がございます。ですので、美観も含めた施設の管

理、それを維持しなければならないということになっております。 

 それも踏まえまして、もしそういったところがしっかりとなされていないというようでござ

いましたら、区から指定管理という形で行っておりますので、区のほうからお話をさせていた

だいて指導という形を取ることができるかと考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 区長が花の心を言っているわけですよね。そうすると、確かに谷中の特養

みたいにああやってきれいに緑が維持されているところもあります。あるいは、切らなければ

いけないということに対してすごい悲しい思いをしているという施設もあれば、やはりちょっ

とこれ、誰が見てもないよなというふうにだんだんなってきちゃっているところもあります。

ですので、やはりこれどこかが統一的な基準でそこの部分も見ない限りは、今の曖昧、文言に

よってだと、やはり温度差が出てしまうのかなと思っています。 

 学校施設だってそうなんだから。学校施設一つ見たって、学校によっては随分違いますよね。

ですので、今後高齢者施設に関してもこうした視点を持っていただきたいなと思うのと、竜泉

はね、さすがにあれはちょっとないよね。特に、小学校の施設もそうですけれど、高齢者施設

で枯れた木がいつまでも入り口に立っているというのは、やはりいろいろな意味でよくないと

思います。引渡しのときから枯れている木があったって、これやはり何かの問題があるんだと

思いますので、そこは早急に解決をしていただきたいと思いますし、根づきが悪い何か原因が

あるんだったら、わざわざ高木植えなくたっていいんですよ。そこも含めてやはり検討してい

ただきたいなというふうに思いますし、今後も続けて継続して研究してください。この項目は

以上です。 

 次が158ページになりますが、福祉作業所等工賃向上支援、158ページ一番上ですね。歳入

のほうでもちょっとやったんですが、ふるさと納税の品目にも福祉作業所の品物が出ています。

ということで、工賃向上支援ということで、数年間の間に具体的な取組が進んでいるんですね。

パッケージであったりデザインであったり、あるいは品物そのものの取組に関してもアドバイ

スをしたりとかしています。あと、最近では、皆さん、Ｔシャツよく見ていると思いますが、
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社協さんのＴシャツであったり、あとは上野のビアフェスでしたか、上野のビアフェスのＴシ

ャツであったり、そういったものに障害者の人たち、当事者の人たちが描いた絵が使われてい

っていると。あと、直近では、ふるさと納税にもなっていますが、ＵＫＩＹＯＥ ＣＯＦＦＥ

Ｅですよね、蔦重のあそこの物販店でも売っていますが、そういった取組がどんどん進んでい

ると。それで、やはりもうプラスワンするために、例えばふるさと納税の物販とかにまで出品

するような、そうした取組をもう少しクローズアップしたりとか、ちょっとプラスアルファの

応援ができるような状況になっていると思うんですが、その辺りいかがでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 お答えいたします。 

 各福祉作業所等の自主製品についてなんですけれども、まず、今現在、ふるさと納税の返礼

品に出ている事業所につきましては、この申請については各事業所が個別に行っているという

ことで、区で何か働きかけとかいうことは今の出展者については特にしたことはなかったとい

うことでございます。 

 ただ、ふるさと納税にも限らずですけれども、福祉作業所等の自主製品の販路拡大、拡充と

いうところは今、障害福祉課としてもいろいろやっているところではあるんですが、各事業所

の事業規模だったり生産能力だったり、そういったところを考慮しながら進める必要があるか

と考えております。 

 このため、事業所によってはなかなか新しい取組に取り組んでいくというのが難しいという

状況もあるんですけれども、一方で、幾つかの事業所からは、こういったふるさと納税も含め

て出品の検討はしたことはあるけれども、自主製品の賞味期限が短いとか商品自体がなかなか

壊れやすくて郵送に向いていないなど課題があって進められないというような声も一部聞いて

おります。 

 そういった自ら販路拡充を希望するような事業所につきましては、既存の事業で先ほどお話

もありましたけれどもデザイン支援だとか経営コンサルティング支援だとか、そういったとこ

ろを活用していただきながら、改善点だとかそういったところについては区としていろいろご

協力できることはあるかなと思いますので、そういったところを事業所の考えに合わせまして

いろいろ支援していけたらなと考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 先日、パンダ広場でやったスカイマーケットへ行ってきました。隣接する

自治体の福祉作業所の商品も、商品というかブースもあって、やはり台東区からのブースの商

品もすごい輝いていましたよね。そういった意味では、ＰＵＴでしたっけ、パワーアップたい

とうという取組も含めて、いろいろなジャンルに影響は出ているということですよね。ここの

すぐそこのキンコーズでしたっけ、あそこのところにも今、デザイン画がばあっと貼られてい

て、そういった社協さんと障害者団体の皆さん、あるいは福祉作業所の皆さんと、あとは民間

企業ですか、そうした連携もどんどん進んでいて、何か非常に盛り上がってきているなという
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ふうに思っています。ですので、その上でいろいろなバックアップの仕方があると思います。 

 今回も、これ年目になるんでしたっけ、デザインのコンサルですか、もう令和の最初の頃だ

から５年目か６年目になるのかな。これも大分実績も出てきていますし、デザインもすごい洗

練されてきたなというふうに思っていますので、引き続きの工夫をぜひお願いしたいと思いま

す。応援していますんで、よろしくお願いします。以上です。 

 続きまして、143ページになりますね。これは15番、特別永住者等特別給付金。先ほど風澤

さんからは、原爆被害者の見舞い支給金ということがありました。これも数年前に一回取り上

げたことあるんですが、この決算年度でいよいよお一人になりました。1926年以前に生まれ

になられた特別永住者の方に月１万円支給ということです。ただ、ちょっとこれあれなんです

が、８万円ということは、もしかすると年度途中に支給が終わったという状況なんでしょうか。

その辺り、まず教えてください。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 お答えします。 

 昨年度１名の方が受給者としていらっしゃったんですけれども、年度の途中でお亡くなりに

なりまして、８か月分の支給ということで終了しております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 この制度は、南北の半島出身の人たちが年金に入れない時期があったんで

すよね。59年に国民年金の制度ができました、1959年。ところが、そのときに国籍条項が決

められてしまって、逆に1982年からは国籍条項がなくなって入れるようになった。今現在は

外国籍の方も、ある意味国民年金は加入の義務があるわけです。そんな中で、経過措置を取ら

なかった国に対して、それぞれの自治体でこうした取組が進んだということなんですね。 

 いまだに障害年金でしたっけ、の部分は国に対してやはり支給をということで運動が続いて

いますが、台東区においては、私の記憶だと服部区長も最初の創設のときに関わられて、台東

区でも北と南の両団体の方たちが一緒になって運動をされて、台東区でもスタートしたという

歴史がございますので、今回最後の１人というのはあれですが、また転入される方ももしかし

たらいらっしゃるかもしれないんでですが、長年こうした取組の運動の成果で、あるいは受給

をされている方がお亡くなりになって、この制度がそろそろ終わりになるということは感慨深

いなというふうに思っています。 

 その他の制度もまだ続いているものもありますので、引き続きのご努力をお願いしたいのと、

やはり本来でしたらこうした取組は国が責任を持ってやるべきだということを改めて申し上げ

て、質問を終わります。 

○委員長 次。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 163ページの（仮称）竜泉二丁目福祉施設整備について、ちょっと毛色

の変わった質問になりますけれども、今回この工事ですね、長期化しまして、何度か補正予算
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なども組まれて、地中に埋め込まれた残置物があったりですとか、予算が増えたと記憶してお

ります。それで結局当初予算と比べて決算額が大幅に増えていると思うんですけれども、そう

した追加工事による増ももちろんあると思うんですが、１日目にも議論いたしました物価高騰

の件だとかも影響していると思われます。その辺りについて、どのように分析されているか教

えてください。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 （仮称）竜泉二丁目福祉施設整備におきましては、汚染土の処

理や工事延伸による設計変更、工事に携わる作業員の不足などの様々な要因で追加契約が必要

になり、その結果、決算額が増額したというふうに認識しております。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 その認識で私も合っているんですけれども、内訳といいますか、もし今

出ればですけれども、こうした工事で増えましたと、それ以外の追加工事ではかり切れないも

のは物価高騰があるとか、そういった分析を伺いたかったところですが、追加で何かあれば教

えてください。 

○委員長 施設課長。 

◎五條俊明 施設課長 お答えします。 

 竜泉福祉施設の増額の中身となります。インフレスライド額が令和５年、令和６年とござい

まして、延べ約２億8,000万円でございます。そのほか、先ほど委員のほうからありました地

中障害等の処理及び設計変更等を踏まえまして、令和５年、令和６年合わせて約４億200万、

合わせて約６億8,000万の増額となってございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 それを合わせると、当初予算と大体一致するという理解でよろしいです

かね。 

○委員長 施設課長。 

◎五條俊明 施設課長 そのとおりでございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 承知しました。このような工事費の増につきましても、全体的に総括で

まとめたいと思います。 

 あと、追加で、すみません、通告していないんですけれど１点だけ。竜泉の福祉施設ですけ

れども、よく最近使うんですよね、生涯学習センターが今、改修工事に入ってしまっている関

係で、区役所でずっとやっていた事業なども竜泉でやるようになったりとか最近もございます。

それで、もうちょっと利便性を高めたいなと思うんですけれども、三ノ輪駅が一応最寄りにな

るかと思うんですが、三ノ輪駅の駅にこの施設が表示されていなかったりするんですよねとい

うような指摘を以前課長にさせていただいて、その後何か改善なされましたでしょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 
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◎大塚美奈子 高齢福祉課長 すみません、ご質問もう一度よろしいでしょうか。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 竜泉に、この施設に行く機会が増えましたよと。もちろん台東区の方、

自転車とか利用される方も多いけれど、電車で来る方は三ノ輪駅が最寄りになるかと思うんで

すが、三ノ輪駅のメトロの駅で案内板見て、出口とか見るときに、この竜泉の施設が入ってい

なかったんですね。以前課長にちょっと話ししましたけれど、その後何か改善されましたでし

ょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 大変申し訳ございませんでした。バスの案内とか案内板なども

分かりにくいということのお話もいただきましたので、そういったところを取り付けるという

ふうな工夫もしております。 

 すみません、ちょっと。 

○委員長 少しお待ちくださいませ。 

 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 すみません、アクセスが分かりづらいというようなお話もいた

だきまして、まず都バスのほうの都08系統の下谷警察署前の放送案内を追加したりなど、あ

とは昭和通りに面している駅からの区道のほうですね、そちらのほうに案内板を設置いたしま

した。 

○委員長 課長、地図、マップに載っていないという話は。三ノ輪駅の前のいわゆる案内図の

ところに表示はされたんでしょうかというのがあるんですけれど、そこはどうですか。多分…

…。 

 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 あと、案内サインの追加といたしまして、フロア内の案内サイ

ンが見えづらいという声がありましたので、貼り紙などをして。すみません。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 趣旨は分かっていただいたと思うので、そういった公共交通機関とも連

携していただいて、引き続き分かりやすい案内に努めていただきたいと要望いたします。 

○委員長 ほかに。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 幾つかの項目でありますので。141ページ、保健福祉修学資金等貸付でお伺

いをいたします。 

 この貸付けそのものは、正看護師や准看の取得をするための貸付けだというふうに認識をし

ているんですけれども、この数年間、延べで構いませんが、何人の人が使っていて、延べで構

いませんので、何人の人が返しているのか、ちょっと数字を教えてください。 

○委員長 福祉課長。 
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◎古屋和世 福祉課長 貸付人数でございますが、延べではなく令和３年度から６年度、それ

ぞれの単年度でお答えをさせていただきます。まず、新規及び継続の貸付者は、令和３年度５

名、令和４年度２名、令和５年度４名、令和６年度３名でございます。また、貸付金の償還者

でございますけれども、こちらは令和３年度９人、令和４年度６人、令和５年度６人、令和６

年度は７人でございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ、業界的にもやはり看護師不足の話もありますから、使いやすい制度に

していただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。 

 次に、148ページかな、老人福祉施設管理運営、高齢者施設全般的なところでお伺いをさせ

ていただきます。 

 先ほど青柳委員からも緑の問題ありましたけれども、谷中は歴代係長もドライバーさんも地

域の人も関わって緑をずっと維持されていました。もちろん職員も。かつ、いろいろな施設で

緑の問題は、またちょっと環境の中でも触れたいなとは思っていますけれど大事なものだと思

いますので、心安らぐ施設にしていただきたいなと思います。 

 生活している高齢者施設や入所の施設や通所サービス、区立施設がありますけれども、それ

らの施設から備品要求があったとき、こういう大きなものを買いたい、高額なものを買いたい

とかいうふうにあったときには、今区はどういうふうにして予算措置をしているのか、ちょっ

とその辺教えてください。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 備品購入に関してですけれども、指定管理者と基本協定書の中

で、必要と認められる備品については税込み10万円のもの、10万円以上のものは原則として

区の負担として購入することになっております。毎年指定管理者から要望いただきまして、精

査した上で区で必要な備品を予算要求した上で購入をしております。 

 また、介護機器など高額なものも多くございますので、そういったものについては施設全体

の調整も必要なことから必ずしも希望どおりにならないこともございますが、備品の劣化具合

や指定管理者からの要望、また現在の介護ニーズ、そして職員の負担軽減、そういったのも踏

まえまして、必要な備品については購入を進めてまいります。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 今、課長のお話の中でね、精査してというところがちょっと引っかかるとこ

ろではあるんですけれども、やはり介護負担の軽減という視点で、備品がそろうことでより入

居されている方の生活のＱＯＬも高くなって、かつ介護する人の身体的負担というのも減ると

いうところでいえば、竜泉、区議団で訪問させていただいてディスカッションしたときには、

リフトがまだ納入されていないのでぜひリフトとか買ってほしいなという話を聞くと、やはり

１台の値段が100万とかね、そういう近い値段になっているんですね。だから、じゃあ10台買

ってくれ、1,000万、台東区金あるじゃないか、すぐ買えということにはならないのは分かる
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んですけれども、やはり必要な備品というのはなるべく早くにそろえていただくことで職員の

負担が減るのかなというふうに思いますので、ぜひお金を上手に運用していただいて、必要な

備品は必ず購入していただきたいというふうに思います。ぜひ、そこのところは各施設、区立

施設まずは聞いて、在宅系も入所系もまずはそこから手をつけていただきたいなというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。備品については以上にしておきます。 

 あと、一つの意見としては、今、高齢者施設の修繕とかいうところでいえば、150ページに

も載っていますけれども、細かいところもありますけれど、ここのところちょっと私がすごく

元介護職として気になっているところが、お風呂の温度が高過ぎちゃって、お風呂に入ってや

けどで亡くなってしまったというケースがこの１年ぐらいで何件かテレビで、ニュースに載っ

ていたんですね。何でそんなことになってしまうんだろうかってすごく介護職としては不思議

でもありました。必ずお湯に手足を自分が入れて熱いかどうかを見るのも必要だというふうに

思っているんですけれど、まずやはり備品的な、建物の温度管理的なところにもそういう温度

センサーというのかな、一定温度よりか高くにはならないとかいうのだってつけられるので、

そういうところもぜひ施設側と一緒に話をしていただきたいと思います。それだけは要望とし

て伝えておきます。 

 次に、153ページの障害福祉サービスの放課後等デイの利用者推移、資料４を使わせていた

だきます。先ほど本目委員から詳しく細かい数字的なところの聞き取りがありましたので、そ

こはちょっと省略させていただきますけれども、今、放課後デイサービスいろいろなところに、

こんなところに放課後デイができたのかって思うぐらい、ビルの２階とかビルの１階とかいろ

いろなところにできたなという印象が私自身ありますけれども、今の放課後デイとか発達支援

とかで、子供たちに対しての充足率というのかな、何か言葉がうまく浮かばないんですけれど

も、利用者とその施設とのバランスとしては今足りている状況なんですか、それとももっと施

設が増えてもいいのかなというふうに思っているのか、その辺教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 お答えいたします。 

 今、鈴木委員がおっしゃられたように、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、いず

れも近年民間の事業所による開設が進んでおりまして、児童発達支援事業所でしたら、令和３

年度では５事業所だったところが令和７年現在で12事業所がございます。また、放課後等デ

イサービスにつきましては、令和３年度９事業所だったところが現在17事業所ございます。 

 このように民間事業所による開設が進んでいるところではありますけれども、先ほど来お話

に出ていましたアプリでの空き情報を見ますと、空きがないとか、あと少しという情報が多い

ところから見ますと、やはりまだニーズというのはあるのかなというところを考えると、施設

自体はまだ必要とされているのかなと考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ということは、ニーズがある、まだ必要だというふうに思っているというこ
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とは、区としては放課後デイとか発達とかの事業所を誘致するというのかな、呼びかけて台東

区ぜひこういうところにつくってくださいみたいな呼びかけというのはされるんですか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 先ほど答弁申し上げたとおりで、現状民間の事業所での開設という

のがどんどん進んでいるところでもございますので、今現在のところで区のほうで誘致すると

いうところは考えておりません。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。 

 それで、扶助費の中で２つ金額が２億4,000万、5,000万というふうにありますけれども、

この費用というのは保育園などはね、公立ではない保育園などは本部、いわゆる事業をやって

いる本部の費用とかいうのもこういうのの委託費とか扶助費とかの中で入ってしまうんですけ

れども、こういう発達支援等のとか放課後等のデイサービスの予算の中では、その事業所その

ものに使えるお金以外の本部扶に上納できてしまうようなお金というもののくくりというのか

な、法律のつくりにはなっているんでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 こちらの扶助費につきまして、あくまで利用費というところで、自

己負担以外のところの費用になっておりますので、本部運営だとかそういったところの費用で

はないというふうに認識しております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 そういう認識だというのであれば、またぜひ本当にそこに通う人、子供たち

や、もしくはそこで働く人たち、また先ほど備品の話じゃないですけれども、そういう環境を

整えていくためのお金に十分使っていただきたいなというふうに思います。 

 そこは以上で、次が157かな、障害福祉サービスの支援でお伺いをします。今日のほかの委

員からの話の中でも、障害者のケアプランとかいうのをつくるのにセルフプランでつくってい

る方が多いというのもやはりちょっとびっくりはしましたけれども、相談支援をされる方への、

その方を育てるとかいう形で検証をやっているのは分かるんですけれども、今、介護のほうで

いえばケアマネジャーさんも業務いっぱいいっぱいだとか、あとケアマネジャーの成り手もち

ょっと不足ぎみで、これから先を考えると大変だというようなことも伺うんですけれども、障

害福祉サービスの相談支援員さんというのかな、そういう人を育成したり、また増やしていっ

たりするような、そういう政策的なところは何かあるんでしょうか、教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 現在、令和５年度からですけれども、障害福祉サービス等の利用計

画の策定を担う計画相談支援事業所に対する人員体制の強化及び相談支援専門員の育成の支援

につきまして、令和５年の３月末時点の人員と比較しまして相談支援業務に従事する職員が増

員となった事業所に対して１人当たり月額最大10万円の助成、こういった事業を令和５年度
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から実施しているところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。その10万円がね、有効に人件費に使えてもらえているのか

というのも含めて、10万円という金額が本当に適正な金額なのかも含めて、これから議論し

なければいけないのかなと思っています。 

 やはりセルフプランの方は情報がうまく取れなくてセルフプランにせざるを得ないという方

も確かに一定数いるというふうに思っていますし、そういう人たちへ手が差し伸べられる政策

にしていかなければいけないと思いますので、ぜひそういう視点で持っていただきたいと思い

ます。ここについては以上ですかね。 

 あとは、生活保護は違うな。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

◆鈴木昇 委員 ここまでです。 

○委員長 次、伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 お疲れさまですというか。148ページですね、10番の老人福祉施設管理運

営ということで、老人ホームの含めてやります。 

 すみません、ここは老人ホームが、竜泉のほうに特養ができたということで、台東区全体の

老人ホームの数、あとは申込数、あとは待機者数など、ちょっと教えてください。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 お答えいたします。 

 台東区全体の特別養護老人ホームの数ということでよろしいですか。こちらは、現在竜泉が

できて、現在は345施設数になります。定員が345人ということになります。これが区立にな

りますので、申し訳ありません、民間ですと362となりますので、あと、すみません、区外の

特養を合わせると833ということになっております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 私の質問の中身がちょっと悪かったですね。 

 要するに台東区で住み続けられる台東区ということで、やはり特養老人ホームというのは非

常に大切な施設だというふうに思うんですね。今、民間などもどんどん増えている状況ですけ

れども、今、特養に、名簿登載者というんですかね、実際に登録されている方は何人ぐらいで、

それで年間で出入りがあったりされるのかなと思いますので、要するに退所者、あとは待機者

ですね、老人ホームを待っていらっしゃる方というの、そこを教えてください。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 令和６年度の申込者数、これが名簿登載数になりますけれども、

こちらが708人で、そのうち入所された方が206人で、入院等により登載名簿から削除された

方が188人で、結果待機者数は314人でございます。 

○委員長 伊藤委員。 
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◆伊藤延子 委員 待機者数が314人というのは、毎年やはりどれぐらい特養の方お待ちです

かというときに、300台を割ることはないのかなというふうに思うんですけれども、この点で

はどんなふうに考えて、皆さん入りたい方がしっかり入れるという形にはどんな形でやるんで

しょうか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 年間名簿登載者、待機者数になりますけれども、大体200人台

から300人台、令和２年度が一番多くて400人台でございました。それから３年度、４年度、

５年度が200人台というふうになっております。 

 特養につきましては、確かに待たれる方多くはいらっしゃいますけれども、また台東区の第

９期高齢者保健福祉計画のほうにおきまして、これからどんどん後期高齢者の人口が多くなっ

てくるということに対応するために、特養920床を目標に整備していくこととしております。 

 また本年３月に竜泉特養ができたということもありまして、そのときに定員も34人増加し

たことになりますけれども、その合計が先ほど申し上げた833ということで、目標までにはま

だ届いていない状況でございます。 

 引き続きやはり民間事業者等による整備というのも推進してまいりたいと考えております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 非常に本当に台東区で住み続けるには大事かなというふうに思うんです。

竜泉が特養ができて、やはり竜泉に入れた方たちの非常に快適だということとかいろいろあり

ますけれど、竜泉のほうは特養ですと要介護度３以上というのが申込みの対象になるわけです

けれども、具体的な特養の介護度などはどうなっていますかね。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 今のご質問は、待機者の中での介護度ということでよろしいで

しょうか。 

          （「はい、いいです」と呼ぶ者あり） 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 お答えいたします。 

 要介護５から３の人数でお答えいたします。要介護５は49人、要介護４は108人、要介護３

は126人というふうになっております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 そうしますとね、やはり今すぐにでも入りたい方たちいらっしゃる。あと

は、要介護３までということと、あと認知症の方とかね、要介護１、２の方でも入りたい方な

どがいらっしゃるのかなというふうに思うので、ここはぜひ次の目標に向かってやってほしい

というのはあるんですけれども、あと、具体的な内容のところなんですけれども、ショートス

テイが30床、空床を利用したショートステイということで、今までとはちょっと対応が違っ

ているかと思うんですね。このショートステイにも、今回は高齢者だけではなく障害者の方も

含めて入れるというんですか、なったということですので、この辺の内訳を教えていただけま
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すか。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 特養竜泉のショートステイということで、こちらの利用者につ

いては高齢者と18歳以上の障害者ということで受入れをしております。特養竜泉が開設した

本年３月から８月までの６か月間になりますけれども、その実績は高齢者が延べ808人、障害

者が延べ15人となっております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。 

 この数なんですけれども、これでショートステイがここ開設されたときに、やはり空床で

30床ですと、今までですとこの時期にとかいうことでリピーター的に使って、それで在宅を、

安心して在宅が介護ができる、在宅にね、そういうことが今までの台東区の中ではあったかと

思うんですけれど、ここ開設するときに一番皆さんから危惧されたのが、そういう空床という

ことで、的確というかな、本当に必要なときに入れるのかという疑問がすごく湧き起こったん

ですけれども、この辺についてはどうでしょう。 

○委員長 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 ショートステイの利用につきましては、定員を設定している施

設の場合、予約の状況の把握ができるということもあって、利用を希望する日が空いているか

どうかによって先のほうまで申込みが可能となっております。そのため、一定期間予約で埋ま

ってしまうという可能性がございます。 

 一方で、空床型のショートステイにつきましては、施設に空きがある場合に提供できるとい

うものですので、急遽必要となった際に空いていれば利用できるという利点がございます。特

に特養竜泉については176床という規模が大きく、また退所や入院等で一定の空床というのが

発生が見込まれているということから、竜泉においては入所と短期入所、ショートステイです

けれども、どちらのニーズにも柔軟に対応できるように、専用床は設けず空床利用のショート

ステイで対応しております。 

 現在、民間も含めまして区内には７つの特養がございまして、そのうちショートステイに定

員を設けている施設というのは６つございます。その定員が73床ということですけれども、

竜泉のみが空床型となっておりますので、定員型、空床型のどちらにもメリットもがあるとい

うことで、利用者にとっては状況に応じて選択していただけるものと考えております。 

○委員長 伊藤委員、まとめて。よろしくお願いします。まとめるように、なるべくまとめて

質問お願いします。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 そうですね、一番最初の危惧する、要するにショートステイをしっかり入

りたいときに入れるという、ここについてはぜひともやっていただきたい。 

 ケアマネジャーさんたちの負担をそういう意味でちょっと少なくしていただきたいと思うん
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ですが、今ここあれですけれども、障害者の方たちのショートステイも入れるということにな

りましたけれど、障害者についてのショートステイの状況を教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 障害者のショートステイ全般のお話ということでよろしいでしょう

か。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 竜泉の件は障害者の数を聞きましたので、あとは障害者の、児も含めてで

すかね、障害者のショートステイ全体を教えてください。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 現在、区内のほうでの短期入所、ショートステイの施設は、民間含

めて６施設ございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 区立というかな、あれですと、障害児も含めてですと台東があるというこ

とで、割合というんですか、申し込む日、１日などにはすぐ埋まってしまうというような状況

が結構あるということを伺っているところです。そこについては、これから先のところでの見

通しなどはいかがでしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 ショートステイにつきましては、今委員おっしゃられたみたいに例

えばたいとう寮でしたら利用率９割ほどございまして、かなり稼働しているところでございま

す。 

 いろいろなご意見ございまして、ショートステイ自体のニーズはあるかなというところで区

としても把握しておりまして、今後施設整備の中でショートステイを拡充していくなど、いろ

いろな形で対応を考えているところでございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 台東の場合は身体障害を含めた障害者ですけれど、今、先ほどからなって

いる精神なども含めた子供さんたち、発達障害のお子さんたちのショートステイなどへのはど

んな状況でしょうか。 

○委員長 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 障害児の方を対象としたショートステイの利用の状況ということで

しょうか。障害児を対象としたショートステイにつきましては、民間の事業所が２事業所ござ

います。こちらにつきましては、以前保健福祉委員会の陳情の際にもご答弁したと思いますけ

れども、平日の利用状況で６割程度で、土日の場合はちょっと空き待ちがあったりとかいうこ

とで、かなり日にちによって、曜日によって稼働が違うというところですが、かなり利用され

ているというふうに把握しております。 

 また、たいとう寮は中学生以上で、あとは医療的ケアの対応というところでいきますと区立
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の台東病院では16歳以上の方が対象となっておりますけれども、たいとう寮につきましては

先ほどの稼働率というところでございますので、やはり一定程度ニーズは高いのかなと考えて

おります。 

○委員長 伊藤委員。 

          （発言する者あり） 

◆伊藤延子 委員 はい、分かりました。 

 それで、あとは陳情のときにもお話とかしたので、じゃあこれ以上はこちらは終わりといた

します。 

 それで、次に150ページの、すみません、次にかがやき長寿ひろばの入谷ですか、150ペー

ジについてお願いいたします。 

 高齢者の充実というんですかね、サービスの充実が図られまして、やはり元気な高齢者をど

れだけ皆さんに元気で生活していただくか、100歳の高齢者というか、こういうことも含めま

すと、今いろいろな施設が、かがやき長寿ひろば入谷のいろいろな形での施設が増えてきてい

るかなと思うんです。 

 こういうふうになりますと、やはり計画的にいろいろな予約で入って順番を待ってというよ

うな形でのサービスというか事業が多いのかなというふうに思うんですけれども、今の老人福

祉センターとか館についての利用方法はどのようになっているのか、あと利用状況も併せて教

えてください。 

○委員長 介護予防担当課長。 

◎田中裕子 介護予防担当課長 現在の老人福祉センター・館の利用方法につきましてご説明

さしあげたいと思います。 

 まず、教室等の長期にわたる事業につきましては、事前に募集をさせていただきまして、定

員が超過した場合につきましては抽せんの上、利用者を決定させていただいております。また、

日々別々に事業を行っておりますサロンにつきましては、サロンごとに実施の予約をさせてい

ただいておりますが、同一の方が何度も何度も使えるということが一定期間中にないように、

一つのサロンを受講した後にもう一度別のサロンをご予約いただくような形を取らせていただ

き、なるべく多くの方に使っていただけるような形の運用とさせていただいております。 

 また、団体活動での利用というのもございまして、老人福祉センター・館が実施している事

業の参加以外でも団体のみで利用することができますので、１団体につき月２回を利用上限と

させていただいて、お部屋をご提供させていただいております。 

 それ以外にも、老人福祉センターや老人福祉館、またかがやき長寿ひろば入谷につきまして

は、どなたでも利用できるフリースペースやロビーなどがございまして、コロナ禍におきまし

ては一時的に閉鎖させていただいておりましたけれども、現在は再開をさせていただいて、利

用をしていただいているというところでございます。 

 また、利用状況につきましては、令和６年度の決算年度の数字で申し上げますが、こちらの
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主要成果説明書に記載のとおりでございまして、老人福祉センターは延べ１万5,112人、橋場

老人福祉館につきましては１万4,682人、三筋老人福祉館につきましては１万4,785人、入谷

につきましては１万393人となっております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 ありがとうございます。 

 かなり多くの方が使っているんですけれども、それでもやはり今、皆さんから伺うのは、予

約で次の予約ができないという、あまり皆さん重ならないようにとか、使う準備するほうでは

それぞれ工夫をされているということですけれど、利用する方の満足度というんですかね、も

っと利用したいという、そういうところではね、ちょっと不足なのかなと。 

 この辺についてのこれから拡大なりなんなり、または地域など含めての事業ですかね、事業

の展開、こういうところはどんなふうに考えておりますか。 

○委員長 介護予防担当課長。 

◎田中裕子 介護予防担当課長 確かにご利用される際に予約が必要ということで、なかなか

ご不便をおかけしている場合も多々あると思うんですけれども、事業などで定員に空きがある

場合につきましては当日参加なども可能とさせていただいておりますので、そういった形での

ご利用の促進をさせていただいていると思います。 

 また、区民館の集会室の利用して実施しておりますかがやき長寿ひろばにつきましても、今

年度から谷中と台東一丁目のほうにも広げさせていただいておりまして、利便性を図って事業

の拡大を実施させていただいているということで、今後とも多くの方に利用いただけるように

様々な形で利用促進を図ってまいりたいと考えております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 私たちがいつも提案といいますか、皆さんが安心してとか、ふらっと寄れ

るフリースペースというのをいつも言っているところですけれども、今こういうことで予約な

どが増えてきている中では、一応フリースペースをつくっているんですよということですけれ

ど、まだ不足なのかなというふうにも思っているところです。 

 それで、先ほども言った地域の今空き状況とかいうか、何ですかね、地域のそういうところ

を活用したり、先ほど区民館の空き状況とかもおっしゃいましたけれども、あとは地域にそう

いうところを拡大する、民間なども含めての利用というか拡大、この辺などは何か考えていら

っしゃいますか。 

○委員長 介護予防担当課長。 

◎田中裕子 介護予防担当課長 委員の今のご質問につきましては、民生費以外のところの特

別会計のほうで私どものほうは事業を持っておりまして、そちらのほうでお答えをさせていた

だいております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 じゃあ、そんなところで私のほうの質問は終わります。 
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 あと、すみません、151ページの23番、認知症高齢者支援の促進、先ほどここ皆さんね、活

発なご意見と、あとは本当に区としての方向性なども見せて、聞かせていただいたと思うんで

すね。この中でのやはりコーディネーターとかですかね、こういう方たちの育成というのもや

られているかと思うんですけれども、その辺の状況ですかね、その辺をちょっと教えてくださ

い。それで終わります。 

○委員長 介護予防担当課長。 

◎田中裕子 介護予防担当課長 今のご質問はコーディネーターの育成ということでよろしい

ですか。 

 大変申し訳ございません。台東区の高齢福祉課におきまして、認知症コーディネーターとい

う職、会計年度任用職員で２名雇用しております。そちらにつきましては、育成というんです

かね、もともと看護師や保健師という形で資格を持っている方を採用させていただいておりま

して、認知症に関する様々な事業について推進していただくということと、あと、様々認知症

に関するご相談いただいておりますので、そういった形のものにつきましては日々のご相談の

ご対応ですとか、あとそれ以外にも精神科医との連携なども含めて、必要な事業に取り組んで

いただけるように執務をしていただいているというところでございまして、大変申し訳ござい

ません、こちらから育成ということにつきましては、育成をしているという状況ではないとい

うことでございます。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 分かりました。 

 今、育成と言いましたのは、いろいろな事業の中でやはり先ほど言った、何ですかね、会計

年度の方だったり、あとは専門家だったりということありますけれど、これらが台東区の職員

としてもというんですかね、一応育成をするというか、そういう方たちを増やしていくことも

これから先、大事になってくる、高齢者が増えるという中では大事になってくるのかなという

ふうに思うので、ちょっと提案をしたというところです。 

 本当に高齢者が増えるということ、また認知症の方たちもそういうことでは増えていくとい

うことで、本当に小坂委員も言ったように、認知症の方を安心してこの地域に住んでいただく

環境をつくっていくことは大切だというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長 次、高齢者。 

◆伊藤延子 委員 以上です。 

○委員長 いいですか。 

◆伊藤延子 委員 ちょっと待ってください。忘れているもの……。 

○委員長 次、質問ある方。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 いいですか。以上をもって、本項について終了させていただきます。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第２項、児童福祉費について、ご審議願います。 

 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 167ページの子育てアシストのところで通告してあるので、ちょっとお聞

きしたいと思います。 

 子育て中の方が親の介護を抱えている問題として、ダブルケアについてちょっと確認をした

いと思います。子育ての相談に応じる中で、例えば親の介護などについて質問された事例はあ

りますか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 現在のところ、そのようなご相談いただいたことはあり

ません。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 もしそのような相談があった場合、どう対応していただけるか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 相談者の困り事に応じて、高齢福祉課ですとか介護保険

課、それから地域包括支援センターなどをご案内します。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 ダブルケアという問題なども複雑なケースで、個々の所管課でなかなか対

応できないという場合が今後あらゆる方向、ちょっと今後やはりいろいろな方向であると思い

ますので、そういった相談者の悩み事が解決できない場合、どう対応するんですか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 今、福祉部を中心に検討している包摂的な支援の仕組み

づくりの中で、多機関協働事業を活用し、全庁的な協力体制の下、困り事の解決に向けて取り

組んでいくという流れになります。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 これは新しい仕組みづくりということでよろしいんですかね。新しい事業

という形なんですかね。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 先ほど子育て・若者支援課長のほうから、多機関協働事業を活用した

取組というふうにお話がありました。こちらは、今、福祉部が中心になって進めております包

摂的な支援の仕組みづくりの中で、様々な複雑化・複合化した相談を受け、そして課題解決を

関係者とともに進めていくという取組のことでございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 福祉部がじゃあ中心になって、このようないわゆる相談者の対応に、一応

相談者の様々な悩み事に対応していくということで、そのことで理解でよろしいですね。 
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○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 全体のコーディネートを福祉課が担うというところで、まずは相談者

の様々な困り事を受け止めるというのは、包摂的な相談支援ということで全庁的な取組として

進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 承知いたしました。 

 今までね、ちょっとそういう様々やはりこれから複雑化している社会ですんで、そういうい

ろいろな分野にまたがった相談とかが多くなると思います。そういう形でちょっと今後対応し

ていただけるんであれば、しっかりとまたお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお

願いします。 

 次です。これで終わります。169ページの20番、要保護児童支援ネットワークについて確認

をいたします。 

 今年度この決算額なんですが、前年度と比較した場合1,900万ほど増えておりますが、その

理由について教えてください。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 お答えいたします。 

 増となった理由につきましては、昨年10月に新たにＡＩ相談支援システムを導入したこと

によるものです。こちらのＡＩ相談支援システムは、相談担当職員が区民から電話を受ける際

に電話内容をリアルタイムにテキスト化するなど、ＡＩを活用して相談員を支援するサービス

となっておりまして、昨年度かかった費用は1,200万円弱となっております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 こちらの事業は、児童虐待、養育が困難な家庭などに対して的確な支援を

行う重要な事業ですので、このようにＡＩを活用したりデジタルを活用するなど、様々な工夫

を重ねてこれからもしっかりと対応してもらいたいと思います。 

 こうした児童支援の取組なんですが、関係機関との連携が重要だと本当に考えております。

この間の第２回定例会で、一般質問で私は児童相談体制の充実強化について質問させていただ

きました。それに対して区長から、東京都と協議を進めるということと、児童相談体制の充実

強化に向け鋭意検討していくという区長からの答弁をいただきました。 

 そこで伺いますが、去る９月24日、東京都が墨田区内に新たな都立児童相談所を設置し、

その管轄地域を墨田区と台東区の２区とする方向で検討を進めると発表いたしました。児童相

談体制の充実強化を図る上で児童相談所の設置は非常に重要な課題でありますが、ここに至る

経緯や現状について教えていただければと思います。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 お答えいたします。 

 平成28年の児童福祉法の改正によりまして特別区でも児童相談所の設置が可能となり、現
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在は区の児相を設置している区と都立の管轄の区が混在をしており、東京都でも都立児童相談

所の管轄区域の再編を進めている状況であると聞いております。 

 このような状況におきまして、本年９月墨田区議会において墨田区長が、すみだ保健子育て

総合センターへの都立児童相談所設置を都知事に要望することを表明いたしまして、当日、要

望書を都に提出をしております。都は、この要望を受けまして、令和９年度を目途に都立児童

相談所を新設することについて検討を進めることとし、その管轄地域については墨田区と台東

区の２区とする方向で検討することを先般公表したところでございます。 

 一方、本区におきましても、昨年度から東京都と児童相談体制の充実強化に向けて協議を行

っておりまして、その協議の中では、東京都が都児相の管轄区域の見直しを行っていることや

墨田区を管轄とする児相の再編を検討していること、墨田区を管轄する都児相を再編した際に

は、人口規模等の観点から、管轄区域に本区が含まれる可能性がある、そういった方向性は聞

いておりましたけれども、今回24日の文書において正式に確認をしたというところでござい

ます。 

          （「令和・・・・」と呼ぶ者あり） 

○委員長 何かあったか。大丈夫ですか。 

 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 分かりました。 

 その後２週間まだしかたっていませんけれど、現時点で何か新たな展開とかありますか。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 お答えいたします。 

 ９月26日に東京都と、同29日に墨田区と今回の経緯等について打合せを行いまして、今後

情報共有を図っていくことを確認しております。現時点では都から公表された以上の情報は持

ち合わせておりませんが、引き続き東京都、墨田区と緊密な連携に努めていきたいと考えてお

ります。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 東京都と墨田区と連絡を取り合っているということで理解いたしました。 

 まだ新たな情報がないということなんですけれど、区として今後の方向性、また予定など、

何か答えられることがあったら教えてください。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 区といたしましては、今回の都からの提案について

は東京都からの協力要請もございますので、まずは東京都、墨田区との協議に入ってまいりた

いと考えております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 分かりました。引き続き取り組んでください。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 
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○委員長 関連。 

 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 小坂委員の質問と同じく、要保護児童支援ネットワークですが、ＡＩの

電話の文字起こし等職員業務の支援をされているということで、今回の令和７年１定で導入が

報告されて、記録の予約をされていると思うんですけれども、現状、他自治体の導入されてい

る判断業務などをやるのかやらないのか、教えていただけますか。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 今委員おっしゃったのが、児童虐待のアセスメント

等の判断におけるＡＩの活用というところかと思いますが、虐待の判断などはＡＩは活用せず、

職員自らが面談等を通じて判断するべきと考えておりますので、導入予定はございません。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 安心しました。 

 その上で、ＬＧＷＡＮの環境下で今動いていると思うんですけれど、要配慮情報とかのＡＩ

のガバナンスみたいなところで、監査ログとかアクセス権の管理とか、そういったインシデン

ト報告等で契約運用面で担保策を具体的に何かしていますでしょうか。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 本市システムの扱うデータは、今委員おっしゃって

いただいたとおり、要配慮個人情報に該当するため、地方公共団体のみ利用可能なＬＧＷＡＮ

上で利用できるシステムであることを条件としてまずシステムを導入しております。 

 加えて、システム事業者のデータセンターにつきまして、クラウドセキュリティに関する認

証など一定の認証取得を条件としまして、情報漏えい等に対するセキュリティ対策が実施され

ている事業者を選定しております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 安心して相談できる体制を徐々に強化していっていただいて、死亡事故

等の重篤な事態が発生しないように、これからも見守っていってあげてほしいと思います。以

上です。 

○委員長 次。 

 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ２つ通告してあったんですが、結構質問多そうなので、１つだけで、167

ページのファミリー・サポート・センター運営。今回の決算のテーマの一つが手続のオンライ

ン化なんですけれども、特に子育て関係のオンライン化について、ちょっとまとめて伺いたい

なというふうに思っています。 

 企画総務委員会でファミサポの利用者がなかなか増えない理由について、ベビーシッターな

どの選択肢が増えたからという説明があったんですけれど、それだけじゃないですよね。現金

払い、電話連絡、ファクスじゃないだけましかなというところがありますけれども、ようやく
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登録だけＬｏＧｏフォームでできるようになりましたが、制度の理念もすばらしいし、うまく

マッチングさえすれば地域で子供を育てるというところでとてもいい制度ではあると思うので、

時代に合わせて使いやすい制度へアップデートしていくべきだと思うんですけれども、その辺

の考えを伺いたいと思います。要するにオンラインでやり取りができて、なおかつ、特に社協

に対してオンラインで、今日キャンセルになりましたみたいなの全部で電話なんですよね、そ

ういったところだったりとか、あと、支払いも双方合意だったらＰａｙＰａｙでいいよとか、

そういったところも含めて。 

 あわせて、169ページのベビーシッターについては、オンラインで申し込みしても通知が紙

で来ると、保護者がせっかくデジタル化進んでいるのに何で紙なのというのをいただいていた

りします。あとは、同じ169のいっとき保育は、オンライン申請や支払いができない。谷中は

支払いはできるらしいですけれども、これらまとめて多分同じ担当だと思うので、オンライン

化について教えてください。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 ただいま３つの事業についてご質問いただきました

ので、まとめて答弁のほうさせていただきたいと思います。 

 まず、ファミリー・サポート・センター事業のオンライン化につきましては、依頼会員、提

供会員の新規入会時にオンライン申請が可能となっておりまして、今年度実績では約９割の方

が利用しているという状況となっております。 

 また、いっとき保育のオンライン化につきましては、利用の事前登録について電子申請を行

っておりまして、こちら昨年度約55％の利用となってございます。 

 さらなる電子化という観点では、両事業とも利用申込みのオンライン化というところ委員か

らもご指摘ありましたが、そちらが上げられます。ただし、ファミリー・サポート・センター

事業は依頼会員と提供会員とのマッチングに課題があり、また、いっとき保育はお子様を預か

るに当たり様々な確認事項もあるため、現在は電話による申請としております。 

 しかしながら、オンラインでの申請が主流となっている昨今におきましては、利便性の向上

等に向けてさらなる電子申請の活用は重要であると認識をしております。 

 ですので、ファミリー・サポート・センター事業につきましては委託先の社会福祉協議会と

協議を進めるとともに、いっとき保育につきましては現在その他の一時預かり事業も含めまし

て関係課と在り方の検討を行っておりますので、引き続き協議を進めていきたいと考えており

ます。 

 また、ベビーシッターにつきまして、すみません、補助金の交付決定通知書のオンライン郵

送についてですけれども、こちらにつきましてはメールアドレスの確認、添付資料の誤りがな

いことの確認など、職員の業務効率化の観点で課題がございます。こちらも必要性のところは

認識しておりますので、引き続き検討していきたいと考えております。 

○委員長 本目委員。 
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◆本目さよ 委員 ベビーシッター、紙で送るほうが郵送料もかかるし、大変なんじゃないか

なと思ったんですけれど、メールのほうが職員の方々が大変なんですね。それはびっくりしま

した。なので、そこの辺含めて、委託も多分考えてくれるんじゃないかなというふうに思うの

で、その辺含めて、ぜひぜひ効率化とともにデジタル化、保護者の方の利便性も含めて向上さ

せていっていただきたいと思います。 

          （「関連で」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ファミサポについて、関連でお伺いします。簡潔にお伺いします。 

 昨今の物価高騰の話、先ほどからしていますけれども、提供会員の方が最近は少し増えてい

るとも伺っていますが、謝礼がしばらく据置きになっていて、800円ということだったかと思

うんですけれども、こちらについて見直す予定があるかだけ教えてください。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 謝礼金額につきましては、令和４年度に提供会員の

確保と新型コロナウイルスの消耗品購入等のため、見直しを行った経緯がございます。現在、

提供会員のほうから謝礼金を上げてほしいといった要望の声は上がっておらず、謝礼金額を上

げる予定はございませんが、地域で子育てを支える重要な事業であると認識をしておりますの

で、引き続き事業を委託している社会福祉協議会とも協議を行いまして、会員確保、実績増に

向けた取組を検討してまいりたいと考えております。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 時代に合った柔軟な対応をお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長 関連。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 すみません、先ほどの関連なんですけれども、本目委員からの発言の中で、

自分の中でもこれ以前課題としていて、シンプルに子供を一時的に預けたいというニーズに対

して様々なものが乱立していて、それぞれ使うのもそれぞれ手続をしなければいけない。その

解決の一つとしてオンライン化というものはあると思うんですけれども、そこのやはり窓口一

元化というのはすごく重要だと思っていて、それは結構前の決特で質問させていただいた内容

です。 

 先ほどの答弁の中で在り方についての検討もしているというところがありまして、そこの内

容というか、具体的にこの年度、これまでの流れの中でどういう検討をしていって今どういう

状況にあるのか、進捗状況というか検討状況をお願いします。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 昨年度から企画課、子育て・若者支援課、児童保育

課など関係する課の課長会を開催しまして、一時預かり事業の整理に向けた検討を行っており
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ます。 

 その中では、児童保育課において導入検討を進めております誰でも通園制度、こちらを軸に

事業の整理を検討しており、現在も検討を進めておるところでございます。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 分かりました。 

 これ一時預かり事業ですね、教育費のところに出てくる一時保育とかもある中で、今回、来

年度からか、誰でも通園制度始まる中で、本当整理する絶好の機会だと思いますので、整理し

て、入り口に関してもオンライン化等々も含めて、効率的な利便性の高い事業にしていってい

ただくよう要望して終わります。 

○委員長 次、弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 １点お伺いいたします。167ページの13番、奨学給付金についてです。 

 これはこの事業では実施していないかと思いますが、大学進学時で奨学金を利用した後、社

会に出て、その奨学金返還をしている人たちは20から30代、または40代前半あたりの方であ

ると思いますが、本区において奨学金返還をしている人はどれぐらいいるのかと区として調査

を行って把握をしていますでしょうか。もし把握していないのでしたら、国の状況などについ

てはいかがでしょうか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 区では調査等を行っておりませんので、区民の状況につ

いては把握しておりません。全国の状況ですと、独立行政法人の日本学生支援機構が奨学金の

返還者に対して調査を行っています。令和５年度の調査では、３か月以上返還を延滞している

方は全体の３％弱、そのうちの６割以上の方が低所得を理由としていることから、割合として

は少ないものの、低所得のために返済が滞っている方が一定程度いらっしゃるというふうに認

識してございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 承知しました。 

 こちら同様の、私も調べたりしていたんですけれど、日本学生支援機構では、49％、約５

割が奨学金を利用しているとのことです。現状、台東区では、台東区だけでの把握はされてい

ないということですが、単純計算、２人に１人が奨学金返還対象者ということですので、現に

私も奨学金返還のことで生活が苦しいというお声をいただいておりますので、この件について

もう少し深めていきたいので、総括質問させていただきます。以上です。 

○委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 167ページの同じく167、11、子供育成活動支援事業です。 

 現在10件の助成件数ということで、私が理事をしている学習支援教室も助成対象として支

援していただいており、大変助かっています。子供食堂をやってみたいとの相談を定期的に持
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ちかけられます。そこでネックになるのが、台東区では会場費が対象とされていないという現

実です。そこで諦めてしまって実現化に至らないことが少なくありません。会場費も支援対象

経費として認めていただけたら門戸が広がるものと期待できます。支援対象にしていただくこ

とはできないでしょうか、お尋ねします。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 事業開始当初は、地域とのつながりを大事にするという

観点から、お寺ですとか協会などを会場とする団体を想定して、使用料は補助対象としていま

せんでしたけれども、今委員からそういうご相談があるというお話を伺ったのと、国の補助金

でも補助対象経費に含まれているということから、これから子供食堂や学習支援の開始を希望

する団体が円滑に活動できるように、対象経費に含めるよう検討してまいります。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 検討をぜひお願いします。 

 近隣のお寺やレストランなども容易に使用できませんし、町会集会所の定期利用というのも

意外と簡単ではないんです。事業対象者の広がりが期待できますので、会場費、支援対象にな

るということ、大変重要なことなんです。なるべく早く実現していただきたい。どうかお願い

いたします。以上です。 

○委員長 ほかに。 

 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 171ページの母子生活支援です。 

 これさくら荘なんですけれども、施設整備経費ですね、昨年度とその前の年ですね、どのよ

うな整備をしたのか教えていただけますか。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 令和６年度は居室のエアコン新設工事やトイレの換気扇

取替え工事、それから集会室の照明器具取替え工事などで、令和５年度につきましては居室の

出窓補修工事や非常灯の修繕工事、それからエアコン新設工事などが主な施設整備経費の内容

でございます。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。 

 エアコンの新設ということは、それまでなかったところについたということでよろしいです

か。 

○委員長 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 入居者が替わるタイミングで、区がつけたものはそのま

まですけれども、お持ちになったものは持っていってしまうので、その分の入替えになります。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 分かりました。 
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 毎年何かしら整備していただけているとは思っているんですけれども、今年の１月にちょっ

と会派で視察に行きましたときも、やはり建物自体が古かったりするのと、なかなかちょっと

整備が行き届いていないのかなという印象も受けまして、何かやはりここに入る方の心情など

いろいろ思いますと、なるべく前向きな明るい気持ちになっていただけるような明るい内装に

したりとか、何か新しい、ちょっとトイレとかお風呂とかはね、やはりちょっと古かったりす

るので、そういったところの整備をしっかり経費を使っていただきたいなと思っております。

以上です。 

○委員長 ほかに。 

 子育て・若者支援課長。 

◎河野友和 子育て・若者支援課長 居住する場所ということですので、修繕が必要な箇所に

ついては適宜工事を行ってまいります。 

○委員長 よろしいですか。 

◆風澤純子 委員 はい。 

○委員長 ほか。 

 拝野委員。 

◆拝野健 委員 169ページ、22番、ヤングケアラー支援について伺います。 

 研修会もやられているということで、さらにはフリーダイヤルやメール等もやっていると思

いますが、ほかに周知していると思うんですが、効果はどのようになっていますでしょうか。

また、ほかの周知方法があれば教えてください。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 お答えいたします。 

 令和６年度につきましては、今委員ご指摘いただいたとおり、フリーダイヤルの開設、ある

いはフリーメールの開設などを行って周知を行ってまいりました。また、小・中学校のほうに

そういったものを開設したというところを周知をさせていただいたところですが、実績といた

しましてはゼロ件というところになってございます。 

 なお、今年度につきましては、相談レターというものを小・中学校の小学校４、５、６年、

中学校１、２、３年に、学校を通じて今年度配付をしたところでございます。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 いろいろな商品とかでも、パッケージのデザインをちょっと変えて、中身替

わっていなくても、そうすると目を引くということもありますので、定期的にデザイン変えて

いくことも大事なのかなと思います。また、やり方も、小学４年生以上にやったというように、

また別のやり方もいろいろ、例えばタブレットもございますから、考えながらいろいろやって

いってほしいと思います。以上です。 

○委員長 以上でよろしいでしょうか。 

          （発言する者なし） 
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○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 ここで障害福祉課長から発言を求められておりますので、ご聴取願います。 

 障害福祉課長。 

◎井上健 障害福祉課長 先ほど青柳委員のご質問の答弁の際に、ふるさと納税の返礼品の出

品に対して区のほうから働きかけをしていなかったというふうにお伝えしたんですけれども、

過去に全事業所に対して区のほうから案内をして、それがきっかけで出品に至ったという法人

があるということが分かりましたので、おわびして訂正いたします。申し訳ございませんでし

た。 

○委員長 ただいまの訂正については、ご了承願います。 

 次に、高齢福祉課長から発言を求められておりますので、ご聴取願います。 

 高齢福祉課長。 

◎大塚美奈子 高齢福祉課長 先ほどの伊藤委員からの特別養護老人ホームの区内の施設数を

聞かれていた際に、私が定員数をお答えしておりました。正しくは、区内の施設数、区立が４、

民間施設が３となっております。 

 なお、定員数につきましては、区内の特養は707、区外の特養が126で、合計833となってお

ります。おわびして訂正いたします。申し訳ございませんでした。 

○委員長 ただいまの点については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第３項、生活保護費について、ご審議願います。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 173ページの１の生活保護費、資料の20と21を活用をいたします。 

 頂いた資料20、外国籍の生活保護受給者数及び保護率というので、令和３年から令和７年

まで出していただきました。保護率でいえば高いときに1.48、1.5％ぐらい、昨年は１％以下

でした。今年の選挙のときに、選挙のとき以降も、外国人生活保護が多いんだ、もしくは生活

保護の申請をすれば必ず外国人は通るんだみたいなものも含めて、ＳＮＳや選挙での演説でも

言っていた状況ありましたけれども、今、区で、かつ資料の21番の中で外国人人口全体に占

める割合、これも過去５年出していただきまして、台東区では7.8％、７％から9.5％ぐらい

まで、１割弱ぐらいの人たちが外国人籍の人たちがいる状況が明らかになりました。 

 保護のところでお伺いをしたいんですけれども、外国人生活保護の相談とかで特徴的な何か

相談の内容とかあるかどうか、ちょっとそこを教えてください。 

○委員長 保護課長。 

◎久木田太郎 保護課長 お答えいたします。 

 外国籍の方であっても、日本国籍の方と相談の内容は大きくは変わらない状況になりまして、

収入が少なくなり、生活が苦しくなってくる方や、仕事を探したいということでいらっしゃる
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方などが見えているという状況でございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 やはりそうですよね、あくまでも生活が苦しいから役所に相談来たら２階に

案内されたという方も多分いらっしゃると思うので、ぜひ真摯に受け止めていただいて、その

方の生活を支えられる、せめて日本の国内にいるときには今の日本国憲法の下、最低限の生活

を保障することができる、そういう台東区の行政であっていただきたいと思いますので、この

保護率と外国人割合、このように受け止めておきます。以上です。 

○委員長 以上をもって、本項について審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第４項、国民年金費について、ご審議願います。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 以上をもって、本項について審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第５項、災害救助費について、ご審議願います。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 以上をもって、本項について審議を終了させていただきます。 

 第３款、民生費について、審議を終了いたしましたので、本款について仮決定したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、本款について仮決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 これで休憩いたしたいと思います。15時10分に再開いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

          （発言する者あり） 

○委員長 失礼しました。15時20分に。失礼しました。 

          午後 ３時０５分休憩 

          午後 ３時２０分再開 

○委員長 ただいまから、決算特別委員会を再開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第４款、衛生費につきましては、項ごとに審議いたします。 

 第１項、衛生管理費について、ご審議願います。 

 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 私、178ページですね、178ページの……。 

 その前に、発言に入る前に、昨日、私、この区役所の中でお財布落としまして、すぐに届き

まして、本当に区役所の庁舎内ですね、ありがとうございます。おかげさまでおいしい昼ご飯
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が食べれました。 

 あと、先ほど鈴木委員からの生活保護の話なんですけれども、一言だけご説明させていただ

きます。全国的な外国人生活保護受給率は日本人の受給率よりも高いということだけ申し上げ

て終わらせていただきます。 

 先ほど質問に入らせていただきます。13番、覚せい剤乱用防止啓発活動についてお伺いい

たします。 

 フェンタニルとエトミデートについてお伺いいたします。区として、フェンタニルを含む合

成オピオイド、国内未承認の鎮静剤、エトミデート、ゾンビたばこの乱用リスクを把握してい

ますか。よろしくお願いします。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 お答えさせていただきます。 

 フェンタニルにつきましては鎮痛を目的とした合成麻薬であり、エトミデートにつきまして

は法律で指定薬物として規制されており、使用の危険性については認識をしております。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 覚醒剤乱用啓発活動だったりとか薬物乱用防止教室などでは、いわゆるフ

ェンタニル含む合成オピオイド、エトミデートの啓発はされていますでしょうか。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 現在、特にこの２つについて、特化しての啓発は行っていないと

ころでございます。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。 

 いわゆるアメリカのＣＤＣのデータでは、2021年から23年の間に毎年７万人以上が、フェ

ンタニルを中心とする合計オピオイドの過剰摂取で死亡している実例があります。ヨーロッパ、

カナダでも同じような状況になっているわけですね。 

 エトミデートのほうに関しましては沖縄県を中心に広がっていまして、警察当局が摘発を進

めていると報道がありました。いわゆる危険ドラッグであるエトミデートは、電子たばこをリ

キッドとして吸引して、手足がけいれんする様子から、ゾンビたばことも言われていますと。 

 そこで、先ほどのまたフェンタニルの問題にも入るんですが、アメリカ政府は、原料が中国

からメキシコに輸出され、そこで製造されてアメリカ国内に密輸をされているという中心ルー

トを見ており、トランプ政権の中国などに対する関税戦争の引き金となっていると。イギリス、

中国、あへん密輸をしたことをきっかけに起きたいわゆる現代のあへん戦争じゃないかと言わ

れております。実際、日本でも今年の６月に、中国系組織が名古屋に倉庫拠点を設け、フェン

タニルの原料をアメリカ向けに大量発送しているという実態が判明したと報道がされました。

これは単なる密輸事件ではなく、日本がフェンタニルの密輸ネットワークの中継地点として組

み込まれていた可能性があると考えております。 
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 さらに、ジョージ・グラス駐日米国大使は、フェンタニルやメタンフェタミンといった合成

薬物は日米両国において多くの命を奪っていると、そして中国共産党はこの危機を意図的にあ

おっていると警告しております。 

 薬物を戦略的に利用した事例、幾つか歴史があると思いますので、私自身は非常に危機感を

持っております。台東区におきましても、ぜひフェンタニルだったりとか先ほどのエトミデー

トの啓発も併せて、ぜひ啓発活動していただきたいと要望して終わります。以上です。 

○委員長 次。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 １点お伺いいたします。177ページの８番、医療連携推進についてです。 

 こちら決算額が100万弱になっておりますが、前年は650万ほどでありました。かなり差が

ありますが、これ理由ちょっと知りたいので教えてください。 

○委員長 健康課長。 

◎大網紀恵 健康課長 お答えいたします。 

 令和５年度には、区内の医療機関や薬局の情報を掲載いたしました医療マップ「台東区の身

近なお医者さん」の作成をいたしました。冊子のほうは３年ごとに改訂しており、令和６年度

は改訂作成がなかったため、冊子作成に係る費用の減となっております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 承知いたしました。 

 これ３年に１回ということですが、どのように活用されておりますでしょうか。 

○委員長 健康課長。 

◎大網紀恵 健康課長 こちらは、区内に転居してきた方ですとか、あとは区有施設ですとか

にお配りをさせていただいております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 承知いたしました。 

 また、同じく事務評価シートでちょっと見ておりましたら、こちらのかかりつけ医を持った

区民の割合という欄があるんですが、こちらは令和５年度は割合が60.6％と出ておりました

が、４年と最新の６年については空欄になっております。それはなぜでしょうか。 

○委員長 健康課長。 

◎大網紀恵 健康課長 この数値でございますが、個別計画でございます健康たいとう21推

進計画の策定の前年に実施した区民意識調査によるもので、意識調査のほうは６年に一度実施

しているものを数値として活用させていただいたものです。というところで、６年度の箇所の

み記載となっております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ６年に一度、承知いたしました。 

 であるならば、次の令和８年度が、６年に一度ということですけれど、令和８年度は目標が
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出ているんですけれど、これはどうしてでしょうか。 

○委員長 健康課長。 

◎大網紀恵 健康課長 シートの記載といたしましては、目標のほうでございますが、令和８

年度予算及び各個別計画との整合性のある数値を設定するということとされていることから、

長期総合計画ですとか健康たいとう21推進計画の最終目標値が共に72％としているところか

ら、この数値を活用したところでございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 分かりました。暫定でそういうふうに目標を設定しているということで承知

いたしました。 

 こちらの事業の目的として、かかりつけ医の定着というところを促進するということになっ

ておりますが、本当にかかりつけ医がいるということは、日常的に健康の相談が気楽にできる

ということであったり、生活習慣の改善であったり、ちょっとちょっとおかしいなというふう

に異常を感じたときの早期発見にもつながると思います。また、かかりつけ医を持つというこ

とは予防医療にもつながりますので、ここは未然に防いでいくということをこれからもさらに

推進していただきたいなと思っております。以上です。 

○委員長 関連。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 すみません、同じ177ページの医療連携推進の真ん中ぐらい、高齢者の保健

事業と介護予防の一体的実施に係る協議会について伺います。 

 これ、高齢者の保健事業と介護予防というのは、令和２年、厚労省のほうで言って広域連合

始まって、台東区としては令和５年から協議会が始まったと思います。今まで２回開催されて

いると思いますが、協議会の趣旨や内容などを教えてください。ごめんなさい、これ委員会で

報告一回もやっていない内容なので、ぜひ詳しくやっていただけたらと思います。 

○委員長 健康課長。 

◎大網紀恵 健康課長 お答えいたします。 

 まず、事業のご説明のほうからさせていただきます。高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施でございますが、高齢者の健康寿命の延伸と自立支援を目的に、医療と介護の連携を進め

るものでございます。 

 区では、令和５年度から低栄養防止や糖尿病重症化予防などのハイリスクアプローチに取り

組み、これを介護予防事業につなげております。 

 取組状況の成果は、学識経験者ですとか医療・介護関係者による協議会において報告、共有

をしており、令和５年度は各事業の進捗とＫＤＢシステム分析を基に健康課題を確認いたしま

した。令和６年度は、疾病重症化予防と介護予防の一体的な推進に向けたスキームの報告と協

議を行い、方向性を共有しております。 
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 なお、この一体的実施事業でございますが、令和５年の１定で事業開始前にご報告のほうさ

せていただいているところでございます。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 ありがとうございます。 

 協議会通して具体的な取組等は、協議会で報告等はあったというのは、取組等はありますで

しょうか。 

○委員長 健康課長。 

◎大網紀恵 健康課長 現在の取組状況といたしまして、ハイリスクアプローチである低栄養

防止事業と糖尿病重症化予防は参加者が少ない状況にあるため、対象基準の緩和ですとか医療

機関への周知を進めているところでございます。また、介護予防との連携としては、保健指導

に簡易フレイルチェックを取り入れ、地域の通いの場への参加へつなげるほか、低栄養防止事

業と介護予防教室を連携して食、栄養に関する講座を開催するなど、実績向上に向けた取組を

進めているところでございます。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 オペレーションアプローチとハイリスクアプローチどちらもやっていますよ

ということで、これからも引き続き頑張ってほしいなと思います。以上です。 

○委員長 次。 

 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 178ページの15番、骨髄移植ドナー支援なんですけれども、骨髄ドナー

助成について伺いたいと思っています。 

 以前にも、ドナーがなかなか見つからない、適合率って数百から数百万分の１というふうに

言われていて、なかなかドナーの数が増えないと、登録人数増えないと、これはなかなか難し

いよというところを指摘をさせていただいて、事業所向けの周知などの強化をお願いしました

けれども、令和６年度の助成件数１件ということで、極めて少ないなと思っています。 

 事業評価シート自体が今年のには記載がなくて、昨年度版までしかないんですけれど、令和

７年度の目標値でいうと、ドナー登録人数1,080人で、ドナー及び事業所助成交付件数は５件

と目標値設定されていますが、今現状はどんな状況でしょうか。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 お答えさせていただきます。 

 まず、企業に対しての周知というところでございますが、産業振興課で発行しております産

業情報ニュース「Ｎｅｔｗｏｒｋたいとう」ですとか、あとは産業振興事業団、勤労者サービ

スセンターのほうで発行しております「センターニュース」で、ドナー休暇制度の導入及びド

ナー支援助成金について掲載をして、啓発をしたところでございます。 

 そして、２つ目のご質問ですが、ドナー登録者数につきましては、令和７年度現在で1,047

名となっております。 
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○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 なかなか目標値に達さないというのは前にもお話ししましたけれど、結

局上限年齢があるので、登録人数、どんどん若手に替えていかないと、なかなか登録人数が増

えていかないという現状があると思うんですね。 

 １点聞きたいのは、企業の認識で例えばドナーの休暇制度とかそういうものをやっている、

もしくは企業がドナー提供に対して前向きであるみたいなところというのは数値化されていま

すか。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 本区内の企業数につきましては把握をできていない状況ですが、

骨髄バンクのホームページに、東京都内330者がドナー休暇制度を導入している企業・団体と

して掲載されております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 骨髄バンクは、10月が推進月間だと思うんですね、今月が。なかなか、

多分中学校への普及啓発とかも一昨年はやっていたと思いますし、若年層の取り込みみたいな

ところをしっかりされていると思うんですけれども、企業アプローチの強化をやはりこれから

していかないといけないんじゃないかなというふうに思っておりまして、台東区内の大企業と

か大きい企業さんにお願いするとか、そういった啓発方法を取ったりはお考えありますか。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 どういった形で企業に周知することが効果的なのかというところ

も含めまして、関係所管と相談しながら引き続き啓発を進めていきたいと考えております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 周知はただ発信しただけだとなかなか、中小企業も見ているようで見て

いなかったりするので、ただ発信したのではなくて、届いて動いたというところまで図ってい

ただけたらありがたいなと思います。以上です。 

○委員長 ほか。関連。 

 青柳委員、関連。 

◆青柳雅之 委員 ９月17日は国際骨髄ドナーデーということと10月が月間ということで、

今、町会の掲示板にポスター貼ってありますよね。そういった地道な努力も続けていらっしゃ

るということで、頑張ってください。以上です。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

 拝野委員。 

◆拝野健 委員 178ページ、14番、自動体外、ＡＥＤですね、普及啓発について伺います。 

 これＡＥＤの貸出しを行っていることは把握していますが、どのような団体やイベントに貸

出しをしているのか、また令和６年度の貸出実績を教えてください。 

○委員長 生活衛生課長。 
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◎福田兼一 生活衛生課長 貸出しにつきましては、台東区にございます団体、法人が区民の

福祉に資する目的に使用する場合などに貸出しを行っているところでございます。 

 実績ですが、令和６年度につきましては隅田川花火大会、下町七夕まつりなど、主に屋外で

行われるイベントに対し、11団体、17件の貸出しを行っております。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 今は３台持っているということだと思うんですが、今後より多くのイベント

に貸出しを行っていくことに考えていること等はありますでしょうか。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 区民の安全安心のため、今後、より多くのイベント等に貸出しを

行えるよう、貸出期間の変更ですとか、あとは効果的な周知方法につきまして検討を進めてま

いります。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 台東区で後援名義を出したり共催名義を出したりすると思うんですが、屋内

であれば台東区の区有施設であれば基本的にＡＥＤあると思うんですが、屋外の場合、なかな

かＡＥＤないことも多いと思いますので、その辺も踏まえて考えていただけたらなと思います。

要望で終わります。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 区有施設に129か所に136台設置していると思うんですが、この決算年度

に例えば不慮の事態があって、区有施設に設置されたＡＥＤ利用された件数とかあったんです

か。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 令和６年度につきましては、３件の使用報告を受けているところ

でございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 具体的な内容とかどういうものなんですか。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 １件目は施設の外で起こったことなんですが、近くにありました

金杉区民館下谷分館のほうで貸出しを行ったというところを聞いております。そして２つ目、

リバーサイドスポーツセンター、これは施設の中で使用したということを聞いております。あ

と、こちらもう１件なんですが、こちらも施設外の話ですが、近くにあった平成小学校からＡ

ＥＤを持ち出して使用したというところを聞いております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 ３件もあったんですね。 

 基本的に、でも本当にそういう区有施設の中のもの、ＡＥＤが、そういう例えば職員の方が
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いらっしゃったりとか、そういう時間帯というかね、それは本当にいろいろな意味で貸出しと

かそういうときはできるとは思うんですけれど、例えばうちの委員長などね、特にコンビニ等

でね、何か設置というか、そういうコンビニ等と連携を取っていただきたいという、そういう

要望とかあったと思うんですけれど、今後その辺についても考えていただければなということ

で要望して終わります。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 以上をもちまして、本項についての審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第２項、保健所費について、ご審議願います。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 以上をもって、本項について審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第３項、公衆衛生費について、ご審議願います。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 190ページの母子保健費なんですけれども、ここの事業全般についてちょ

っと質問させていただきます。 

 ここ15事業あって、どれも産みたい方が安心して子供を産める環境をつくることに非常に

資していると思っていまして、非常にすばらしい取組だなというふうに思っておりますが、こ

の事業の中で、国や都の支出金等が入らずに区で独自で行っている事業がどういったものかと

いうところをまず教えてください。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 お答えします。 

 母子保健費の中の事業は国や都の補助事業を活用したものが多くなっておりますけれども、

こちらの中で区で単独で実施しているものにつきましては、出産費用助成になります。こちら

令和６年度から実施しているものでございます。こちらについては、区の単独の事業というふ

うになっております。 

○委員長 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 分かりました。 

 こちら区の単独で出産費用助成、非常に高く評価しておりまして、合計で6,600万、件数で

いうと1,328件になっているということで、こういったことを進めているというのは、台東区

が独自で進めているというのは、私としても非常に誇らしく考えています。 

 私自身、ちょっと今の日本の少子化の状況というのに非常に危機感を持っています。その中

で、やはり産みたい方が安心して子供を産める環境という部分に関しては、そこの整備という

のは非常に重要だと思っていて、そこに関しては、本当これ他市にまたがる部分なので、ちょ
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っとそういった観点から総括質問でさせていただきたいと思っています。私からは以上です。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 この母子健康診査なんですけれど、健康診査を行うことによって母親にと

っては安全な出産、また妊婦の健康を確保する、また乳幼児の健康管理と健全な発達、育成及

び虐待の防止を図るとあります。 

 この診査を通じて、虐待の発見とか虐待防止を図ることがあったのかどうか伺いたいと思い

ます。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 母子健康診査の中の乳幼児健診のご質問というふうに理解さ

せていただきます。乳幼児健康診査では、体の状況確認のほかの養育状況についても専門職が

聞き取り、把握を行っています。その中で、虐待のリスクとなり得る育児負担などの要因が確

認できた場合には、保健師による継続的な支援や必要に応じて関係機関と連携するなど、虐待

リスクの軽減に努めております。 

 このような取組を通じて、虐待の発見並びに虐待防止に寄与しているというふうに考えてお

ります。以上です。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 また、今度は、先ほどは乳児の件聞いたんですが、健康診査を通じて、母

親から育児上の悩み相談、そういった相談が例があれば教えてほしいと思います。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 育児における悩みの例として、育児、家事、仕事などが忙し

くて疲れていてつらい、叱ってしまうことが多く、子供に与える影響が心配、言うことを聞か

ずにいらいらして子供をたたいてしまうなどの例をお聞きしています。 

 このような事例に対しては、問診の際に専門職から助言を行い、必要に応じて保健師を呼び、

心理判定員による専門相談を行うなどの対応を実施した上で、その後保健師による事後の確認、

あるいはサービスのご紹介、調整の支援等を行っています。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 安心しました。 

 今度３歳児健診のとき、発達に特性を持つお子様における状況などの確認について、どう確

認しているのかな。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 ３歳児健診では、子育て質問票を事前に保護者にお送りし、

記載の上、持参していただいています。子育て質問票は、言葉や発音に加え、発達の遅れや課

題がある場合に起こりやすい、言うことを聞かないとか多動とか、他の子と物の貸し借りがで
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きないとか、そういった生活面について把握するために使っています。 

 ３歳児健診では、保健師、看護師が保護者から子育て質問票に沿った聞き取り、相談事項の

確認を行います。加えて、自然な形での遊びを通じて、例えば２語文が言えるかとか名前、年

齢を答えられるか、大人とのやり取りができるか、お絵描きの様子の行動観察を行います。そ

ういった子育て質問票、それから保護者からのふだんの様子の聞き取り、保健師等による行動

観察、それから医師による診察、必要な方は心理判定員による相談の結果を踏まえて、その後

の対応について判定を行っているところです。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 承知しました。 

 この件については、田中委員と同じく総括で確認したいと思います。またよろしくお願いし

ます。 

○委員長 ほかに。 

 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 188ページ、16番、耳の健康相談ですね。 

 今回、補聴器云々ということもあっていて、でも、耳の講演会などが大きな役割を果たした

と思うんです。それで、ここで耳の健康相談という枠が耳の講演会にとどまっているというこ

とで、この前後を見ますとね、歯科の基本健診など、あとは、そうですね、そういう形で目と

眼科とか緑内障云々ということでのあるわけですけれど、耳に関してはいつまでも講演会止ま

りと言うのはおかしいんですけれど、講演会の域を超えないという状況があるんですけれど、

この辺についてのご意見とかありますか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 耳の健康相談事業に関してのご質問ですが、耳の健康の普及

啓発事業としては年に１回の耳の講演会を開催しており、令和６年度は３月７日に実施し、参

加者は57名でした。また、同月３月に行っている耳、鼻、喉の健康相談は、区は後援という

形で日本耳鼻咽喉科の医師の方にご協力いただいて自主事業として実施しているところで、こ

ちらのほうは相談者数は55名あったというふうに聞いております。 

 そのほか、令和６年度の新たな取組としましては、高齢福祉課のほうで令和６年度から始め

た台東区聞こえの改善機器購入助成の事業案内チラシを参加者に配付し、周知しております。 

 今後も関係の部署と連携をして、効果的な事業になるように努めてまいります。以上です。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 今の自主事業という形でやられておりますけれども、ぜひともこれをきち

んと、何だ、台東区の事業としてやっていただき、そして耳鼻科の医師たちともしっかり、今

でも連携はありますけれども、連携をいただきたいと。本当に何年たっても耳の健康相談止ま

りというのはちょっと違うかなというのかな、本当に区民の健康増進していく上でも大事かな

と思います。 
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 さらに、健診ですので、健診というか、実際には50代ぐらいからそういう聞こえの問題な

どが起こるかなと思うんです。そういうところでこれらをぜひとも発展させていただきたいで

すし、眼科のように総合診断、総合健診のときに医師が認めた場合にはきちんと耳鼻科健診が

できるという、こういうところまで発展させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 総合健診の中での検査ということでございますけれども、労

働安全衛生法に基づく事業者健診とは異なりまして、総合健診は高齢者の医療の確保に関する

法律に基づく健診でございまして、検査項目に聴力検査はなく、区の総合健診として実施する

根拠に乏しい状況です。 

 そのため、区としましては、ただいまの耳の講演会や後援事業である耳の健康相談を通じて、

耳の健康についてさらなる周知啓発を図ってまいりたいと考えております。 

○委員長 伊藤委員。 

◆伊藤延子 委員 今現在のところそこの到達点ということですけれど、今後ぜひとも、健診

が国の決まり云々ということでしたら、そこを外してでも検討をお願いいたします。以上です。 

          （「耳関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 耳関連。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ３月３日が耳の日でね、この日に大体耳の講演会をやっているんですけれど

もね、１年で見ると、６月６日が補聴器の日、９月９日が人工内耳の日って、耳に関連する日

はあるんですね。やはりもうこれ年１回というんじゃなくてね、ぜひ回数増やして聞こえの問

題に取り組んでいただきたいと思います。 

 というのも、伊藤委員ずっと主張もし続けております補聴器の問題と物忘れの問題、認知症

の関連というのはやはり大きな重要な接点があるというのは、これは本当に医学界でもあるわ

けで、そういう意味では次に求めたいのは、ぜひ台東区も物忘れ外来、認知症外来と耳鼻科、

要はリンクさせるような研究を区としても進めていって、より元気な高齢者、認知症ではない

高齢者を増やしていくというのに一歩踏み出していただきたいなって思いますので、ぜひ耳の

日だけの講演会ではないというのも考えていただきたいなと要望だけしておきます。以上です。 

○委員長 次。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ２点お伺いいたします。184ページです、の１番、感染症対策の（２）番、

予防接種のところの、このグラフの中のＨＰＶという欄があるんですけれど、こちらちょっと

お伺いいたします。 

 私、一昨年と今年、２回の一般質問でもちょっとこの件質問させていただいて、何かしつこ

くてちょっと申し訳ないんですけれど、しっかり執着を持ってやっていきたいなと思っており

まして、今ちょうど女性のキャッチアップ接種の期間ではありますが、これは令和４年度から
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接種の人数の推移を教えていただきたいと思います。 

○委員長 保健予防課長。 

◎尾本由美子 保健予防課長 キャッチアップ接種の実績の推移についてお答えいたします。 

 令和４年度が870件、５年度が1,448件、６年度は4,818件でございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ３年間、承知いたしました。 

 これで見るとかなり増えていますし、特に令和６年度で急激に上がったなというふうに思っ

ております。先ほどもちょっと申し上げたんですけれど、一昨年、令和５年12月の一般質問

のときには、女性に対しての本当に期限も迫っているので、本当に受けるのも時間ないですよ

というところをキャッチアップの通知をしっかりしていただきたいというふうに訴えたところ、

ホームページにすぐ載せていただいたというのがありましたし、また、今年のときには、個別

で、そうですね、個別、今までこの始まるときだけ、始まりますよという通知で、いつまで、

終わるというところがなかったのを、それはもう今年が最後の年ですよというふうにしていた

だくことができまして、すごく感謝しておりますが、やはりこういうふうに区がしっかりと取

り組んだことによって増えているのかなとも感じます。やはりいろいろデータを見ていると、

行政の情報によって受けましたというデータがやはり、一番これが高いというのもありました

ので、すごくこれは評価させていただきます。 

 ちょっと同じようなところなんですが、次、186ページの（９）番のＨＰＶワクチン男性接

種費助成のところを続けてお伺いいたします。 

 こちらも質問させていただいて、これは昨年８月に台東区で実施していただきました。実施

からちょうど１年もたちましたということで、この本区の状況を知りたいのですが、１回目接

種したときの年齢、もしくは学年別での人数を教えてください。 

○委員長 保健予防課長。 

◎尾本由美子 保健予防課長 昨年度の延べ人数、合計で284人のうち、その中で１回目の接

種を終えた方を学年別に申し上げます。小学校６年生が３件、中学校１年生が25、中学校２

年生が28、中学校３年生が33、高校１年生が45でございます。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 年齢別、承知いたしました。 

 これ、本当に始まった１年目ということで、やはり、これも先ほどと同様、行政でしっかり

と発信していくことというのがすごく大切であって、やはり行政という一番信頼があるところ

からの発信だからこそ、受けてみようというふうになることはすごくあるのかなというふうに

思いました。 

 ちなみになんですけれど、国においては、今年の８月に、すみません、話が、今の女性に対

して行っているのは、９価ワクチンといって、予防が多分70から90％予防できるというもの

を使っているんですが、男性に対して行っているのは４価ワクチンで、50から70％ぐらいの
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予防で、ちょっとかなり低い、低いといっても、今、無料でできているのはすごくありがたい

んですが、この今年の８月から女性と同様の９価ワクチンが男性にも承認されました。他区で

は導入を検討している動きも出ております。とはいえ、本区においては、男性のＨＰＶワクチ

ンの助成が始まって１年がたったばかりということですので、今このまさに、初年度の接種率

であったり、対象年齢層の申請状況であったり、医療関係の対応などを分析している段階では

あると思いますので、現行制度の実践を踏まえながら、９価ワクチンの助成対象化についても

今後の検討課題としていただきたいなと思っております。これは要望させていただきます。以

上です。 

○委員長 よろしいですか。 

 本目委員。 

◆本目さよ 委員 186ページ、たばこ対策推進、公衆衛生費では２つ質問しますけれども、

たばこ対策、喫煙の害についての事業を、この中で、小・中学校で実施されていると伺ってい

ます。その実施状況と、実施状況は簡単にでいいので、児童、保護者へのアンケートも何か取

っているというふうに聞いているんですけれども、その結果について教えてください。 

 さらに、区として、そもそも論なんですけれど、喫煙や受動喫煙の健康被害をどのように認

識をしているか、見解を教えてください。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 失礼しました。たばこの、たばこ対策推進の中で実施してい

る小・中学校の児童生徒を対象にした喫煙防止教育についてです。 

 こちらは台東病院の医師、あと、それから保健所の保健師による授業ということで、喫煙に

関する害であるとか、受動喫煙について授業をしています。その中で児童生徒にアンケートを

いただき、また、児童生徒を通じて保護者の方にもアンケートをいただいているところです。 

 そちらのアンケートにつきましては、大体、そうですね、児童生徒が全体で1,007人ですけ

れども、回答としては880人、保護者については270人で、保護者の回答率は30％ほどになり

ます。主なアンケートの内容でございますけれども、児童生徒のほうからでは、たばこを吸っ

ている親に今日の授業のことを言おうと思った。私自身も絶対に吸いたくない。たばこは自分

に害を与えるだけでなく、他の人にも害を与えるから、たばこを吸っている人は、みんなのこ

とも考えて、やめてほしいと思った。それから、保護者の例としては、たばこは、吸う本人だ

けではなく、周りの人にもいかに害を及ぼすものかを実感できたようです。中学生のうちにこ

うした意識を高めるよい機会だったと思います。また、たばこは害にもよくないし、お金もか

かるし、本当に駄目だと言い聞かされました。子供のためにも禁煙しますというような、一例

でございますけれども、ご意見もいただいております。こういった家庭で、家族で喫煙、受動

喫煙について考えていただく機会が設けられているのかなというところで、将来の喫煙者抑制

及び家庭での受動喫煙防止に一定の効果はあるものと考えております。 

○委員長 本目委員。すみません、失礼しました。 
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◎塚田正和 保健サービス課長 それから、２点目の区としての喫煙や受動喫煙の健康被害の

認識というところでございますけれども、こちらに関しましては、たばこにはやはり様々な有

害物質であるとか、発がん性の物質が含まれているというようなところと、様々な疾患と因果

関係があるというふうにされています。たばこから立ち上る煙には、喫煙者がたばこを吸うと

きの煙より多くの有害物質が含まれているということで、受動喫煙というのは健康にも悪影響

を及ぼすというふうに考えています。区民の意識調査では、男性の喫煙率は21.2％、女性は

９％ということで、男女ともに減少傾向にはなっておりますけれども、たばこをやめたいと思

う割合が43％となっておりまして、禁煙を希望する区民への支援がより一層必要になってい

るかというふうに考えているところです。以上でございます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 子供が学んだことを家庭に伝えて、保護者が意識が変わるというのはすご

く大きな成果だと思うんですけれども、今おっしゃっていただいたとおり、喫煙は依然として

日本最大の健康リスクで、がん、心筋梗塞、脳卒中、ＣＯＰＤなど、命に関わる病気を引き起

こして、厚労省のファクトシートによれば、年間21万2,000人が喫煙関連で亡くなっていると

言われています。受動喫煙による死亡も年間6,800人、乳幼児突然死症候群、ＳＩＤＳですね、

せっかく産んでも、それで亡くなってしまったらもう元も子もないということで、小児ぜんそ

くのリスクも確実に高まります。医療・介護費、労働損失のなどの経済損失は、何と4.3兆円

を超えて、たばこ税収約２兆1,000億円を大きく上回る健康赤字の構造なんですよね。喫煙は

個人の嗜好にとどまらず、社会全体の健康と財政に直結する問題です。 

 特に本区では、女性の喫煙率が、全国平均7.6％上回る9.9％と高くて、女性や子育て世代

への重点的な禁煙支援が求められると思うんですけれども、豊中市では、ソーシャル・インパ

クト・ボンド、ＳＩＢですね、活用して、5,000万円の事業費で約２億5,000万円の医療費削

減を見込むなど、禁煙支援を支出じゃなくて、投資として成功させている事例もあります。こ

うした成果連動型やＩＣＴを活用した禁煙支援を台東区でも検討してはいかがでしょうか。 

 また、本区もこういった形の東京都の禁煙支援モデル事業にこの年度まで参加されたという

ふうにちらっと聞いたんですけれども、その取組内容とか、区の関わりについて、ぜひ詳しく

教えてください。 

○委員長 国民健康保険課長。 

◎松上研治 国民健康保険課長 東京都と、窓口が国民健康保険課ですので、私のほうから答

弁させていただきます。 

 委員ご指摘の事業につきましては、都が区市町村の禁煙支援等に有用な知見を得るため、令

和５年度からモデル事業として実施してきたものです。事業内容としましては、当区を含む都

内４自治体から、都に対して、国民健康保険加入者のうち、喫煙習慣のある方、こちらのほう

のデータを提供しまして、そちらの方々に対して、禁煙支援薬の提供やアプリによる禁煙継続

のフォローを行う禁煙支援プログラムへの参加を働きかけ、希望者にその提供を令和５年度及
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び６年度に行ったものです。その後、令和７年度に分析結果を報告書に取りまとめ、全区市町

村に提供するものとしています。 

 なお、都では、現在、結果分析中ということで、その報告書が提供され次第、関係課と情報

共有のほうをさせていただきます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 まだ国保名簿の提供のみで、まだ結果が来ていないよという話だと思うん

ですけれども、ぜひ、東京都の結果待つだけじゃなくて、区として独自の禁煙支援プログラム

を立ち上げて、医師の治療だけではなくて、カウンセリングや認知行動療法などを取り入れた

多面的な支援体制を整えるべきだと思います。先ほど保健サービス課長が禁煙支援必要ですと

いうふうに言っていただいたので、やってくれるのかなというふうに思っているんですけれど。

現在、さらに医者に行くともらえるというか、処方される禁煙補助薬チャンピックスが出荷停

止となっている社会情勢があるんですけれども、なので、医療機関でも処方が難しい状況が続

いている。つまりやめたい人が、やめたい人ですよ、やめたい人が支援につながりにくい現実

がある。だからこそ、医療以外のアプローチ、例えば心理的サポートとかが必要になるんだと

思うんですけれども、特に女性や子供の周りにいる家族、パートナーなど、身近な大人の禁煙

を促す取組を強化することで、少子化対策も含めて、家族全体の健康を守ることにつながると

思うんですけれども、その辺、お考えは一層強化していく、禁煙政策を一層強化していくお考

えはありますか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 保健サービス課では、先ほど申し上げた喫煙防止教育のほか

に、各種のキャンペーン、禁煙習慣のキャンペーンとか、ＣＯＰＤのキャンペーン、その他イ

ベントでの啓発、そのほかに、禁煙外来の紹介としてマップを作成して、禁煙外来をご紹介す

るというようなことをしております。今後、そういった取組をさらに充実、ブラッシュアップ

するとともに、先ほどの東京都のモデル事業をはじめとしました先進的なところも引き続き検

討しながら、区として、台東区として効果的な対策というのを引き続き検討していきたいと考

えています。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ぜひお願いします。特にやめたくて、女性や子供の周囲の人へ、ぜひ禁煙

支援充実してください。 

 もう一つ、次、191ページのページのハローベビー学級です。 

 ここ数年、プログラム内容があまり変わっていないんじゃないかなというふうに思うんです

けれども、社会のほうは大きく変わっています。男性の育休取得率、物すごく上がっています

よね。家事や育児を一緒に担う家庭が増えています。でも、それにもかかわらず、いまだに何

か、主な内容の一つが妊婦体験ジャケット、実際につけてみて、軽いねって言いながらジャン

プしてしまうパパもいるらしいんですね。筋肉量も違うし、重さだけでは、妊娠の大変さは伝
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わらないし…… 

          （「パパ、パパ、パパ、パパね、パパ」と呼ぶ者あり） 

◆本目さよ 委員 パパですよ、パパ、パパですよ。 

          （「ばかと聞こえたから」と呼ぶ者あり） 

◆本目さよ 委員 パパです、パパ、はい。最近では、何か妊婦体験ジャケットで胎動や体温

までも再現できる、お湯も入れてくるんだそうですよ。ＭｏｍｍｙＴｕｍｍｙのような妊婦体

験も登場していて、重さだけじゃなくて、命を宿す時間を体験することで、温かくなって、す

ごい熱くなるよとか、だんだん重くなるよとか、蹴られるよとか、そういうのが体験できるジ

ャケットもあるらしいんですよ。そういったところで妊娠や産後の支え方も変わると思います。 

 また、育休取ったパパでも、実は何か、外ではおむつを替えないとかね、あと大きな長男、

つまりパパのことなんですけれど、育休取ってしまうと、お昼ご飯を作らなければいけなくて

大変みたいなママの声も何か結構聞くんですよね。それって、すみません、今、すみませんっ

て声が聞こえてきたんですけれど、でも、何かその辺が、育休が制度として広がっていっても、

意識や行動が伴わなければ意味がないんですけれども、ハローベビー学級の、そう、仕事を休

むだけじゃなくて、仕事は休むけれども、育児、全面的にやるのが育休のはずなんですよね。

ねえ、そうですよね、多分皆さん同意していただいているんですけれど。でも、それをやるた

めには、父親向けの実践的な家事、育児講座、料理だったり、産後のシミュレーションなど、

産後の母親の体はぼろぼろなんだよ、だから、あなたが家事、育児全部すんだよぐらいの勢い

でちゃんと伝えていかなければいけないと思うんですけれど、何かその辺の取り入れる考えが

あるかどうかと、あと、父親支援という文脈で変わったこと、ここ10年ぐらいで物すごい変

わっているはずなんですけれど、変えたことがあったら、もし、実はこんなに変わっているん

だよというのがあったら教えてください。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 ハローベビー学級についてですけれども、講義、沐浴実習、

着替え、だっこの実習、妊婦体験といった講座の構成は基本的に変わりはありません。講座の

内容については、令和５年度から、私たちの子育てプランというシートを配付し、妊娠中に夫

婦で家事や育児についての役割分担やお互いに期待することなどを話し合っておくことをお勧

めし、家事、育児は夫婦で話し合い、協力するものというメッセージを伝えるように内容を見

直しております。プログラムの中では、実習などを主に男性に体験していただくほか、出産前

後の母親の体やホルモンバランスの変化、産後鬱などのメンタルヘルスについて伝え、妊産婦

への配慮について理解を深められる内容としています。以上でございます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 妊娠中の役割分担とかも計画していただけるのはいいんですけれど、その

前提条件として、じゃあ、母乳育児をしたいのか、混合で、ミルクとね、混合にしたいのか、

ミルク育児にしたいのかみたいなところって、どうやったら混合の育児できるかみたいなのっ
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て、ちゃんと授乳でどうやったらおっぱいが出るかみたいな仕組みも伝えての上ですかね、す

ごい重要なんですけれど。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 ハローベビー学級の内容につきましては、妊娠の経過や出産

についてというような妊娠中の栄養、それから妊娠中の歯の健康、産後のメンタルヘルスとい

うような内容となっております。なので、授乳に関して、そこまで突っ込んだ内容にはなって

いないというようなところになっています。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ですよね。私も教わった記憶がなくて、変わっていなければそうかなと思

ったんですけれども。最近、産後ケアにかかわらず、助産師さんたちから聞いた声では、最近、

パパ育休の広がりに伴って、夜間授乳をパパが担当ね、ママを寝かしてあげようというふうに

担当するケースが増えているそうなんですね。それ、すごくいいことなんですけれども、でも、

それね、実は、それが母乳育児とか混合育児、混合の母乳の授乳を進めるに当たっては、それ

が阻害になってしまう、阻害されてしまうんですよね。なぜかというと、夜間も含めての頻回

授乳をしないと母乳育児って軌道に乗らないんですよ。なので、希望があるのに、混合で進め

たい、なぜかというと、母乳のほうが楽だけと、楽、まあ、楽、ミルクの用意しなくていいの

で楽だけれど、でも、全部母乳にしてしまうと、何か預けて出かけるのできないじゃん、だか

ら混合がいいよとかいう保護者の方とかもいて、でも、そのためにはまずは母乳が出るように

しなければいけない。その辺の知識がちゃんと伝わっていないんですよね。 

 ところが、ママの夜間授乳が減ることで母乳分泌がうまくいかず、母乳とミルクを毎回足す、

母乳あげて、足りないからミルクも足す、両方あげるという一番大変な混合育児になってしま

う方も多いそうなんですよ。混合育児だったとしても、最初の３か月は夜間の頻回授乳がすご

い大事で、でも、産前に、夜はパパが交代してって決めてしまうと、助産師も、産後、出ない

んですって駆け込み来た後に、授乳ができないというので、そこから出していくのってすっご

い大変だという話なんですよね。でも、多分、一要因をハローベビー学級、多分つくっている

と思うんですよ、今の話聞いていると。役割分担しますよねって大事です、大事です。だけれ

ど、その前提条件にちゃんとその辺も知識、教えておかないと、ちなみに母乳育児、希望する

人がということで前提条件を出しておきますけれども、その希望する人ができるような重要性、

母乳の仕組みや夜間授乳の重要性をママにもパパにも正しく伝える内容を取り入れるお考えは

どうでしょうか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 先ほどもお答えしたとおり、授乳についてそこまでの詳しい

内容というのは今のところやっていないところです。ただ、皆様のそういった状況であるとか

いうのは合わせながら、そういったものにアップデートしていく必要はあるかなというふうに

考えておりますので、引き続き内容の改善については検討していきたいというふうに考えてい
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ます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ぜひ産前に正しい知識を提供していっていただきたいと思います。 

 さらに、もう最後ですけれども、産後ケア自体も、ママと赤ちゃんが一緒に入院するママケ

ア型ですよね。ママが助産師さんにいろいろ教わる形になっていると思います。そうすると、

育児の担当がママメインで、帰ってからパパにママが教えるみたいな形になってしまうと思う

んです。父親が、パートナーが学び、関わる機会が弱く、何かメイン、サブの構造を助長して

いないかみたいなところがあると思うんですよね。なので、今後、母を支える制度というと、

もちろんここ母子のところなので、母を支える制度ではあるんですけれども、もう時代が変わ

ってきているので、チーム育児を支える制度に変える必要があると思うけれども、最後、産前

からの共育て支援をぜひ強化していただきたいと思うんですけれども、その辺、どう考えます

か。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 育児休業や男性の子育てというのが浸透してきて、社会の認

識が急激に変化しているということは認識しています。そういったことを念頭に、ハローベビ

ー学級において、妊娠期、子育てについて、理解を深めていただける内容になるよう、さらに

検討はしていきたいと思います。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 産後ケアのほうもぜひちょっと、産前だけじゃなくて、産後という話をし

ております。産後ケアのほうも、訪問型の産後ケア取り入れるとか、そういったところも含め

て、パパもちゃんとメインで関われる体制をよろしくお願いします。以上です。 

○委員長 ほかに。 

 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 188ページの17、歯科基本健康診査です。 

 令和６年度より、歯科基本健康診査の対象年齢が新たに20歳からとなりました。健診だけ

ではなく、歯面清掃を行ったり、記念品も提供しているとのことですが、受診率のほう、いか

がでしたでしょうか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 令和６年度の二十歳の歯科健診の受診率でございますが、

6.4％でございました。令和６年度の全体の受診率は8.7％でしたので、全体と比較しますと

低い状況という結果になっております。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 いろいろしてくれたけれど、厳しかったとのこと、理由を教えて、考えら

れたら教えてください。 

 あと、結果を踏まえて、今後の受診に生かしていただきたいんですけれども、どのような対
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策、練られますか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 当初の想定では、歯科基本健康診査の30歳の受診率を参考

に、13％程度を見込んでおりましたが、やはり二十歳については、歯や口に関する自覚症状

が少ないため、やはり想定より受診率が低かったかなというふうに、30歳よりも受診率が低

い傾向になったのかなというふうに考えております。 

 今年度、６年度が最初の年度ですので、引き続き受診勧奨など、工夫を検討しまして、受診

率が向上するように取り組んでまいりたいと考えております。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 ちょうど歯科健診が途切れてしまう時期に当たって、健康についての意識

が一番薄れてしまう環境だと思うんですよね。この空白世代に向けて、どうしたら受診率が上

がるのか、アンケートを取るなど、また周知方法も工夫して、先ほど弓矢委員がおっしゃって

いたんですけれども、区がしっかり取り組むことで、必ず成果が出るものだと私も考えますの

で、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。ちょっと通告しているので。 

 私、初めての一般質問でちょっとこの件を取り上げさせていただきました。二十歳の歯科健

診率が、今、6.4％ということだったんですけれども、その結果、要治療になった方の割合と

いうのは出せますでしょうか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 二十歳の歯科健診の受診者の中の内訳ということで。 

          （「そうですね、はい」と呼ぶ者あり） 

◎塚田正和 保健サービス課長 虫歯や歯周炎が見られた要精密検査であった者の割合は

38.8％、それから歯石の付着や歯肉に炎症が見られた要指導というものであった者の割合は

38.8％でございました。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。 

 6.4％の健診で、さらにその人のうちから40％弱ぐらい、やはり指導だったり、治療が必要

だということなので、結構な確率だと思うんですね。なので、そういったやはり健診を受ける

と、これだけの結果が出るということが分かったので、そういったことも今後の啓発に含めた

らいいのではないかと思います。以上です。 

○委員長 ほかに。 

 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 186ページなんですけれども、そうですね、本当弓矢委員のところで関連

と言えばよかったんですが、ごめんなさい、失礼しました。186ページの８番、新型コロナウ
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イルスワクチン接種に関してお伺いいたします。ごめんなさい。 

○委員長 いや、大丈夫、どうぞ、続けてください。 

◆吉岡誠司 委員 すみません。ということで、令和６年、健康被害救済制度を、2024年時

点で、私、いろいろと申請の件、お伺いしたと思うんですけれども、今現在の健康被害救済制

度の申請件数、内訳、死亡者数、審査待ち、審査待ちをしている方はどれぐらい待っているの

か教えてください。 

○委員長 保健予防課長。 

◎尾本由美子 保健予防課長 お答えいたします。 

 まず、申請件数ですけれども、31件ございまして、すみません、31件ございまして、国へ

の申達後、24件について結果の回答がございました。その内訳は、認定が16件、否認が８件

で、認定された方のうち、死亡者は３名おられました。また、国において審査中の件数は３件

でございます。国へ申達してから結果が出るまでの期間は、現在、平均で約11か月となって

ございます。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。 

 以前聞いたときより進展しているというところで、少し安心したところではございますが、

いまだにまだいらっしゃるということですので、最後までしっかりと寄り添っていただければ

なと思います。 

 以前、元新型コロナ対策の分科会会長の尾身茂さんが、最近、テレビ番組でコロナワクチン

の感染防止効果は残念ながらあまりなかったと。若者は重症化しにくく、ワクチンの副反応が

強いため、接種は本人判断でと初期から訴えていたというふうに言われております。我々国民

は、いま一度振り返りをしなければいけないんじゃないかなと思っています。メディア、そし

て行政、様々なところからいろいろな情報が飛び交っていて、いわゆる尾身茂さんのこういっ

た発言、もともと、最初っから言っていたよということですが、我々国民としては、そのよう

に感じている人も少なかったわけでして、今後、同じようなパンデミックが起きたときに同じ

ようなことをするのかというと、やはり我々は一つ一つ修正しなければいけない部分もたくさ

んあると思うんですね。そういったところも今後、私自身も、何でしょう、すみません、そう

いったところを、そうですね、予防課長のほうも一緒になって、今後同じようなこと、しっか

りと反省し、改善していけるよう頑張っていきましょうということで、すみません。 

○委員長 よろしいですか。 

◆吉岡誠司 委員 そのまま続けて大丈夫ですか。 

○委員長 はい、どうぞ。 

◆吉岡誠司 委員 すみません、そのまま続けさせていただきます。 

 188ページ、がん検診についてお伺いいたします。 

 台東区で、がん検査によってのがん発見者数の５年間の推移を教えてください。 
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○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 お答えします。 

 過去５年間でお答えします。５つのがん検診で、がんとがんの疑いを含む発見数につきまし

ては、令和２年度が128件、令和３年度が177件、令和４年度が144件、令和５年度が155件、

令和６年度が131件となっております。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。 

 増えているところもあれば、減っているところもある、横ばいのところもあるというところ

で、日本全体でいうと増加傾向にあると思うんですけれども、そもそもなぜがんになるのかと

いう一番重要なところを様々な角度で調査すべきなんじゃないかなと思います。安全だと言わ

れていたものが、最近になり、発がん性があったと認められることが出てきております。私自

身ももっと早く知ればよかったというふうに感じているわけですけれども、例えば一つとして

上げると、最近、タール系着色料の赤色３号、アメリカのＦＤＡが2025年の１月15日に食品、

医薬品への赤色３号の使用許可を取り消すことを公表いたしました。日本だと、ケーキやかま

ぼこ、お菓子などに使用されております。私はかまぼこが大好きです。ということで、2021

年にカリフォルニア州環境保護庁が、子供のＡＤＨＤなどの発症と赤色３号の摂取には関連性

があると見られると報告もしております。赤色３号については、ラットで行った研究の結果、

摂取量の増加ががんを誘発する可能性があると結果も報告されていますが、日本の消費者層に

関しては問題ないと回答しているんですね。 

 そういった、日本側とアメリカ側、海外側ではやはり違いがあるというところもあるんです

けれども、ほかにもいろいろあるんですが、ちょっとまとめさせていただくと、人工甘味料の

アスパルテームも発がん性があると言われております。除草剤のグリホサートに関しましても

発がん性があると報告されていて、フランス、ドイツ、オランダなど、制限、規制をしていた

り、禁止している国もありますね。アメリカのＥＰＡも今現在、そのグリホサートに関しては

再評価を進めており、最終判断を2026年に行う予定です。なぜか日本では、逆に残留基準、

グリホサートの残留基準を、小麦は６倍、ライ麦は150倍、ソバは、そういうふうに規制緩和

を逆にしちゃっているわけですね。なぜかとすごく疑問に思う部分もあるんですけれども、そ

もそもなぜがんになるのかというところにもしっかりと調査研究をしていただきたいと関係機

関に要望して終わります。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

          （「がん関係」と呼ぶ者あり） 

○委員長 がん関係。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 がん検診について、同じく伺います。 

 今月、ピンクリボン月間なので、乳がんに関しまして、以前、当会派の冨永議員も一般質問
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で取り上げさせていただきましたけれども、当時の令和６年の一般質問当時は、失礼しました、

政府の乳がんの検診の目標率というのを新しく政府が定めて、それが60％だったところ、区

の検診率はまだ未達だというようなご報告があったかと思います。現在はいかがでしょうか。

まずお伺いいたします。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 健康たいとう21推進計画（第三次）において、国の掲げて

いる目標が60％ということになっていることに対し、区民意識調査に基づき算出した台東区

の乳がん検診の受診率は51.2％で、目標には達していない状況でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 すみません、先ほど一般質問で６年って言ったんですけれど、５年だっ

たと思います。失礼いたしました。 

 それで、未達の原因についてはどのように考えていらっしゃいますか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 こちら、第２次の計画では50％であったところが60％に引

き上げられたという状況もございますので、今後も引き続き、様々な啓発をしながら、受診率

向上に努めていきたいと考えています。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 啓発ももちろん大事だと思いますし、あとは、マンモグラフィーの検査

に助成のクーポンが出ていますし、私も先日、行ってきたんですけれども、あの検査自体の負

担というのもあるかなと思いまして、実際に行きますと、マンモグラフィーは、もちろんクー

ポンをもらっているからただでできるんですけれど、エコーの併用を勧められたりですとか、

あとはクーポンは隔年で来るけれども、本当だったら、40歳前後、私はまだ微妙、微妙にま

だ30代ですけれど、30代後半ぐらいからは毎年検査受けたほうがいいよって言われたりもし

ます。どこまで区が補助すべきなのかというのはあると思いますけれども、そういった上乗せ

助成についてもご検討いただきたいと要望させていただいて、終わります。 

          （「関連です」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 私もがん検診のところ、通告しています。 

 いろいろ、様々、ちょっと吉岡さんも、委員もおっしゃっていただいたんですけれども、日

本と海外における条件とかいうのも違うので、やはり根拠に基づいたやはりものを、国として

もちょっと定まっていないところあるんですけれども、きちんと科学的データに基づいたがん

要因となるものはきちんと検証していけたらいいなというふうには思っております。 

 それで、この５つのがん検診というのは、住民検診がちゃんと法律の裏づけがあるもので、

職域検診のほうは法律の裏づけがないということなので、しっかりとやはりここは区がしっか
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りと行っていくべき５つのがんになると思います。 

 今、乳がんについて、受診率というのをお伺いしたんですけれども、子宮頸がんのほうはい

かがでしょうか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 子宮頸がんにつきましては、こちらは、自治体の検診として

の受診率で、東京都の方式により算出したものですが、34.1％になります。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。 

 乳がんに比べてちょっと低いという数字が出ています。先ほど、ヒトパピローマウイルスの

ワクチンのこととかもこちらで話あったんですけれども、ワクチンを打っているから、何か安

心安全だみたいな感じを捉えている方、結構多くて、ワクチンを受けていても、子宮頸がんの

検診は受けたほうがいいというのが推奨されています。これはもう前がん状態で分かるものな

ので、もうしっかりとそういったエビデンスに基づいた啓発を行っていっていただきたいと思

います。 

 それに絡めて、乳がんなんですけれど、前ページの187ページ、ブレスト・アウェアネスな

んですけれども、この普及事業が、令和６年度、19回行われていたということなんですけれ

ども、ちょっとホームページ見ても、今年、どういうふうに行われているかというの分からな

かったので、どこでどのように行われたのか教えていただけますか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 ブレスト・アウェアネスの普及事業についてでございます。 

 こちらの19回というところでございますが、そのうちの８回につきましては、育児相談の

際の来所者に対し、ミニ講座として行ったもの。それから11回につきましては、健康推進員

の地区連絡会において、同じようなミニ講座として行ったもので、その合計で19回でござい

ます。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。 

 これは、では、ホームページ載せて、一般にこういう事業ありますよというのではなくて、

育児相談に来た人対象とか、あとは、地区連絡会だから、その地区の中で行うような講座だと

いうことなんですね。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 こちらの講座についてはそういった形でございますけれども、

こちらのほうは10月の乳がん予防月間の一環ということで実施しているもので、それ以外、

これ、この講座以外、ミニ講座以外にも様々な媒体を通じて、今、ブレスト・アウェアネスに

ついても啓発を大々的に進めているところでございます。 

○委員長 風澤委員。 
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◆風澤純子 委員 分かりました。 

 多分ホームページとかにやり方を書いてあったりとか、あと冊子があったりとか、何かそう

いうことかなと思うんですけれども、もう本当にこれ、私も自分で発見して、早期治療で治っ

ているので、本当に、乳がんに関しては、自分で発見できるがんであって、検診で発見するよ

りも自己発見のほうが高いがんになりますので、ぜひともこれ、もうちょっと、何ていうのか

な、広げていってほしい。ホームページとかに載っているけれども、こういった育児相談とか

地区連絡会の人だけではなくて、もう全体的に、女性が自分で発見できるような周知というか、

普及事業を取り組んでいただけたらなと思います。ちょっとがん検診については、どこかでも

うちょっと深掘りしていきたいと思っております。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

◆風澤純子 委員 今、関連で入ったんですよね。 

○委員長 もしもう１個やるんでしたら、そのままやっちゃって構いませんので、どうぞ。 

◆風澤純子 委員 では、189ページのがん患者支援なんですけれども、令和６年度からこち

ら上限額だとかが拡充されて、件数が増えていると思うんですけれども、助成の内容を、151

件中、どういったものに助成されたか教えていただけますか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 151件の内訳でございますが、そのうちのウイッグが125件、

それから補整具が21件、医療用帽子が３件、弾性着衣が２件でございます。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。 

 こちら、やはり前年度よりもやはり助成件数も額もぐんと増えています。これ、保健福祉委

員会の委員長の松尾議員も一般質問をしていたと思うんですけれども、がん患者以外の疾患に

ついても、ぜひとも広げていっていただけたらと思います。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

 はい、次。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 私は、短くいきます、ここは。183ページ、結核医療費等の部分ですね。 

 ということで、先ほどからたばこの話ありましたが、台東区ではＣＯＰＤのスクリーニング

等をやったりとか、ＣＯＰＤで11月の19日ですよね、ゴールドリボンをやったりとかって、

いろいろな運動があります。実は他区の喫煙所に結構行くと、禁煙外来の貼り紙とかがしてあ

って、ああという感じなんですが、台東区は結構進んでて、防災対策とか、そういうのがある

んですが、逆にこうした、ＣＯＰＤ等のこうしたイベントがあるなんていうのは台東区内の喫

煙所に掲示してもいいんじゃないかなというふうに思っています。 

 その上で、結核なんですが、私の持っているデータ、ちょっと古いんですが、2022年のデ

ータですと、東京都全体で10万人当たり8.5人ですが、台東区は16.7人、２位以下が新宿、豊
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島で14.0、13.9とかで、依然として、３年前は台東区は結核の数や率でいったら、やはりす

ごい上位を占めていたんですね、１位で、安定の１位だった。ところが、最近ちょっと動きが

変わってきたということがあるみたいです。ここには、新規の登録者数26人というふうにな

っていますが、この傾向ですとか、罹患率などの傾向について教えてください。23区内の傾

向ですとか。 

○委員長 保健予防課長。 

◎尾本由美子 保健予防課長 お答えいたします。 

 直近３年間の数字で申し上げます。結核の新規登録患者数は、令和４年が36人、令和５年

が28人、令和６年が26人と減ってきております。また、結核罹患率につきましては、６年度

がまだ出ておりませんので、令和３年から申し上げます。令和３年が19.1、令和４年が16.7、

令和５年が12.7と減少を続けているところでございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 23区内の順位的にも、先ほど私が言った16.7のときはもう断トツ１位だ

ったんですが、ぶっちぎりの、傾向変わってきたんですか。 

○委員長 保健予防課長。 

◎尾本由美子 保健予防課長 令和５年では、都内では４番目ということで、１位ではござい

ませんでした。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 全国的に毎年10％程度ずつぐらい減っていて、23区内も同じような傾向

があると。ただ、下がっている率が区によって若干違うことで、いよいよ台東区だけが結核の

平均を上げているというところから大分変わってきたと思います。ただ、依然として、ほかの

地域を見ると、外国由来のあれだったりとか、例えば神奈川でいったら横須賀市がぐんと上が

っていたりとか、そういう傾向があるみたいで、台東区の場合、やはりツーリスト、非常に多

い地域でありますし、今後の見通し的な部分でいくと、いろいろなリスクがまだあるんですか

ね。 

○委員長 保健予防課長。 

◎尾本由美子 保健予防課長 台東区の結核の発生状況を分析しますと、委員ご指摘の外国籍

の方の部分と高齢者の方ということで二極化しているところがございます。 

 対策としましては、高齢者対策としては、社会福祉施設での講演ですとか、接触者健診等、

また外国人の方については、日本語学校健診ですとか、こちらも患者が発生した場合の接触者

健診等に注力しているところで、今後もその方針を続けていきたいと思っております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 大阪の西成ですか、あいりん地区がいまだに、これは23年のデータです

が、10万人当たり78.5人ということで、すごい高い数値を示していることに比べると、台東

区は、特定のエリアが原因の部分というのは大分収まってきて、ある意味、新たな時代、結核
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対策の時代に入ってきたのかなというふうに思いますので、引き続きのご努力をお願いしたい

と思います。以上です。 

○委員長 次。 

 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 196ページの自殺予防対策です。 

 国や東京都と比べて、台東区の自殺死亡率は高い傾向にあるということで本当に大変懸念を

しているんですが、このゲートキーパー養成講座ですね、これがちょっと、過去、例年に比べ

て結構回数が増えて、講座に参加している方も増えているという状況がございます。ゲートキ

ーパーとはということで、本当に悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援

につなげ、見守る人のことですということですが、このゲートキーパー養成講座の状況につい

てちょっと教えてください。 

○委員長 保健予防課長。 

◎尾本由美子 保健予防課長 お答えいたします。 

 ゲートキーパー養成講座の開催状況ですけれども、先ほど委員ご指摘のとおり、６年度は８

回と、５年度４回に比べて４回分増加しております。また、受講者のほうも、５年度223人の

ところ、271人と増加をしております。 

 271人の内訳ですけれども、区の職員の職員研修として、係長昇任者研修等で実施したもの、

また、関係機関を対象としたものでは、区内３地区の健康推進員の方などから依頼をいただい

て、実施したもの等がございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 この講座、出前講座なんですが、ユーチューブでも行っております。ゲー

トキーパーの役割とか、台東区の自殺の状況とか、あと、悩んでいる人への対処、対応方法な

どということで、そういう意味でユーチューブでも今、展開しているということです。私も拝

見させていただきました。 

 この自殺予防対策連絡協議会ございますが、この構成メンバーと協議会の内容について教え

ていただきたいと思います。 

○委員長 保健予防課長。 

◎尾本由美子 保健予防課長 自殺予防対策連絡協議会は、年１回開催しておりますが、構成

員は31名でございまして、内訳で見ますと、医療関係者、法曹界、民生委員、警察、消防、

ハローワーク、ＮＰＯ法人、その他行政職員等でございます。 

 内容につきましては、本区の自殺の現状ですとか、それから、対策の状況、自殺未遂者支援

などの実績について報告、共有しますとともに、６年度につきましては、台東区自殺予防計画

の策定の年でございましたので、計画についてのご意見を伺っております。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 今、自殺未遂者の件のお話が出ましたが、これ、未遂者の把握については
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どう行っているかということと、あと、この自殺支援者の逆に支援部会ってあるんですね、こ

れについてちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長 保健予防課長。 

◎尾本由美子 保健予防課長 自殺未遂者の把握のルートですけれども、主に医療機関でござ

いまして、医療機関に救急搬送されて、退院をされるというときに、継続の支援を求めて、本

人の了解の下、保健所に連絡があるというケースが一番多うございます。 

 また、自殺未遂者支援部会というのが、先ほど申し上げました連絡協議会の下に位置づけら

れておりますけれども、こちらは年２回開催をしておりまして、先ほど申し上げましたような

情報共有のほか、対応困難事例についての検討を行いまして、専門的な助言をいただいている

ところでございます。 

○委員長 小坂委員。 

◆小坂義久 委員 了解しました。本人の了解の下ということで、そういう形で把握に努めて

いるということも確認させていただきました。 

 ちょっと最後は要望なんですけれど、この予防啓発の講演会ですね、これがちょっとなかな

か、いわゆる参加者数もちょっとなかなか下回っているというか、なかなか参加されている方

が少ないということなんで、この実施時期とか、また周知についてしっかり検討していただき

たいと思います。非常に大切な事業だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以

上です。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 186ページ、総合健康診査について伺います。 

 受診者数２万3,352人ということですが、国保加入者、後期高齢者、生活保護者のそれぞれ

の割合、パーセンテージですね、受診率の割合と受け止めについて教えてください。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 お答えします。 

 令和６年度の受診率でそれぞれということでございますが、国民健康保険が40.6％、後期

高齢者医療制度が47％、生活保護受給者が24.8％ということで、全体では42.0％でございま

した。 

 それから、受診率に関する認識でございます。 

 健診の受診率が毎年横ばいであることは課題であると認識しております。特に40代、50代

の受診率が他の年齢層に比べると低いため、この世代に届くような受診勧奨が課題となってい

ます。区としましては、個別に受診票を送付するほか、はがきで未受診者に勧奨したり、区公

式エックスとかＬＩＮＥでお知らせするなどして、ｺﾞ診忘れのないように、周知啓発に努め

ているところでございます。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 令和５年度の、ちょっと特定のところで申し訳ないです、生活保護受給者受
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診率でいくと、台東区は、令和５年、24.5％なんですが、例えば荒川区だと31.6％、また、

ほかの区だと、低いところだと18.5％、区の名前は出さないんですが、という、何か受診率

にかなりのばらつきがある中で、まだまだできることあるんじゃないかなと思っています。生

活保護受給者だけの健診ではなくて、全体として、総括でもう一度聞かせていただきます。以

上です。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 204ページの６番、住宅宿泊事業について。 

○委員長 今、そこへ、次の項になってしまうので、待ってください。 

 以上をもって、本項について審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第４項、環境衛生費について、ご審議願います。 

 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 先ほどは失礼いたしました。 

 204ページですね、住宅宿泊事業事務のことでお伺いいたします。 

 今現在の住宅宿泊事業の届出件数と、できれば苦情や指導の件数がどれくらいあるか教えて

ください。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 お答えさせていただきます。 

 令和７年の８月末時点になりますが、届出件数としましては1,236件となります。 

 苦情の件数が97件になります。指導の件数ということですが、苦情が入り次第、我々のほ

うで事業者のほうに連絡をして、都度都度指導しておりますので、その件数については取って

おりません。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。 

 届出を出されている事業者自体が、この５年間でも、５年前に比べると約２倍以上となって

いると思います。苦情の件数も増えていると思うんですけれども、そこで、苦情が特定エリア

だったり、建物に偏っている、偏在しているケースがあるかだったりとか、そういった分析は

していますでしょうか。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 今現在、地域ごとの苦情の発生状況につきましては、集計してい

ないため、お示しすることはできませんが、苦情が増加している現状を踏まえまして、今後、

様々な視点から状況の分析を行っていきたいと考えております。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 承知いたしました。 

 いわゆる民泊のことに関しましては、総括でまとめさせていただきます。よろしくお願いし
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ます。 

          （「民泊関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 民泊関連。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 資料18、主な苦情のところで、先ほど少し答弁がありましたけれども、や

はり民泊、これだけ増えてくると、自分の家の隣が民泊という人が増えてきたというふうにす

ごく感じていますし、戸建ての多い地域では、本当にチャイムの問題とか、臭いの問題とか、

幾つも苦情に上がってきていると思います。このやはりその他というところで、資料の裏面か

な、になっている民泊の標識がないとか、緊急連絡先に電話してもつながらないとか、やはり

こういうところは何らかの改善がすれば、少しでも苦情が減ってくるのかなとは思うんですけ

れども、何かそういうところで、改めて対応をこういうふうにしていますとか、こういうとこ

ろを強化していきますとかいうのがあるのか教えてください。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 こちらの緊急連絡先に電話してもつながらないとか、そういった

ことにつきましては、区民の方から連絡をいただいた際に、すぐに事業者を呼び出して、改善

をするように早急に対応しているところでございます。こういったことも踏まえて、事業者の

ほうに、こういった苦情が多くなってきているので、注意して実施するようになど、注意喚起

はしていきたいと考えているところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 今の民泊は、もう本当に観光特区、観光のインバウンドを誘致するためにず

っと、安倍政権下からずっと始まってきた、本当に住民不在の政策だなというふうに私感じて

いるところでもあります。ぜひ、よりよい地域、住み続けられる地域という、その地域がつく

られるようなものにしていただきたいと思います。以上です。 

          （「じゃあ、民泊、私も」と呼ぶ者あり） 

○委員長 民泊。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 台東区で民泊条例つくったときのいろいろな思いを思い出していますよ。

住民不在という話ありましたが、台東区では、結構住民ベースの皆さんで民泊、あるいは観光

客をおもてなしするということで、若干規制は加えましたが、何ですか、もう大幅に規制する

というところまではやらなかった部分があるんですね。じゃあ、その思いが今回の、今のまち

の状況の、こう比べてどうかというと、もう完全にビジネス目的の民泊事業者であったり、あ

るいは、新しい低層のアパートが建ったと思ったら、その全ての居室が民泊シールが貼ってあ

ったりとか、そういう状況になっているので、先日の本会議でも、条例改正のご提案がありま

したが、やはりいろいろな方法の一つとしては、そろそろ見直しを考えていかないと、住民、

区民のストレスは相当なものになっていると思いますので、この辺りは、ある意味、苦情が来

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－108－ 

た、区民の方からいろいろ連絡が来た、あるいは我々議員から連絡が来た、そのたびにチェッ

クをしに行くんじゃなくて、定期的にチェックをするような、そんな形を取らないと、逆に優

良な民泊事業者というんですか、区民の方たちがおもてなしベースでやっているそういった民

泊までもこう白い目で見られてしまうと、迷惑施設になってしまうという状況になりますので、

やはりここは大きな転換点に来ていると思います。 

 そして、私、今回は、この特に分かりやすいのでいくと、ごみですね、民泊から出るごみと

いうのは、これ、普通の家庭ごみとして出していいものなのかどうか、これもう一度伺ってお

きます。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 民泊から排出されるごみにつきましては事業系のごみとなってお

ります。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ただ、問題点としては、中に入っているものはいわゆる生活ごみですから、

これ、きちんとルール守って、自分のところにシール貼っているところだったらいいですけれ

ど、よくお聞きになっていると思いますが、そこの前に出さないで、ちょっと離れたところに

もう出してしまうと、もう指導のしようがないんですよね。そういった意味では、例えば有料

のごみ券を定期的に領収書、提出させるとか、あるいは、何ですか、事業系の業者との契約を

している何か書面をきちんと確認するとか、そのぐらいのことをやんなければ、業者によって

は、ばれなければいいんだよ的な形がもう横行しています。私も、本当に目の前で、道挟んで

反対側にごみを捨てに行く現場などは、もうしょっちゅう早朝目にしていますが、私自身もそ

うですし、住民の方たちはそこで注意したりとか、その場でまた連絡したりとかって、なかな

かできない状況もあるので、そうした予防策というのはぜひ考えていただきたいと思いますが、

その辺りはいかがでしょうかね。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 確かに委員がおっしゃるように、観光客を誘致することは重要だ

と考えておりますが、一方で騒音やごみの不適切な排出による苦情も増えているところでござ

います。民泊に関しましては、地域住民の環境が守られていることが大前提となりますので、

今後、より適正な運用になるように取り組んでまいりたいと考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 この辺にしておきますけれど、大阪では例の民泊特区ですか、あれも新規

受入れをやめますということを明確に出していますし、ぼちぼちそういう時期に来つつあるの

かなというふうに思っています。何しろ新たに参入している人たちはホテルとか簡易宿泊所の

登録をするより民泊で建物建てちゃったほうが何か利益が上がるからみたいな、そんな一点で

今増えていますので、そこは本来の条例の趣旨からは大分変わってきているということを申し

上げておきます。以上です。 
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○委員長 吉岡委員、いいですか。終わりましたか、大丈夫ですか。 

◆吉岡誠司 委員 すみません。 

○委員長 関連に入ったので、もともと戻しますので。 

◆吉岡誠司 委員 201ページをお願いします。地球環境保全の推進というところで、保護樹

木の助成に関してお伺いいたします。 

 こちら平成14年度から補助金額が保護樹木ですと１本１万円、２本目からプラス5,000円と

いうことなんですけれども、やはりほかの地区とかを調べてみると、太さで変えていたりとか、

本数で変えていたりとか、上限金額が決まっていたりとかいうところがあるわけですね。台東

区も物価や人件費が上昇している中で、このような助成金額上げることは検討されているのか

お伺いいたします。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 昨年度の花とみどりの基本計画の中間改定の際に所管委員会にて報告

をしておりますが、保護樹木、保護樹林の所有者に対してはおおむね５年に一度、保護樹木の

維持管理等についてアンケートを実施しております。その結果から現状やニーズの把握を行い

まして、また他区の状況なども踏まえながら支援策の充実を検討しております。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。 

 今年の８月に実行されたということで、そのまま引き続き皆様の意見を聞きながら、ぜひ前

向きに検討いただければと思います。要望で終わります。 

○委員長 関連ありますでしょうか、関連。 

 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。 

 私もちょっと通告を出しているので、多分こちら共産党さんからですかね、樹冠被覆率と緑

の推移というのを出してもらっていると思うんですけれども、これ、これまでも多分…… 

          （「資料」と呼ぶ者あり） 

◆風澤純子 委員 資料ですね、ごめんなさい。資料１になるんですかね、今までの委員会で

も指摘がされたように、この指標というのはあくまでも見た目での緑とか、そういう率だと思

うんですけれども、ちょっと国際的には樹冠被覆率というので、環境的には指標とするという

のが結構今、そのような流れになっていると思うんです。実はこの花と緑を増やすのはもちろ

ん同意するものなんですけれども、ぜひ木々のほうをやはり樹冠被覆率を増やすということで

樹木を増やしていただきたいというふうに思っております。何ていうのかな、今年の夏、中野

の市民団体が大地の温度測定というのをした結果が出ていて、それによると、例えば８月３日

晴れの日、35度、公式気温が出ていて、そのときの木陰とひなたの地表面と、あと50センチ、

ちょうどベビーカーの高さだと思うんですが、そこを想定して温度を測っております。そうす

ると、ひなたの地表ではそれもきちんと晴れの日の測定は19か所、曇りの日でも31か所とか
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いう感じで、測定値もいろいろなところで測定をしています。そうすると、外というか公式気

温35度の日でも木陰とひなたの差異が13.4度以上、地表面ですね、ある。50センチのところ

でも6.8度になっています。ただ、この地表ではもう50度を超えて測定不能になったところも

多くて、そのときは50度ということで測定をしているそうです。やはりこれだけの差がある

ということで、木陰によってこれだけの気温差をつくることができている、こちらしっかりと

したデータがありますが、これって、市民団体がやったものなので、ぜひともこういったデー

タできちんと木陰というのがやはり涼しい、だから必要なんだというところを、区としては打

ち出していただきたいなというふうに思っています。 

 こういう測定結果をもって、やはり樹冠被覆率というのを行政指標としてほしいというのが、

この市民団体さんとかのまとめというふうにはなっておりますが、樹冠被覆率でいうと、なか

なかこれ、データ、行政的に出していないんですけれども、東京大学の研究チームが出したデ

ータによると、例えば東京23区、2013年から2022年で東京ドーム256個分が樹冠の割合が消え

ていて、一番多いところは23区内千代田区が16.7％、皇居などもありますので高い数字が出

ています。台東区は大体ちょっとグラフで読めないんです、ちょうど６％ぐらいですね。国際

的には30％を目標とするというのが打ち出されていますので、全然追いついていないような

状況です。屋上緑化というのは見た目的には、空から見た目というのは緑が増えたなってある

んですけれども、ＣＯ２削減とかいうとほとんど意味がないというふうなデータも出ておりま

すので、ぜひとも今後やはり木の効果、ＣＯ２吸収するとか、そういった面で樹冠被覆率のほ

うを使う、そのためにもちょっと区としてもちゃんとしっかりしたデータを持っていただきた

いというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 樹冠の被覆につきましては、緑陰がつくられ、またヒートアイランド

現象の緩和などの観点から有効な側面もあるかと思われますが、台東区の花とみどりの基本計

画におきまして、30年度に実施しました緑被率等の調査におきましては緑被値の内訳として、

樹木被覆値の面積も把握しておりますので、区の面積に占める割合というのは把握をしており

ます。ただ、計画におきましては、多様な緑を増やすという観点から樹冠の被覆だけではなく

て、草地ですとか、屋上緑化を含む緑被率と緑率等を指標として位置づけているという状況で

ございます。このため樹冠被覆率を指標とするということは考えておりませんけれども、引き

続き現在の指標によって緑の状況を把握しながら、多様な緑の保全創出に向けまして関係課と

も連携を図りながら取り組んでまいります。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 分かりました。多様な緑というところの目的は分かりますけれども、ちょ

っとゼロカーボンシティに向けてというところもしっかりと目的を持っていただきたいなと思

います。以上です。 

          （「緑関連」と呼ぶ者あり） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 ここで休憩。ここで10分間休憩いたしたいと思います。 

          午後 ４時５８分休憩 

          午後 ５時０９分再開 

○委員長 ただいまから、決算特別委員会を再開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 引き続き、第４項、環境衛生費について、ご審議願います。 

 先ほどの関連。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 緑関連で、資料１、先ほど少し話が出ましたけれども、やはり緑率とかって

いったらば、屋上緑化も今有効だって答弁ありましたけれども、屋上緑化をやるとウミネコの

巣になってしまって、騒音問題とかふん害とか、そういう問題もあるので、やはり地上の草木

を、木をまず増やしていくことというのは十分必要なことだというふうに思っています。もち

ろんムクドリの問題とか、少し地方都市に行くと、駅前のムクドリの問題とかあるので、一概

に鳥害というのかな、鳥の害というのが、問題もあるんですけれども、やはり日陰ができるよ

うな樹冠被覆率というのが有効だと思います。 

 私も樹冠被覆率の問題を取り上げていますけれども、なかなかかたくなにそういう数値を出

していこうという様子がないんですけれど、何か理由があるのかちょっと教えてください。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 樹冠被覆率についてでございますけれども、先ほども申し上げました

とおり、現状の緑被率、緑率につきましては、草地や屋上緑化のほか樹冠の被覆も含まれてご

ざいまして、この指標を目標に向けて高めていくということを定めておりますので、樹冠被覆

率については指標とすることは考えてございません。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ指標としていただきたいと思います。 

 それで、併せて伺いますけれども、やはり今、台東区の中で、じゃあ緑をもっともっと増や

そう、増やしていこうというふうに、区としても考えていないことではないので、そこは理解

はするんですけれども、例えばじゃあ、東京都が管轄である上野公園、谷中墓地でもっと木を

増やしてほしいというふうに東京都と話合いをしているとか、あと国道も何本も通っています

から、国道には背の高い木が植わっています。昔、古くからいえば排気ガス問題で木が増えて

きた時期がありましたけれども、もっともっと、例えば木を植える間隔を狭めてほしいとか、

狭めればもう１本、もう２本、もう10本と植えられるとかいうのが、国と協議をしているの

か、その辺はどうなんでしょうか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 東京都につきましては、昨年度中間改定を行いました、花とみどりの

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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基本計画におきましても、計画策定の審議会に都も委員となっておりますことから、台東区で

は緑の保全や緑化の推進に向けて取り組んでいるということを伝えております。また、審議会

は毎年実施をしておりますので、計画の状況につきまして今後も共有をしていく予定でござい

ます。ただ、都の考えとしましては、むやみに木を伐採しているわけではなく、倒木のおそれ

や老木など、伐採せざるを得ない場合があるということで、まずは移植も検討しながら緑の確

保に努めているということでございました。 

 国につきましては、計画策定時に国道の街路樹の本数調査を実施しておりまして、その際に

本計画の目的ですとか、目標を伝えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 具体的に、じゃあ国道で、今、計算上何本プラスができるのかというのは、

単純に私も数字が出せるわけではないですけれども、やはり街路樹を増やすこととか、あと東

京都が管轄の上野公園で、区としても区の意向を、考えを伝えているということですけれども、

じゃあ実際に上野駅公園口から上野動物園、これは私、何度も指摘していますけれども、西洋

美術館前のところで何本の木があるんですか。どれだけの木陰ができているんですか。そうい

うところを十分調査する、もしくはそういうところも一緒に、先ほど風澤委員からありました

けれども、区民として一緒に調査をしていくという姿勢はないんですか。その点はどうでしょ

うか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 公園の樹木につきましては、都側の管理におきまして、景観ですとか

を意識した上で現在の樹木が植えられているというふうに考えておりますので、今植わってい

ない場所にさらに樹木を植えるようにというふうに要望をすることは考えておりません。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 すみません、街路樹ですので、公園課のほうから答弁させていただき

ます。 

 まず、街路樹ですけれども、高木に当たる高い木ですけれども、こちらは東京都の道路工事

の設計基準というものがございまして、樹間、木と木の間約６メートルから８メートルという

設定になってございます。その関係で木を植える並木ます、こちらもその間隔で植わっており

ますので、それに合わせて植樹をさせていただき、当然枯れたり傷んだりした場合にはすぐ植

え替えをしているというような状況がございます。 

 また、東京都とは街路樹担当者連絡会、こちらを毎年開催しておりまして、いろいろな情報

交換をさせていただいております。樹種、木の種類とか、先ほどおっしゃった樹間であったり

とかいうことも話し合っております。またそこで話し合った内容等、国からの通達と併せて、

東京都から国のほうへもフィードバックをしていただいているような状況がございますので、

引き続き樹間の維持ですか、増やすような形で取り組んでまいりたいと考えております。 

○委員長 鈴木委員。 
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◆鈴木昇 委員 ８メートルから６メートルというんだったら、６メートルを基準に考えれば

少しずつ木が増えると、もちろん道幅とか、いろいろあるので、単純ではないというのは分か

りますけれども、世界的にはもう樹木は増やそう、増やさないと駄目だというふうにスイッチ

しているんですよね。日本と東京都も遅れているという状況がありますので、なるべく早く木

陰がたくさんできるようにしてほしい、それで、剪定が必ず年１回ぐらい入りますけれども、

剪定をするときにも、強剪定になって木陰がなくなるような剪定にはならないように十分配慮

した計画を立てていただきたいと思いますけれど、その点はどうでしょうか。 

○委員長 公園課長。 

◎村松克尚 公園課長 剪定についてお答えいたします。 

 区では剪定に当たりまして、先ほどおっしゃるような強剪定という、元気がない木を強く剪

定してより新しい枝を生やそうというようなことも、木の育成状況によって行っております。

基本的には今の木の形をそのまま維持するということで、必要最低限の剪定、また枯れ枝等で

通行人がけがしないような程度の剪定という形で、できるだけ抑えた剪定を行っているところ

でございます。引き続きそのような対応をしてまいります。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 あと先ほど木の話が少し、高齢者施設での木の話が出ましたけれども、浅草

が前の法人のときはベランダの外側に木を植えたり、家族会の費用で木を植えたりして育てて

いただいておりました。ぜひ、私、蔵前小学校の壁面緑化、もう枯れちゃって、ずっとそのま

まの状況になっていて、もういいかげんに外すなりなんなりするべきじゃないかというのも委

員会で求めてまいりました。やはりそこは教育委員会マターとか、高齢福祉課の責任でとかい

うよりも、これ、環境という視点で、ぜひ環境課が推進して、そういうところはもう緑が守れ

る、そして緑が増やせるというふうにしてほしいと思うんです。区有地が台東区内にぽつりぽ

つりと使っていない小さな区有地があって、ポケットパークにもなっていないようなところっ

てあると思うので、そういうところを近所の方のご協力も得ながら、ご理解も得ながら木を増

やしていくというのも一つの方法だとは思いますので、できるところから進めていただきたい

なと思います。 

 台東区、区長の花と心の話ではありませんけれども、より地域によって植木を、自分家の目

の前に狭いながらも小さいながらも少しでも緑を増やしてみたいな、緑を増やしたら心安らぐ

よねというふうにいって、増やそうとしている、育てている方もいますので、私も事務所でち

っちゃいスペースですけれども、そういうのをやったりしていますので、ぜひそういう視点で

もって緑をちょっとずつでも増やしていく、そういうふうにしていただきたいというふうに思

います。 

 緑に関しては以上です。 

○委員長 関連。 

 青柳委員。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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◆青柳雅之 委員 私も通告しておきまして、私はまずは203ページの花とみどりの基本計画

に絡めまして、今、鈴木昇委員ともすごいリンクするんですが、緑に目覚めた人が増えてきて

よかったなとは思っているんですが、じゃあ区有施設、教育委員会の施設、あるいは高齢施設

言ってまいりましたが、花とみどりの基本計画改訂版の事業ナンバー１ということで、区有施

設における積極的な緑化の推進、庁舎等の区有施設において台東区みどりの条例で定められて

いる緑化基準に基づき、いろいろなところを緑化に努めますという高い基本目標を掲げられて

います。それで、今の話を聞いていると、緑化を、緑を増やしたりとか、新しい建物に植えて

いくというところよりも、日々の管理、季節の管理ということがやはり大事なんじゃないかな

ということをすごい思うようになってきました。というのも、やはり今年は本当に猛暑で、い

ろいろなところの低木、高い木も枯れています。あるいは葉を落としただけで来年の春、芽を

出すものもあるかもしれませんが、すごい状況になっています。私、場合によっては、樹種、

木の種類自体をちょっと南よりの暑さに強い樹種に変えていかなければいけないぐらいの現象

が来てんじゃないかなというぐらいのことも思っています。ちょっと南国系のヤシとか、そう

いうんじゃないですけれど、千葉の南のほうに行くともうそういうヤシの木並木とかがありま

すが、それは置いといて、そういった意味では、私、鈴木昇委員が言ったとおり、それぞれの

施設のほうでは緑を管理していながらも一定の基準だったり、一定の周囲というんですか、こ

このところ晴れが続いているから、やはり暑さ、猛暑で水をやっていますかとか、そういった

施設全体の緑の管理というのは、どこかでやっていかないと、バランス調整が取れないんじゃ

ないかと思っていますが、そこが環境課なのか、公園課なのか、あるいは緑担当を新たにつく

るのか、どっかが音頭を取っていくべきだと思いますが、その辺りの取組ってどうでしょうか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 委員おっしゃるとおり、区有施設等の花や緑の維持管理につきまして

は、所管課や各施設において管理をしております。環境課としましても所管から相談や情報提

供があった場合には、今ある緑を適切に維持するようにお願いをしておるところでございます。 

 ただ、昨今、夏の猛暑によりまして維持管理というのが難しくなっている状況にございます。

施設によって採用されている品種ですとか、また、その年の気温や降雨量などによっても生育

状況というのは変わってまいりますので、一律の基準については難しい側面もあるかと思いま

すけれども、各施設に対しまして花や緑を適切に維持するように、今後働きかけてまいります。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 どうしても比べてしまうのが、やはりこれだけの猛暑であったり、いろい

ろな悪条件でもオフィスビルとか、あるいは商業施設、あるいは台東区内ではお寺がいっぱい

ありますけれども、お寺の緑などは、やはりきちんと管理されているんですね。本当に見事な

ぐらい、そういったところの愛情なのか、手数なのか、あるいはお金、費用をかけているのか、

その辺りはいろいろあるんでしょうけれども、そうした同じ台東区内で、マンションのエント

ランスなどもそうですね、枯れたりしていませんよ、ほとんど。そういったところと比べると

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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やはり公共、区の施設だったり、区の管理しているところの管理が甘さというのが非常に目に

つくところがありますので、これはもう環境課長だけに、今、答弁求めていますが、副区長、

ぜひともこうした全庁的に区長の花と花の心に通ずる部分ですから、その辺りは緑を愛して一

緒にやっていただきたいということをまず要望しておきます。 

 次に同じ関連で、もう１個やっちゃっていいですか。 

○委員長 200ページ。201ページのところから今203ページ飛んでしまったんですけれど、

201のところで、もう１人いらっしゃるので、そちら先に。 

◆青柳雅之 委員 そうですか。分かりました。 

○委員長 弓矢委員、関連で。 

 手を挙げてください。 

◆弓矢潤 委員 これはなしで。 

○委員長 いいんですか、言わなくて。分かりました。 

 じゃあ、青柳委員、そのまま。 

◆青柳雅之 委員 すみません。じゃあ次に、ちょっと似たような指摘になるんですが、やは

り緑化推進ですね。区の花、アサガオですとか、この年度は大輪アサガオ展、坂本広場でやり

ました。今年は花川戸公園のところでやりました。こうした草の根の地域へのいろいろな取組

が活発に行われているところはすごい、環境課長、評価していきたいと思うんです。真夏の暑

いときにやられていました。さらにはコンテスト、あれもどっか、緑のカーテンのコンテスト

とか、そういうのがあって、室内コンテストをやったりとかしていますが、その基になってい

るのもやはりこの花とみどりの基本計画の中に指標の４として、身の回りの花や緑を増やして

いる区民の割合、これを今現在52.3％、過半数を超えています。これを55％に増やしていこ

うという高い目標を掲げているんですね。大体約区民の割合20万人とすると１％が大体2,000

人ですよね、今回これは2.数％上げるから5,000人ぐらい増やしていこうという取組だと思う

んです。ただ、その中でもこうした各講座の人数見ると、結構少ないのかなって思います。中

には応募が２倍とかいう講座もあるらしくて、それからスケール感から考えると、回数を増や

すか定数を増やすか、何かしらもう少しボリュームアップをしていくべきだと思いますが、そ

の辺りいかがでしょうか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 身の回りで花や緑を増やしている人の割合を増やしていくためには、

身近な場所で気軽に花や緑を育てるきっかけづくりが必要であると考えております。今年度も

ベランダガーデニング講座ですとか、助成制度、室内園芸コンテストなども創設をしまして取

組を推進しております。 

 ご提案の園芸講習会の定員についてでございますが、現状はお一人お一人にきめ細かな対応

を行って、講習会の質を担保するという観点から、講師の方とも相談しまして定員数を決定し

ておりますが、今後講師と調整の上、可能な範囲で増員を検討してまいります。 
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○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ここに出ているやつだけじゃなくて、グリーンリーダーがエコフェスタと

かいろいろなときにやっている寄せ植えの体験会とか、あとはまちづくりでパンダ広場でやっ

ているとかでも、いろいろな機会があります。ですので、こうした講座だけによらずとも、そ

ういう緑を普及する取組がいろいろな場所で行われるようになればいいなというふうに思いつ

つも、一方で、区長がやっている花の心ですよね。そして、花の心の協力員でお水をまくよう

なボランティアを募っています。今年の夏も炎天下の中で１日に２回水をあげたりとかって頑

張っていた人がいたんですが、やはり夏の終わりのある日に、昨日まで水をあげていたのが、

切替えの時期で次のお花に替わってしまうわけですね。そうすると、本当に暑い中愛情を込め

て育てていた花が、ある日突然またなくなってしまうというか、植え替えが分かっていたら、

せめてそこだけ自分の家に持って帰るとか、あるいは１日ぐらいお水あげるのもうお休みする

とか、いろいろなことができたんだけれどということで、結構心折れてしまうという話があっ

て、やはり花の心をすごい大切にしている皆さんの思いとかが大分そごが出てきている部分も

あるので、確かにいろいろな連絡等を細かにやるのは大変な作業かもしれませんけれども、そ

うした草の根で頑張っていただいている皆さんの花の心も大切に育てていただきたいなという

ことを要望して、この項は終わりにしておきます。以上です。 

○委員長 よろしいですか。 

 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 申請２件出していましたが、大江戸清掃隊のほうはもうしっかり要望を伝

えているので、これはここではやめます。 

 200ページの（１）本庁舎屋上緑化です。令和６年度の予算委員会で当時クローズしていた

屋上の開放を要望いたしましたが、現在は開放され、自由に出入りができるようになりました。

ホームページも手を加えてあり、適時更新されているようで評価しております。肝腎の業者の

入替えの進捗、いかがでしょうか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 屋上をモデルガーデンのモデル企画の企業の状況でございますが、現

在全16区画中１区画空きが生じている状況でございまして、区のホームページ等で出展企業

の募集を行っております。また、それ以外の展示企業に対する働きかけということで申し上げ

ますと、メンテナンスが実施されたことにより、緑の状態が改善された区画もございますが、

一方で夏の猛暑によりまして一部緑が傷んでしまっている部分もございます。展示企業に対し

ましては緑を良好な状態にするよう引き続き働きかけを行ってまいります。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 ぜひお願いします。やはり先ほどから何回か皆さんおっしゃっている、花

の心プロジェクトをうたっている本区の庁舎として、役割が十分に果たしてほしいと思ってお

ります。庁舎の中で唯一外に出られて緑化や環境保全の取組も実際に目で見て体感できるのが
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屋上です。手続や相談など、緊張している来庁者にとって息抜きの場ともなります。どうした

らその業者のスムーズな入替えや手入れ、これが実行できるか、課が一丸となってしっかり取

り組んでいただき、意図している本来の屋上の姿を見せてほしいと心から願っています。要望

は伝え続けていきます。よろしくお願いします。以上です。 

○委員長 ほかに。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 199ページの生活環境保全の推進全般ということで伺いたいと思います。 

 環境課さんなのかちょっと分からないんですけれども、お伝えしたいのは、私、今、上野地

区に住んでおりまして、自分の事務所も御徒町とかにあるんですけれど、朝、自分が通勤した

りとか、あと何でしょうね、いろいろ移動したりしたときに、ごみが中央通り沿いに非常に目

立つんです。あと春日通りも私の生活圏ですけれども非常に目立ちます。大体特定の場所決ま

っています。事業系のごみなのか一般ごみなのか分かりません、あの辺は家はないので事業系

だと思いますけれども、その辺りにカラスの何かつついた跡みたいなのありますし、そこに観

光客とか来街者とかが投げた、投げたって言ったら変ですよね、ごみが散乱して、ますます何

ていうか、すごく見苦しいようなことになっています。それで、中央通り、春日通りだけじゃ

なくて、そこは本当に私の生活圏なので目立つというだけだと思うんですけれども、あの辺は

もちろん回収もされていると思うんですが、なかなか事業系のごみっぽいですね、どうしても

ボランティアさんとかが、例えば私も町会でごみ拾いとかしますけれども、そういった自分の

家の周りの裏路地とかのごみ拾いとはレベルの違うごみがすごくもうひどい状況で散乱してい

るんです。これはそういった苦情も実は私が見ただけじゃない、たくさんの方からいただいて

います。 

 それで、あそこを、じゃあきれいにしようと思ったときにすべがないんですよね、もちろん

掃除したいのはやまやま、ただ、明らかにちょっともう見るのも、顔を背けてしまうような生

ごみとか、すごくグロテスクなというかものをなかなか素人手出しづらい正直あります。あと

は交通量が多いです。都道だと思うんです、春日通りとか、中央通りというのは。なので、交

通量が多くて車道にもごみがはみ出ていたりするので、なかなかそれを何かごみ拾い隊が何人

かで一斉にそういうイベントとかやってやるのはいいかもしれませんけれども、なかなか有志

の方だけでは難しい現状があると思っています。それで、都道ということもあって、区がどこ

までやるのかということあると思うんですが、私がこの数か月間、あるいは何年か観察したと

ころでは、ごみがずっと残り続けているので、多分なかなか自主的なそういったボランティア

とかによる清掃って難しいんじゃないかと思うんですね。 

 それで、それが朽ちていくまで、プラスチックというのは何十年かかるか、何百年かかるか

分かりませんけれども、生ごみはもっと早いかも分かりませんけれども、いずれは朽ちていく

と思うんですが、それに任せるままでいいのかと、しかも中央通りでは今度広場化計画とか、

これまでも３か年計画でやっていましたけれど、そういったウオーカブルなまちづくりに向け
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てのイベントなども行われますし、実際にそういったまちづくりでも非常に重要な基幹道路で

す。春日通りは文京区との区境ではありますけれども、同じように台東区としてもそういった

多くの方がいらっしゃる道路で玄関口といってもいいような道路だと思います。そういった道

路の美化というか、何ですかね、どのように考えていらっしゃるのかということについて伺い

ます。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 中央通りや春日通りにおけますごみの投棄についてでございますが、

区におきましても現状を把握しておりまして、随時道路管理者であります東京都の第六建設事

務所へ連絡し、清掃や不法投棄対策について依頼をしております。他区におきましては、大江

戸清掃隊にご登録をいただいている皆様や一般の方のご協力をいただきまして、今年もごみゼ

ロキャンペーンを実施するなど現地の状況を注視をしております。しかしながら、委員ご指摘

のとおり、事業者が排出したと思われるごみですとか、そうしたごみが放置されることによっ

てごみのポイ捨ても誘発し、散乱している状況は見受けられますので、今後とも随時各道路管

理者と連携を図りながら状況の改善に努めてまいります。 

 ただ、都道につきましては、円滑な交通を確保するために道路管理者である都が清掃を実施

するものでございますので、都道を区が清掃するということにつきましては考えてはおりませ

ん。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 もちろん都とか区とか、そんな歌がありましたけれど、そういう管轄の

問題もあると思いますけれど、やはり住んでいる人にとってはそういうのは関係なく、やはり

ここは台東区の私たちのまちだなというふうに思っておりますし、そういうのを放置している

ように見えるわけで、そうすると台東区はやってくれないのかというふうに思われてしまうわ

けですね。そんなふうにいうと、自分のまちなんだから自分できれいにしたらって、自分のほ

うに振り返ってくるんですけれど、そういった事業系のごみとか、あと生ごみが散乱している

のとかは、素人にはやらせないであげてほしいです。区民にそこは善意で任せないでほしいで

す。やはりそこは事業者だから事業者がもちろん責任を持っているのは当たり前ですけれども、

それの指導もしていらっしゃるのは重々承知してもいるんですけれども、それを朝スタンバっ

ていて、そこ、捨てちゃいけませんとかいうことを全部できるわけではないです、絶対にごみ

というのは残ってしまうんですね。それをやはり定期的に一回全部きれいにしていただくよう

な機会を都とも協力してつくっていただきたいなと強く要望をさせていただきます。以上です。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 拝野委員。 

◆拝野健 委員 すみません、道路管理者はもちろん東京都ですよね。要望も出しているんで

すよね、ごみがあった場合に。 
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○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 都道に今放置されているごみにつきまして、近隣の住民の方からご意

見をいただくこともございまして、そのたびに道路管理者である東京都に連絡をしまして、清

掃の依頼等を依頼してございます。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 依頼した場合にやらないことってあるんですか、東京都は。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 道路管理者である東京都の判断におきまして、状況がひどい場合には

清掃が実施されております。 

○委員長 拝野委員。 

◆拝野健 委員 管理者、東京都であれば東京都に要望するのが一義的には必要なのかなって

思いますよね。じゃないと、どこまでもやらなければいけなくなってしまうんで、道路管理者

が責任を持ってやっていくというのが大事だと思います。区民が要望があった場合にはちゃん

とすぐ対応してもらうというのが基本的な流れだと思います。以上です。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 中村委員。 

◆中村謙治郎 委員 現場のことをよく見てくれていると思うんですけれど、今の話だと確か

にごみを片づけるというのは六建の、だけれど、今ごみの問題というのは事業者の問題だから、

やはり事業者のごみの出し方というところは台東区であると思うんです。まず、出ているごみ

袋を片づけるって、これはもう毎回毎回東京都にお願いしてやっていることだけれど、そのご

みを減らしていく方向を考えていかなければいけないんで、そこはやはり台東区でしっかり知

恵を絞って、清掃事務所と協力しながらやってください。以上です。 

○委員長 要望でよろしいですか。 

          （「関連で」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 今の湯島天神下のあのエリアということで、早朝５時半ぐらいに町会の方た

ちなのかな、その商店街エリアの人たちなのかな、清掃はしているんですよ、毎朝。それ多分

業者じゃないと思います、作業着を着ているわけじゃないので。ただ、それでもやはり先ほど

中村委員がお話しされたように、ごみの出し方の問題だと思うので、それこそ上野の飲食店外

でのモラルの問題とか、ごみ箱の補助金が１件しか出なかったというのも含めてですけれども、

その辺から解決していかないと、ネズミは減らない、ごみも減らないというふうになっていく

と思うので、ぜひそういう視点で環境課としては全庁的に取り組んでほしいなと思います。以

上です。 
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○委員長 よろしいでしょうか。 

 じゃあ、新たに。 

 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 200ページの生活環境保全推進の公衆喫煙所整備についてお願いします。 

 先ほど本目委員から、相当たばこはやはりよくないよというお話をいただきましたが、私は

この32億8,000万円という、台東区に入ってきている、頂戴している税をどううまく使うのか、

たばこに関してはやはり吸う自由と吸わない自由と両方、両側面を持っていると私は思ってお

りますので、両者が共存する環境の整備が我が区にとって一番重要なんじゃないかというふう

に考えております。 

 さて、最近ちょっと喫煙者が弱い立場であるなというふうに思うのは、やはりマナーの悪い

人が多いというところなのかなと思っています。台東区は条例をつくりまして、朝の７時から

９時までは全面禁煙になっているんですけれども、今、喫煙所の件数、全圏で30件あると思

います。そのうち終日開いているところが15件なんです。しかも朝の７時から９時まで閉鎖

していないところというのは、それにプラス５件で、20件しか開いていないんです。先ほど

本目委員が、男子21％、女子９％で、ざっと計算したんですけれど、台東区で二十歳以上で

たばこを吸う方約３万人弱いるという計算になります。とすると、20件で足りるのかなと、

そもそも論の話なんですが、その上でご質問させていただきますけれども、公衆喫煙所整備等

助成をしていただいたことは大変高く評価しているものでありますが、この年に関しては実績

がゼロ件でありました。直営が１件増えて、指定が２件増えて、改修が５件あったかなという

ふうに思うんですけれども、それに関して、なぜ申請交付に結びつかなかったのか、手続上の

どこに障壁があったのか、意見があれば教えていただきたいです。所見があれば教えていただ

きたいです。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 令和６年度につきましては、設置経費助成の実績はゼロ件でございま

した。こちらの要因でございますけれども、制度開始以降、物価高騰などにより公衆喫煙所の

設置や維持管理に係る経費が増加していることに加えまして、用地の確保が困難であることや

設置候補地の近隣住民の方からご理解をいただくのが難しいなどの理由がございます。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 そうなんですよね、なかなか嫌われる施設なので、造りますって言って

も、嫌だよって、周りに言われてしまうことあると思うんですけれども、地域で見ると、課長、

十分ご理解されていると思いますが、言問通り以北ではたった２件しかないんです。蔵前橋通

りより以南で２件しかないんです、30件あるうちの。しかも谷中地区ゼロなんです。ゼロで

はないんですけれど、実質的にゼロですね。ということで、谷中地区も少ない、入谷地区も少

ない、地区ごとにやはり差が出ていると思うんですけれども、どの辺りに苦情が多い、ホット

スポットになっているのはどの辺なんでしょうか。 
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○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 ご意見の多いスポットなんですけれども、公衆喫煙環境の整備指針に

もお示しさせていただいておりますとおり、浅草地区ですとか、蔵前、上野の地区などにつき

ましてはご意見が多い状況になってございます。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 三ノ輪の駅周辺、入谷の駅周辺、蔵前の駅周辺、上野広小路の駅周辺、

ＴＸ浅草駅周辺は、半径300メーター以内にはないと私は認識しているんですけれど、そうい

った中でこの成果をこの先どう上げていくかというところで、実際整備数の目標に対して今後

はどのようにアプローチをかけていく予定でしょうか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 整備につきましては、引き続き拡大していきたいと思ってございまし

て、区による整備のほか、民間事業者による整備でお力添えも得ながら分煙環境の整備を進め

ていきたいというふうに考えております。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 私、自分が環境の委員長だったんで、本当に頑張ってくださっているこ

とは分かっているんですけれど、区の直営の民間で難しい部分は区の直営でやらざるを得ない

と思いますので、吸う人も吸わない人も心地いい台東区にしていただきたいなということを要

望して終わりにします。 

○委員長 次、喫煙所関係。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 通告も出しているので、設置助成の部分、区が造るところは用地の問題等も

あると思うんですけれど、設置助成の問題でちょっとお伺いをしたいんですけれども、今は多

くは自動販売機とかの設置をする業者さんとかが比較的何件が運営をしてくれていると私思っ

ているんですけれども、公衆喫煙所を造ろうとすると、一旦お金をその土地の場所の所有者が

出して、後から補助金として戻ってきて、ほぼ持ち出しはないのかなと思うんですけれども、

その制度というのをもっと使いやすく、場所は提供しますというふうになったときに、いっと

き出さなければいけない、300万とか500万とか結構な金額がかかるので、それを最終的には

補助金としてＪＴさんとか台東区が補助金として戻すんですけれども、一旦出金をするという

やり方を変えたらば少し喫煙所の箇所が増えるんじゃないかなというふうに思うんですけれど、

その辺どうですか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 本助成制度は民間事業者が喫煙所を設置し、また、公衆喫煙所として

区より指定させていただけるものについて助成金を交付する制度でございます。喫煙所の設置

主体となるのは事業者でございますので、区が直接工事事業者と設計の調整を行うことや工事

事業者へ直接設置費を支払うのは難しいと考えておりますが、今後とも設置を検討してくださ
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る事業者とは綿密にご相談をさせていただきながら事業を進めてまいりたいと考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 事業者、いわゆる会社、組織だったらば、400万、500万という数字は一旦

立替えをしてもらって、出してもらったっていいと思うんですけれども、個人でその場所を提

供できますよという人の場合は、やはり出さなければいけないんですよね。そこは喫煙所を造

りやすく、受動喫煙をなくすという考え方でやっていただきたいと思いますので、ぜひ工夫し

ていただきたいと思います。 

 一方で、もちろん喫煙者そのものだって、先ほど本目委員からお話ありましたけれども、税

収よりも医療費のほうがかかっているという実態はあると私も認識はしていますので、私も喫

煙者ですけれども、そういう形で分煙をすることで子供たちへの受動喫煙がすごく減るとか、

たばこの臭いが嫌だからという人への対応というのもできると思いますので、ぜひそれは追い

かけて、要求も含めてやっていきますので、よろしくお願いします。以上です。 

          （「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 もう一言だけ。すみません、喫煙者の権利とか分煙の必要とかはすごくよ

く分かるんですけれども、これだけ土地がないない言っている台東区に今喫煙所が30か所あ

る、その代わりと言っちゃなんですけれども、例えばベンチがあったりとか、小さいお子さん

やお年寄りの方が何ていうか、休める場所があったほうが、台東区全体としては何ていうか、

いいまちというか、そういうふうにはなると思うんですね。だから何か喫煙所ありきでちょっ

と環境化進めるんじゃなくて、全体の台東区はどういうまちにしたいかというのを、いま一度

皆さんで考えていただきながら、本当にここに喫煙所が必要なのか、それともベンチだったり、

ちょっとした休憩スポットとかウオータースポットがあったほうがいいのかとか、そういった

のを考えていただけたらと思います。以上です。 

○委員長 要望でよろしいですか。 

          （「関連させてください」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連。 

 田中委員。 

◆田中宏篤 委員 これ、すみません、ちょっと遅れて、発言通告一応している内容なんです

よね。今、ほぼほぼ自分の結論の部分に関しては、岡田委員のほうから話があったんで、ただ

やはりすごく、先ほどの本目委員の発言もあって、難しいなというか、思うのは、結局のとこ

ろ健康推進の観点からいう部分と、財源等、嗜好品としての自由とかいう部分もあるんですけ

れども、の部分とというのがやはり相関するというのは、結構前の随分昔の議会の議事録とか

見ても、とある議員が、自分がよく知っている議員がそんな発言もしていたのは見ているんで

す。例えば先ほど本目委員からの発言で、4.3兆円の損失総額という話があるんで、多分厚生
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労働省の喫煙の健康影響に関する検討会の報告書とかだと思うんですけれども、内容的には。

ただ、これ、変な話、超過医療費、超過介護費との推計だとか、あとは経済損失２兆500億の

推計だとかいうのがあるんですけれど、実はちょっと反論も学術的に結構あったりするんです

ね、逆説というのが。例えば本来もうこれが政府のほうで正しい数字って認識してんだったら、

とっととたばこを違法化すればいい話なんですけれども、なかなかそうもいかない。これとい

うのはやはり健康推進と財務省の財源とのバランス、兼ね合いという部分があって、だからこ

そ難しい問題になっているのかなと、台東区に関しても同じことだと思っています。 

 やはり重要なのは、先ほど本目委員からあったように、やめたいと思っている人が中毒性が

あるものなので、それがやめられない。それをじゃあどうやって支援していこうか、これはす

ごく健康推進の観点からも大事ですし、また、望まない受動喫煙の部分ですね。例えばこれ、

受動喫煙による超過医療費3,300億円あるというふうに、先ほどの出ていた報告書の中にもう

たわれているんですけれども、そういったことがやはりあってはいけない、これをゼロにしな

ければいけないという部分からすると、ただ、たばこ吸う方の権利もあるという中でいうと、

やはり徹底した分煙というのが最終的なソリューションなのかなというふうに思っています。

台東区の32億という税収、これを上回る経済的損失があるかないかという部分に関しては、

あるという説もあるし、ないという説もある、これ、立つスタンスによっていろいろ違うんで

すけれども、ただ、ここに関してはやはり32億の税収がある中でしっかりと喫煙所を整備し

て望まぬ受動喫煙が起こらないようにしていかなければいけないというところは、私の意見で、

岡田委員と同意です。やはり重点区域の中で、臭い等々たくさん苦情があるのであれば、やは

り公営でも設置の前向きな検討、努力をすべきだと思っていまして、例えば道路に建てる、い

ろいろハードルはあったりするんですけれども、一例ですけれども、浅草公会堂とかって、建

物の中に入ると１階に喫煙所があるんですけれども、外から直接のアクセスができづらかった

りする中で、例えばそういったところを公衆喫煙所として開放するとか、いろいろな区有施設

を使ったりとか、区有施設も施設の内容によって健康推進法からちょっと反したりもするので

難しいところはあるんですけれども、そういった部分で何とか広げていくという努力は必要な

のかなというふうに思います。これをやはりいろいろな立場ある中で、それぞれ反対、賛成あ

る話だとは思うんですけれども、一応私の見方としては、そんな部分なので、ちょっと自分も

通告を出していたので意見として申し上げるだけしておきます。以上です。 

○委員長 次、新たに。 

 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 １点お伺いいたします。200ページ、（４）番の有害鳥獣等対策についてお

伺いいたします。ここは以前、青鹿議員が質問をされていたと思うんですけれど、ウミネコ被

害について伺います。 

 近年急増しているウミネコについて、私もかなり相談であったり、ちょっとお声をいただい

ておりました。多分令和５年度ぐらいに急激に増えてきたというふうに記憶しておりますが、
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相談件数なんですが、令和４年度からの件数を教えてください。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 ウミネコの状況につきまして、区に寄せられた相談及び問合せの件数

でございますが、令和４年度に問合せ件数が急増しておりまして、令和４年度は109件でござ

いました。令和５年度につきましては94件、令和６年度は41件、令和７年度は９月末時点で

21件と減少をしております。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 ５年度より前ですね、その前からかなり増えていたんですね、失礼しました。

これを見るとかなり減ってきているなって、特に去年、今年あたりで減ってきているなという

ふうに思いますが、区として対策等、どのようなことを取り組んでこられましたでしょうか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 営巣を防ぐために、営巣が行われる前の２月から３月にかけまして、

過去に飛来があった地域や飛来が予想される地域の10階建て以上のマンションを訪問して、

チラシや防鳥ネットのサンプル配布、防除柵の説明を実施しております。この訪問件数は令和

６年の２月から約700件に対象を拡大しておりまして、令和７年２月も同規模で実施をしてお

ります。また、ホームページや広報たいとうなどで営巣対策を広く区民へ周知もしてございま

す。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 かなり様々な対策をしてこられたなというふうに感じました。鳥なので、動

くので、なかなかそれがすぐに効果があったというのはちょっと分からない部分もあるかとは

思いますが、特に巣を作ったりしたときに、巣を撤去したりとか、卵を取り除くということを、

一回無料で防犯ネットなどをしっかり対策をするというような条件でできるようになったと思

いますが、やはりそれはすごく効果的だと思うんですが、まだまだ知らない人とかもいて、私

もよく、こういうのありますよって伝えたら、知らなかったという声がありましたので、これ、

大分減ってきているから改善はされているんですが、しっかりとそういうのもありますよとい

うこともこれから広めていただきたいなと思います。これは要望になります。以上です。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 199ページ、動物愛護管理で伺います。 

 この年度、不妊手術が10件、去勢が８件の助成がありました。私たち、日本共産党区議団

で地域猫活動をしている活動家の方の話を伺いましたところ、やはりボランティアの育成とい

うのが必要だというふうにお話をされておりました。今、ボランティアの育成というのはどの

ように行っているのか教えてください。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 現在区では地域猫ボランティアの方を対象に毎年地域猫講習会を
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開催しているところでございます。この中で適正な地域猫活動や餌やりのルールについて普及

啓発を行い、ボランティアの育成に努めております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 講習会の中でそのルールを伝えたりというのは、それは大事なところですけ

れど、もう一歩踏み込んで、地域ではこういう活動が必要ですよみたいなのを伝えているとい

うような形は取っているんですか。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 すみません、地域でこういったことが必要というのは。 

          （「例えば地域での餌やりの」と呼ぶ者あり） 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 失礼しました。地域での餌やりのルールはこうなんですよという本当にボラ

ンティアを育てる、育成して引っ張り上げるというかな、そのような活動はされているんです

か。増やすという。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 基本的には、その地域ごとに餌やりの方法が違うというところで

はないかと思いますので、地域猫講習会の中で広くお伝えをさせていただいて、何か分からな

いことがあれば、その都度、我々の担当のほうに連絡をいただいてやり方を説明するというよ

うな形を取っております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 育成の方法、少し理解もできました。ぜひ地域猫活動、コミュニティの一つ

だというふうに捉えれば地域活動をする人を増やしていくというのは、町会活動と同じように、

コミュニティ活動と同じように重要なことなのかなというふうに思うので、ぜひ増やしていた

だきたいなと思うのと、地域猫を活動されている方はご自宅の近くでの地域活動というのが多

分主だというふうに思っているんですけれど、それのネットワークをつくるようなことという

のは何か取り組んでいるんですか。 

○委員長 生活衛生課長。 

◎福田兼一 生活衛生課長 地域のネットワークというところを直接という形ではないんです

が、区では飼い主のいない猫の不妊去勢手術を助成しておりまして、２か月に１回、保健所で

申請を受け付けております。この日に申請以外にもご相談ですとか、ご要望があればボランテ

ィア同士の話合いの場としてご活用いただいているところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひそういうタイミングを周知していただいて、そういうときには会議室の

一部分を開放できるんであれば開放をして、そこでコミュニケーションスペース、何か課題が

あれば教えてくださいというのも含めてやっていただきたいなと思いますので、ぜひ充実をし

ていただきたいと思います。 
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 猫は以上で、もう一つ、犬ではないです、犬は行かないです。 

 203ページ、公衆浴場改善助成になります。谷中はですね、谷中寺町花のまちっていって、

今週の週末は大円寺の菊まつりもありますので、お花をめでに来ていただいて、私、射的コー

ナーにいるので遊んでいただいて、銭湯に行っていただきたいなというふうに言いながら銭湯

助成につなげますが、この間、保健福祉委員会で福祉課の所管の課長が、銭湯組合さんとかの

話合いなどは記録も残すようにしていきますよという答弁があったことは一つ前進だなという

ふうに思っています。ただ、銭湯組合さん、銭湯の経営者さんからお話を伺うと、設備改善で

あったり、優しい銭湯であったり、活性化であったりというこの助成の金額そのものもまだま

だ今の実情ではちょっと合わないので、もっと増やしてほしいという声もありますし、この助

成の使い方というのかな、申請と受理の仕方というのか、そういうのも工夫してほしいという

お話を伺うんですけれども、何か公衆浴場組合さんとかから、こういう形にしてくれたらもっ

と使いやすいのにとかいう話を聞いているとか、ディスカッションをしたというのは何かあり

ますか。 

○委員長 福祉課長。 

◎古屋和世 福祉課長 浴場組合のほうからいただいている意見としましては、やはり助成額

についてはご意見などはいただいております。やはり物価高騰等がありまして、設備改善助成

の金額が、前はこの金額でできたのがなかなかできなくなったというような意見はいただいて

いるのは実際あります。ただ、助成制度４種類ありまして、この中どういったところを改善し

てほしいのかというのは、それぞれの浴場さんごとによってご希望なども違ってきているとこ

ろになります。そんな中で、私どもとしましては浴場組合の役員の方との意見交換や、それぞ

れの浴場へのご訪問を通じてご意見を伺っているところになります。区の助成制度に関しまし

ては、引き続きどのような形がいいのか検討をさせていただきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひですね、台東区は比較的銭湯が残っている地域でもありますので、公衆

浴場を残す手段として、やはり長くちょっとずつ修繕をしながらお風呂を商売としてやってい

ただける、公衆浴場を商売としてやっていただけるような助成、手助けというのは非常に大切

なことだと思いますので、やっていただきたいですし、その助成金額、要望があるということ

であればもう決断していただければもっと増やせるんだろうなというふうに思いますので、残

していただきたいと思います。本当に浴場組合さん、いろいろな工夫していて、今シャンプー

とかボディソープは備付けであります。タオルも貸出無料だったり、有料だったりありますけ

れども、やっていますとか、いろいろ手だてを取って少しでも集客を、地域のコミュニケーシ

ョンの場としての銭湯、または本当に衛生を保持できるような場所というところで残していた

だきたい、区としても残さなければいけない一つだと思いますので、頑張っていただきたいと

思います。それについては以上です。 
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○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 あともうちょっとです。200ページの地球環境保全の推進ということで、

資料25を出していただきました。こちらは令和５年度に区有施設の中でＬＥＤ化をしたとこ

ろの令和４年、その前後の年の電力量を出していただきました。コロナが５類になったりとか

で、明確には言えないんですけれども、やはりたくさん電力を使うようなところはやはり電力

量が減っているということが分かると思うんですけれども、全体としてもこの施設だけなんで

すけれども、マイナス7.6％の電力の使用量と削減量ということになっています。今後、ＬＥ

Ｄ化進めているとは承知しているんですけれども、今の時点でどのような進捗状況というか、

あとどのぐらいかかりそうだとかいうのって分かりますでしょうか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 区有施設のＬＥＤ化につきましては、平成29年度から計画を立てて、

順次改修を進めてまいりました。一部の施設、具体的には令和10年度までに大規模改修予定

の施設や活用方針を検討中の施設、また、区有住宅の個人居室部分、公衆トイレや倉庫などの

小規模施設を除きまして、今年度の庁舎ＬＥＤ工事の完了をもってひとまずＬＥＤ化は終了を

してございます。残っている施設につきましては今後順次改修を進めていくものでございます。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。 

 昨年の３月に区有施設地球温暖化対策推進実行計画（第六次計画）というのが出されていて、

そのときにやはり電気量の部門では削減量が、たしか目標が達成できていなかったと思うんで

す。なので、このＬＥＤ化に加えて、さらにＣＯ２排出を減らしていかないと、2050年のゼロ

カーボンシティには到達しないと考えているんですけれども、今年、浅草文化観光センターは

再エネ100％の電力を取り入れたりしたんですが、今後そういった施設をさらに進めていくと

か、そういう予定はございますでしょうか。 

○委員長 環境課長。 

◎勝海朋子 環境課長 再エネ電力の導入は非常に重要なものだと認識をしてございます。今

後も浅草文化観光センターに導入をいたしました特別区の共同調達の仕組みを活用した再エネ

電力の導入につきまして、他の施設でも進めていきたいと考えております。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。 

 ＣＯ２排出の７割がたしか電気がもとということもありますので、こちらについてはちょっ

と今は追及せずに総括で行きたいと思います。 

 もう１件なんですけれども、204ページの公衆浴場における緊急無料受入れということで、

これ、今年というか、八潮の陥没事故のことなんですけれど、令和６年度のことなのでお伺い

したいんですけれども、結局これは何人ぐらい受け入れてくださったんでしょうか。 

○委員長 福祉課長。 
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◎古屋和世 福祉課長 実施期間としまして、令和７年２月４日から令和７年２月14日の期

間で、実績としましては2,095人の方を受け入れております。 

○委員長 風澤委員。 

◆風澤純子 委員 ありがとうございます。 

 これだけの期間で受け入れてくださって、本当に台東区のこういった自治体間の協力体制と

かいうのって、今後も積極的に進めていけたらと思っております。ありがとうございます。以

上です。 

○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 第５項、清掃費について、ご審議願います。 

 本目委員。 

◆本目さよ 委員 簡単に、208ページの資源回収の教育回収についてです。 

 各学校で資源回収活動が行われて、報償金が支払われています。この報償金について、金額、

支払い先、そして、会計処理の方法、学校なので歳入のところにあるかなと思ったら、本当は

歳入のところでやりたかったんですけれど、そこが見当たらないんですよね。なので、その辺

確認させてください。 

○委員長 清掃リサイクル課長。 

◎曲山裕通 清掃リサイクル課長 教育回収についてお答えをいたします。 

 まず、報償金でございますが、回収実績、缶、スチールとアルミ、それから紙パックの収集

に関して、重量に応じた支払いと、それから売却をした金額の合計を支払いをしております。

令和６年度につきましては、小学校18校、それから中学校７校、合計25校で、合計が14万

9,275円となってございます。この報償金ですが、小学校につきましては代表委員会、それか

ら中学校には生徒会に対してお支払いをしております。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 生徒会とか代表委員会に支払われているということなんですけれども、学

校のそういった委員会というのは、この決算書には載ってこないものなんでしょうか、入りの

部分ですね、公的機関である学校に支払われる場合なので歳入として処理されるべきなんじゃ

ないかと思うんですけれども、その辺透明性確保していただきたいんですが、どうでしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 お答えいたします。 

 まず、各学校への報償金の金額は、学校によって数百円から数万円となっていると聞いてお

ります。学校での使途を確認したところ、全額寄附やその他となっております。その他の具体

的な使途については、学校周辺落ち葉掃きボランティアの清掃用具、児童用一輪車等の買換え

のため、まだ使用していないという内容となっております。令和６年度については、学校によ

って児童、保護者に報告を行っていると捉えております。７年度の報告につきましては、全校
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朝会、集会での報告、生徒会新聞、また学校便りへの掲載等、各学校が工夫して使途が明確に

伝わるよう報告すると聞いております。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 結構です。 

○委員長 よろしいですか。ほかに。 

 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 206ページの事業系ごみ排出指導のところをお願いいたします。 

 先ほど木村委員とか、中村委員とか、随分追っていただいて、やはりもうごみで排出の指導

なのかなというふうに思っていて、時間もあれなんで、これって、床面積が1,000平米以上の

大規模の建物に対して毎年度再利用の計画とか、そういうのを立入りの検査に入ってもらった

りとかしているもんだと思うんですけれど、あと公衆とかやっていただいているという感じな

んですけれど、環境衛生の部分でネズミの発生を、中村委員もすごく取り上げていらっしゃい

ますけれど、やはりこういう事業系ごみの搬出に対して、これからもしていかなければいけな

いと思うんですけれど、これまでどのような周知啓発を行っていたかをお伺いできますでしょ

うか。ちょっと時間もあれなんで、端折らせていただきましたけれど。 

○委員長 清掃リサイクル課長。 

◎曲山裕通 清掃リサイクル課長 お答えいたします。 

 委員のほうで、こちらのほうで繁華街のネズミ対策等の話がありましたんで、こちら清掃リ

サイクル課のほうでお答えをさせていただきますが、こちらにつきましては、令和５年度から

対象区域になります飲食店で蓋付容器の購入費助成ですとか、それから夜間のごみ排出状況調

査の結果、ネズミの被害の確認された事業所などに対しまして容器の購入費助成のご案内と併

せて、適切なごみの排出のためのチラシを配布して周知に努めてきたところでございます。令

和７年度は引き続きこれらの取組を行ってまいります。 

○委員長 岡田委員。 

◆岡田勇一郎 委員 そうですね、先ほど容器の助成も１件だったとか、そういう報告が出て

いたと思うんですけれど、引き続き行っていただきたいんですが、なかなか効果が上がってい

るとは思えないなって、言い難いかなと思っていまして、事業者に対する指導がやはりできな

いというのが一番の弱みというか、部分だと思っていますので、今、これ、法令で大規模建築

物への指導は1,000平米という規模で決まっているみたいなんですけれど、台東区独自で規模

の小さい建物にも立入検査をすることなどを検討して、効果の上がる対策を考えていただきた

いなと、これは答え出ないと思うんで、ぜひ要望をさせていただいて、これで終わりにしたい

と思います。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 １点お伺いいたします。206ページの４番、食の「もったいない」意識の啓

発についてです。 
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 こちらにも記載されていますが、食品ロス削減啓発用すごろくシートとありますが、私もち

ょっと確認をしたら、ホームページからダウンロードができて、各家庭でも使えるようになっ

ておりますが、これは個人で使うだけなのか、何か今有効的に使われていることなど、もしあ

りましたらご紹介いただければと思います。 

○委員長 清掃リサイクル課長。 

◎曲山裕通 清掃リサイクル課長 ありがとうございます。 

 今いただきました「たいとう食ハピすごろく！」ですけれども、こちらのほうは環境教育で

すとか、それから普及啓発の目的で楽しみながら食品ロス削減を学ぶことができるような教材

ということで作成をしたものでございます。ご指摘をいただきましたように、現在ホームペー

ジのほうに掲載をしておりまして、これをダウンロード、プリントアウトしていただくことで、

ご家庭などでもお子さんと一緒に遊んでいただけるかなということで提供をしております。 

 それから、同じデザインのものを、ターポリンといいまして、丈夫なビニールシートの大判

で、縦90センチ、横120センチぐらいの大きなものですけれども、こういったもののシートも

作りまして、これをエコフェスタですとか、環境ふれあい館まつりなどに持ってまいりまして、

お子さんが多く来場するようなイベントのときに、このすごろくで遊べるコーナーをつくって

楽しんでいただいているというところでございます。今年度につきましては、区内の小・中学

校ですとか、児童館、こどもクラブに貸出しが可能ですよということのご案内をさせていただ

いて、活用をお願いをしているところで、１個ちょっと申出があったというようなところでご

ざいます。今後も食ハピすごろくに限りませんけれども、食品ロスの削減についてはいろいろ

と周知をしてまいりたいと思います。 

○委員長 弓矢委員。 

◆弓矢潤 委員 分かりました。楽しみながら子供ができるというのはすばらしいことであっ

て、子供と一緒に親御さんも、またお友達もできますので、どんどん学校現場もさらに広めて

いただきたいと思います。以上です。 

○委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 206ページ、事業系ごみの排出指導という部分で伺います。 

 民泊施設から排出されるごみの指導について、先ほど確認を取りましたが、清掃事務所にな

るんだと思うんですが、この点、いろいろな連携を取って、民泊施設には収集の方たちも目を

配らせながら収集されているということなんですが、その辺り取組を教えてください。 

○委員長 台東清掃事務所長。 

◎渋谷謙三 台東清掃事務所長 お答えいたします。 

 民泊につきましては、保健所のほうで区内の全登録しているところを把握しておりまして、

それに基づき清掃事務所でもごみの収集を行っております。主に事業系ごみとして事業系のシ

ールを貼って出されているところにつきましては、日々収集しているときに中身のほうを確認
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させていただいて、特に家庭ごみと別に出されているような民泊につきましては、混ざってい

るか、いないかなど、そういったところを細かく注意して確認しまして、もし違反ごみがあり

ましたら直接職員が民泊の事業者に掛け合って、指導等を行っているところでございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 日々のご努力、すばらしいなと思いますが、やはり違法、違反をしている

ところは巧妙にシールを貼らずに別のところに出したりとか、いろいろなあれがあるというこ

とを地域の方たちもよく見ていますので、こうした排出指導、これは廃棄物管理責任者等なん

ですが、例えば民泊の事業者、許認可するときにこうした講習をするとか、更新のときにする

とか、やはりもう一歩踏み込んだ対応が必要かなというふうに思っています。 

 もう１個質問する予定だったんですが、そこは割愛させていただいて、この夏の本当に猛暑

の中にごみの生ごみなども大分散乱をしたりとか中で、清掃職員の方たち本当によく頑張って

いらっしゃったなというふうに思いますし、リサイクル資源の取組も本当にいい成績、いいス

コアを出しているなというふうに思いますので、引き続き頑張ってください。お疲れさまでし

た。 

○委員長 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 ごみの問題については、区民誰もがごみを出さないわけにはいかな

くて、大変ごみのことについてはみんなで意識を持たなければいけない問題だと思っておりま

す。ごみの収集、運搬産業をしていただいている現場の皆様には暑いときも寒いときも頑張っ

ていただいていることに感謝を申し上げたいという気持ちでございます。 

 そこで、ごみは今、台東区でもプラスチックごみの分別が始まり、また、リサイクルできる

ものはリサイクルしようという区民の意識も大変高まってきておりまして、町会や先ほどの学

校などでもこうした分別がしっかり進んでいることは高く評価をしております。しかし、一方

で、ごみ全体としては減量をしているんですが、東京全体のことで恐縮なんですが、清掃一部

事務組合においては、今、各区に建築されました清掃工場が老朽化をして、これを建て替えを

していくことが順次進められています。今やっているのは江戸川区の清掃工場であったり、北

区であったり、そこでお金が非常に建設費にかかっています。これ、順次建て替えを進めてい

かないと、老朽化したものが修繕費だけでもかなりかかってくるという状況でございまして、

台東区における一部事務組合の分担金も毎年ですが、これ、増額しています。そういう中で、

じゃあどうすればいいかということになるんですが、やはりもっとごみ全体の減量をしっかり

と進めていくということを私たちがしていかないと、こうした問題は東京都全体の問題として、

私たち自身に関わってくるということになりかねないというふうに思っております。 

 じゃあどういうところで減量するのか、これ以上ということになろうかと思いますが、全体

のごみ量の中で分別されていない紙ごみというのがございまして、これが一つの減量の目標に

なってくるのではないかというふうに考えているんですが、清掃リサイクル課として、ごみ減

量の点について、東京都全体のそうした取組も含めて、どのように考えているかお聞かせくだ
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さい。 

○委員長 清掃リサイクル課長。 

◎曲山裕通 清掃リサイクル課長 お答えします。 

 今のご質問の中で、紙がごみの中に混ざっているというところがありましたので、そこにつ

いて、まずお話をさせていただきたいと思います。台東区では、令和元年度に台東区廃棄物排

出実態調査を行っております。この中では、事業系と家庭系とそれぞれごみの中に含有をされ

ている紙類についての比率を出しています。事業系のほうのごみでいいますと、燃やすごみの

中の11.6％が資源化可能な紙類でした。それから、家庭系のほうでは燃やすごみの中に古紙

類、古い紙が13.1％含まれていたという調査が出ております。したがいまして、今、副委員

長からもご指摘をいただきましたけれども、ごみの削減の中では資源化をできるもの、できる

だけきちんと分別をしてリサイクルを進めていくことが重要でありまして、当然紙の資源化と

いうことも重要な課題であるかと思います。 

 それから、東京都、23区全体というちょっとご質問がございましたが、こちらは清掃一部

事務組合、課長会、部長会、あるいは関係の組織、23区の中で今話合いをしているところで

ありますので、そういったところに我々も続き次第、注視をしていきたいと考えてございます。 

○委員長 髙森副委員長。 

◆髙森喜美子 副委員長 台東区は清掃工場がないんで、なかなか清掃工場の建て替えのこと

について、内区からいろいろ言うというのが何か申し訳ないなというようなこともあるんです

けれども、本当に一つの清掃工場の建て替えに600億から700億かかると、今、清掃一部事務

組合は基金がどんどん減ってしまって、前はかなりあったんですけれど、それで起債のほうが

大変膨らんできていると、これの状況が続けば結局はごみの有料化の話になってしまうのでは

ないかという危機感を私は抱いております。そういう意味で、なるべくそういうことのならな

いように、全体のごみの問題というのをもう少し区民全体で考えるような取組が必要なんじゃ

ないかと、今の課長のお話ですと、ごみ調査の中でのパーセンテージが少ないというふうに見

えますけれども、しかし、ここの辺が大事なところで特に事業系に関しましては中小企業が多

い台東区です。ですので、こうやって排出指導をされるようなところでないような小さな事業

所でありますとか、お店でありますとか、そういったところに事業系のごみの資源化の、ある

いは出し方のそうしたパンフレットでもリーフレットでもいいので作っていただいて、そうし

たところに配付していただいて、経営者の方になるほどと、協力しようと思っていただけるよ

うな取組もぜひ進めていただければなというふうに思っております。 

 ごみ問題はこれからも私たちの生活に関わる重要な問題ですので、今やっていることだけで

いいということではなくて、さらなる工夫と取組をお願いしたいと思っております。以上です。 

○委員長 以上をもって、本項についての審議を終了させていただきます。 

 第４款、衛生費について、審議を終了いたしましたので、本款について仮決定いたしたいと

思いますが、ご異議ありませんでしょうか。 
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          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、本款については、仮決定いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 本日の予定は、以上で終了いたしました。 

 次回の委員会は、明日午前10時に開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 これをもちまして、決算特別委員会を閉会いたします。 

          午後 ６時２７分閉会 
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